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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

久留米工業高等専門学校 

（２）所在地 

福岡県久留米市 

（３）学科等構成 

学 科：機械工学科、電気電子工学科、制御情報工

学科、生物応用化学科、材料工学科 

専攻科：機械・電気システム工学専攻、物質工学専

攻 

（４）学生数及び教員数（平成25年5月1日現在） 

学生数：準学士課程  1,070人 

専攻科課程   67人          

専任教員数            79人（校長含む）         

 助手数           0人 

 

２ 特徴 

久留米工業高等専門学校（以下「本校」という。）は、

旧制久留米高等工業学校（昭和14年設置、昭和19年久留米

工業専門学校に改称）に淵源を発しており、筑後川のほと

りの自然環境豊かな10万㎡(約３万坪)のキャンパスを有

している。昭和26年の久留米工業専門学校の閉校にともな

い、九州大学教養部第二分校(昭和24年設置、昭和30年廃

止)と九州大学生産科学研究所(昭和24年附置、昭和34年移

転)が併設された。その後、我が国経済の高度成長に伴う

産業界の強い要望を受け、久留米工業短期大学(昭和33年

設立、昭和41年閉学)と久留米工業短期大学附属工業高等

学校(昭和36年設立、昭和39年廃止)が併設され、現在の工

業高等専門学校(昭和37年第1期校設立。以下「高専」とい

う。）のモデルとなった。さらに、昭和39年4月の本校設立

と同時に、久留米工業短期大学附属工業高等学校の在校生

が2～4年生に転入し、全国高専に先駆けて卒業生を輩出す

ることとなった。すなわち、旧制を含めた73年の歴史をも

っているのが本校の特徴の一つである。旧制久留米高等工

業学校設立当初からの卒業生は12,000名を超え、産業界の

多業種各部門の中核の技術者として活躍している。 

平成5年には専攻科が設置され、学位授与機構に申請す

ることにより工学士の称号得ることができるようになっ

た。また、平成16年には、全国国立高専が独立行政法人国

立高等専門学校機構として束ねられ、スケールメリットを

生かした運営ができるようになった。 

本校の教育理念は、「自立の精神と創造性に富み、広い

視野と豊かな心を兼ね備えた、社会に貢献できる技術者の

育成」である。この教育理念のもと、「工学の基礎学力を

育成する」、「創造性を育成する」及び「技術者としての素

養と自立を養う」の３点が本校の教育の柱となっている。

すなわち、工学の基礎学力の育成と質の高い専門教育に力

を入れており、低学年のうちから実験・実習を課し、技術

の実際に触れることにより、技術の本質を理解し、創造性

を育む教育を行っている。さらに、一般教養科目によって

広い視野と豊かな心を兼ね備えた技術者となるための素

養を涵養している。また、準学士課程での短期インターン

シップや工場見学旅行、専攻科課程における２～４ヶ月に

わたる専攻科インターンシップを実施し、技術者になるた

めの動機付けを行っている。また、専攻科課程においては、

産業デザイン演習や創造工学実験などの技術者としての

素養や創造性を伸ばす教育がなされている。 

一方で、本校では他高専と比して学生の自主性を尊重し

た教育を行っている。高専祭、音楽祭などの学校行事は学

生会と学校側との話し合いを経て運営されている。また、

体育、文化並びに技術活動などのクラブ活動にも力を入れ

ており、これまでラクビー、水泳などのスポーツ活動やロ

ボットコンテスト、プログラミングコンテスト、ソーラー

ボート大会、あるいは英語スピーチコンテストなどの大会

において輝かしい成果を上げ、学生の人格の陶冶の一助と

なっている。 

また、本校では、「現代的教育ニーズ取組支援プログラ

ム」として平成19年度より3年間、「産学民連携共同教育に

よる実践的技術者育成」に採択され、また「質の高い大学

教育推進プログラム」として平成20年度より3年間、「CIMS

を活用した機械要素教育と産学連携」に採択され取り組み

を実施し、協働教育、デジタルエンジニアリング教育を通

した産学連携を進めている。 

さらに、平成12年に産学民連携推進センター(平成22年

産学民テクノセンターに改称)を設立し、「地域杜会への貢

献」の一環として、地域産業の技術開発や技術教育の振興

を図っている。平成24年９月には、その外部支援組織とし

て産学民連携推進会「テクノネット久留米」を設立し、共

同研究を中心とした産学連携事業にも積極的に取り組ん

でいる。 
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Ⅱ 目的 

久留米工業高等専門学校の使命 

本校は、教育基本法の精神にのっとり、及び学校教育法に基づいて、工業に関する専門教育を授け、産

業の興隆及び文化の発展に貢献しうる学力と知識を兼ね備えた技術者を育成することを使命とする。また、

専攻科課程においては、高等専門学校における教育の基礎の上に、精深な程度において工業に関する高度

な専門的知識及び技術を教授し、もって広く産業の発展に寄与する人材を育成することを使命とする。 

 

１. 教育理念 

「自立の精神と創造性に富み、広い視野と豊かな心を兼ね備えた、社会に貢献できる技術者の育成」 

２. 準学士課程 

教育目的：（１）自立の精神と創造性に富み （２）広い視野と豊かな心を兼ね備え 

 （３) 社会に貢献できる  実践的、創造的技術者を育成する。 

教育目標：（１）広い視野と豊かな心の涵養（２）数学、自然科学、情報処理に関する基礎能力の育成 

 （３）専門に関する基礎知識と技術の修得 （４）問題を分析し、解決する能力の育成 

 （５）自ら学び、工夫する能力の育成 （６）コミュニケーション能力の育成 

３. 専攻科課程 

教育目的：（１）先端技術及び高度情報化に対応でき （２）創造的研究開発能力を持ち 

（３) 国際化に対応できる  実践的、創造的技術者を育成する。 

教育目標：各学科に対応したJABEE技術者教育プログラムの学習・教育目標とする。 

４. 学科ごとの教育目的・目標 

 本校では上記の教育理念、教育目的を具現化するために、以下に掲げる学科ごとに独自の教育目的・目

標を定める。 

機械工学科 

教育目的：ものづくりの精神を基本とし、機械技術者としての基礎能力や専門技術を修得し、 

創造性豊かで国際的視野に立った実践的技術者を育成します。 

教育目標：機械技術者としての素養を備え、 

・材料強度 ・機械力学 ・設計製図・生産加工 ・制御、情報 ・熱、流体 

・機械工学に関連した周辺技術 

の基礎的な知識、技術を修得し、それらを活用できる能力を養成します。 

電気電子工学科 

教育目的：先端技術であるエレクトロニクスとICT、およびこれらを支える電気エネルギーの専門知識 

     を修得し、高度情報通信社会に貢献できる実践的、創造的電気電子技術者を育成します。 

教育目標：電気電子技術者としての素養を備え、 

・エレクトロニクス ・情報通信技術(ICT) ・電気エネルギー、パワーエレクトロニクス 

・電気電子工学に関連した周辺技術 

に関する専門知識と技術を修得し、それらを総合的に活用できる能力を養成します。 
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制御情報工学科 

教育目的：制御、情報を中心とした幅広い専門知識を修得し、広い視野と豊かな創造性を備え、 

さまざまな産業分野において活躍できる実践的能力に優れた技術者を育成します。 

教育目標：メカトロ二クスや情報の分野で活躍できる技術者になるために必要な、 

・メカトロニクス、コンピューター制御  ・情報工学、通信ネットワーク  

・制御情報工学に関連した周辺技術  

の基礎的な知識、技術を修得し、それらを活用できる能力を養成します。 

生物応用化学科 

教育目的：化学工業、バイオ工業に必要な基礎・専門知識および技術者素養を修得し、個別の 

知識を複合化して使いこなし、社会に貢献できる実践的・創造的技術者を育成します。 

教育目標：化学工業、バイオ工業に必要な専門知識、豊富な実験技術を修得し、環境に配慮し、 

技術者倫理を守って、それらを課題解決および企画立案に活用できる能力を養成します。 

（両コース共通）・化学、生物の基礎 ・化学工学、環境工学 ・情報リテラシー ・技術者素養 

（応用化学コース）・有機化学、高分子化学 ・ポリマー工学 ・機能性有機材料 

（生物化学コース）・生物有機化学 ・バイオプロセス工学 ・遺伝子細胞工学 

材料工学科 

教育目的：ものづくりの基礎となる工業材料に関する専門知識を修得し、 

これらの知識を応用して社会の発展に貢献できる材料技術者を育成します。 

教育目標：金属およびセラミックス材料などに関する 

 ・物性、構造、性質 ・製造プロセス、加工技術 ・材料工学に関連した周辺技術  

の基礎的な知識や技術を修得し、それらを活用できる能力を養成します。 

５．本校の教育方針 

上記の教育理念、教育目的を達成するために、具体的には、次のような教育方法をとっている。 

（１）数学や物理など、工学の基礎学力の充実 

（２）系統的な教育課程による質の高い専門教育 

（３）実験、実習、卒業研究指導を多く取り入れた実践的な技術教育 

（４）一般科目の充実による人間性の涵養とコミュニケーション能力の育成 

（５）学生の自主性を重視した基本ルールや倫理観の教育 

（６）学生会及び体育・文化・技術クラブを通しての自主的な課外活動の奨励 

（７）好奇心をもって自分の頭で考え、工夫する力の養成 

さらに、専攻科課程では、次のような教育の特色をもたせている。 

（１）少人数の学生定員で充実した教育研究環境と学会発表の奨励 

（２）準学士課程との継続性を重視した教育 

（３）長期にわたるインターンシップの実施 

（４）学士号の取得と大学院進学 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 高等専門学校の目的が、それぞれの学校の個性や特色に応じて明確に定められ、

その内容が、学校教育法第115条に規定された、高等専門学校一般に求められる目

的に適合するものであるか。また、学科及び専攻科ごとの目的も明確に定められ

ているか。 

（観点に係る状況） 

「学則第１章第１条」（資料１－１－①－１）では、本校は「教育基本法の精神にのっとり、及び学

校教育法に基づいて、工業に関する専門教育を授け、産業の興隆及び文化の発展に貢献しうる学力

と識見を兼ね備えた技術者を育成する」ことを目的として掲げている。 

また、本校では教育理念を「自立の精神と創造性に富み、広い視野と豊かな心を兼ね備えた、社

会に貢献できる技術者の育成」とし、学生便覧、学校要覧などに掲載している(資料１－１－①－２)。

これは、将来このような技術者に成長するための学力、素養を育む、という本校の目的を学生にも

理解できるように教育理念の形にまとめたもので、学生及び教職員に周知されている。 

さらに、これらの目的や教育理念を踏まえ、準学士課程、専攻科課程、各学科の教育目的及び教

育目標が毎年学生に配布される学生便覧に明記されている（資料１－１－①－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

目的として、本校の使命、基本方針、養成しようとする人材像、到達すべき基本的成果が、本科

及び専攻科についてそれぞれ学則、学生便覧、学校要覧に明文化されており、学生にも理解しやす

い形で明確に定められている。 

 

 

 

 

 

 

資料１－１－①－１ 

本校の目的 

 

 

（出典：平成 25 年度学生便覧 学則）  
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資料１－１－①－２ 

本校の教育理念 

 

（出典：平成２５年度学校要覧）  
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出典：平成２４年度学生便覧（冒頭部分の抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－１－①－３ 

準学士課程、専攻科課程、各学科の教育目的及び教育目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成２５年度学生便覧）   

各学科の教育目的・目標 

 

○機械工学科 

教育目的 

ものづくりの精神を基本とし、機械技術者としての基礎能力や専門

技術を修得し、創造性豊かで国際的視野に立った実践的技術者を育成

します。 

教育目標 

機械技術者としての素養を備え、次の分野のの基礎的な知識、技術

を修得し、それらを活用できる能力を養成します。 

・材料強度   ・機械力学    ・設計製図 

・生産加工   ・制御、情報   ・熱、流体 

・機械工学に関連した周辺技術 

 
○電気電子工学科 

教育目的 

先端技術であるエレクトロニクスと ICT、およびこれらを支える  

  電気エネルギーの専門知識を修得し、高度情報通信社会に貢献できる 

実践的、創造的電気電子技術者を育成します。 

教育目標 

電気電子技術者としての素養を備え、次の技術分野に関する専門知 

  識と技術を修得し、それらを総合的に活用できる能力を養成します。 

・エレクトロニクス   ・情報通信技術(ICT) 

・電気エネルギー、パワーエレクトロニクス 

・電気電子工学に関連した周辺技術 

 
○制御情報工学科 

教育目的 

制御、情報を中心とした幅広い専門知識を修得し、広い視野と豊か  

  な創造性を備え、さまざまな産業分野において活躍できる実践的能力 

に優れた技術者を育成します。 

教育目標 

メカトロ二クスや情報の分野で活躍できる技術者になるために必 

  要な次の分野の基礎的な知識、技術を修得し、それらを活用できる能 

力を養成します。 

 

 

 

 
・メカトロニクス、コンピューター制御 

  ・情報工学、通信ネットワーク  

・制御情報工学に関連した周辺技術 

  
○生物応用化学科 

教育目的 

化学工業、バイオ工業に必要な基礎・専門知識および技術者素養を 

  修得し、個別の知識を複合化して使いこなし、社会に貢献できる実践 

的・創造的技術者を育成します。 

教育目標 

化学工業、バイオ工業に必要な専門知識、豊富な実験技術を修得し、 

環境に配慮し、技術者倫理を守って、それらを課題解決および企画立 

案に活用できる能力を養成します。 

（両コース共通） 

・化学、生物の基礎   ・化学工学、環境工学 

・情報リテラシー    ・技術者素養 

（応用化学コース） 

・有機化学、高分子化学 ・ポリマー工学 

・機能性有機材料 

（生物化学コース） 

・生物有機化学     ・バイオプロセス工学 

・遺伝子細胞工学 

 
○材料工学科 

教育目的 

ものづくりの基礎となる工業材料に関する専門知識を修得し、これ 

  らの知識を応用して社会の発展に貢献できる材料技術者を育成しま 

す。 

教育目標 

金属およびセラミックス材料などに関する次にあげる基礎的な知 

  識や技術を修得し、それらを活用できる能力を養成します。 

・物性、構造、性質 

・製造プロセス、加工技術 

・材料工学に関連した周辺技術  
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観点１－２－①： 目的が、学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

（観点に係る状況） 

 学生便覧、学校要覧、ホームページには教育理念、及び学科別(準学士課程)あるいは専攻別(専攻

科課程)の教育目的及び教育目標が、学校要覧、ホームページにはＪＡＢＥＥ技術者教育プログラム

の説明と本校教育理念や教育課程との関係が（資料１－２－①－１）、学生便覧には学校の設置の目

的が掲載されている。目的を周知させるために、全教員は言うに及ばず事務部門各部署にも学生便

覧が配付され、教育理念、教育目的、教育目標等を記載したパネルが校内に掲示されている（資料

１－２－①－２）。さらに、準学士課程への入学希望者には中学生向け学校パンフレット(資料１－

２－①－３)、学生募集要項・入学案内(資料１－２－①－４)などが、専攻科課程への入学希望者に

は専攻科パンフレット(資料１－２－①－５)、専攻科学生募集要項・入学案内(資料１－２－①－６)

などが準備されており、それらの資料の中に学科別(準学士課程)あるいは専攻別(専攻科課程)の教

育目標が示されている。また、年度初めには、準学士課程と専攻科課程の学生を対象に教務主事よ

り教育理念などの周知が図られていると同時に、準学士課程の新入生と専攻科課程の新入生に対し

ては別々に新入生オリエンテーションを通じて認識させるようにしている（資料１－２－①－７）。

さらに、新入生に対しては、年度当初の合宿研修の際にも教育理念の周知徹底を図っている（資料

１－２－①－８）。 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

目的が、学校の構成員である教員、職員、準学士課程の学生、専攻科課程の学生それぞれに複数

の手段で周知されているため、周知の効果が上がっている。 
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資料１－２－①－１ 

ホームページでの JABEE 技術者教育プログラムと教育理念および教育課程との関係の周知 

 

（出典：本校ホームページ）  

資料１－２－①－２ 

教育理念、教育目的、教育目標等を記載したパネルによる周知 

 

（出典：制御情報工学科棟玄関の写真）  
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資料１－２－①－３ 

学校パンフレットによる準学士課程入学者への教育理念の周知 

 

（出典：平成 24 年度中学生向け学校パンフレット）  
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資料１－２－①－４（１／２） 

学生募集要項・入学案内による準学士課程入学者への教育理念、教育目的及び教育目標の周知 

 

（出典：平成 25 年度学生募集要項入学案内）   
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資料１－２－①－４（２／２） 

学生募集要項・入学案内による準学士課程入学者への教育理念、教育目的及び教育目標の周知 

 

（出典：平成 25 年度学生募集要項入学案内）  
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資料１－２－①－５ 

専攻科パンフレットによる専攻科課程入学者への教育目標の周知 

 

（出典：平成 24 年度専攻科パンフレット）  

資料１－２－①－６ 

専攻科学生募集要項・入学案内による専攻科課程入学者への教育目的及び教育目標の周知 

 

（出典：平成 25 年度専攻科学生募集要項・入学案内）   
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資料１－２－①－７ 

新入生オリエンテーションでの教育目的、教育目標の周知 

 

 

（出典：平成 25 年度電気電子工学科紹介資料） 
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資料１－２－①－８ 

新入生合宿研修での教育理念の周知 

 

1年生合宿研修における学習ガイダンス資料 

 

 

 ■久留米高専とは 

・入学後、1 週間の高専の印象 

  ・久留米高専の沿革  伝統の重み、旧制→工業短大→新制→専攻科設立（学校要覧） 

            卒業生の活躍 

・高専制度 

・久留米高専の理念 

  「自立の精神と創造性に富み、広い視野と豊かな心を兼ね備えた、社会に貢献できる技術者

の育成」 

・高専の授業、定期試験（カリキュラム、教務規程等） 

・課外活動 

・多様な進路 

就職（求人数、実践的技術者としての期待） 

   進学（専攻科、大学） 

 

 ■新入生に望むこと 

  ・自立の精神－中学校とは大きく異なる、勉強方法を見つける、工夫をする 

        （具体例を挙げて説明） 

・基礎学力の充実－「読み書きソロバン」 

・プロフェッショナルなエンジニアを目指す 

（プロスポーツ、音楽家を例に説明－一見華やかだが、地道な） 

    基礎訓練を怠らない、知恵と工夫、切磋琢磨 

  ・冒険心 

  ・人と交わる、自然に触れる、本を読む 

 

 ■日常の心掛け 

  ・授業は真剣勝負 

    授業を重視、中学校とは異なる、学習塾に頼らない、出来ればアルバイトをしない、 

  ・勉強方法の確立 

  内容が段々と高度になれば、日頃の勉学の積み重ねがなければ、ついていけなくなる 

  受験勉強とは異なる勉強方法を各自が工夫する－重要なポイントの把握、分からないこと

を粘り強く考える、五感を働かせる 

・対話を大切に 

    友人、保護者、教員、学生相談室 

・連絡は掲示板、書類は自分で書く、規則は学生便覧参照 

    「生徒」ではなく、「学生」 

 

（出典：平成 24 年度教務主事新入生合宿研修メモ）  
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観点１－２－②： 目的が、社会に広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

教育理念を記載した中学生向け学校パンフレット、学校要覧を毎年実施する久留米高専一日体験

入学、中学校訪問あるいは学校説明会で配布し、内容の説明を行っている（資料１－２－②－１、

資料１－２－②－２）。また、教育理念に加えて学科別(準学士課程)の教育目的及び教育目標も記載

した学生募集要項・入学案内、及び専攻別(専攻科課程)の教育目標を記載した専攻科パンフレット、

専攻科学生募集要項・入学案内を、入学前の資料として応募者に配布している(資料１－２－①－４、

資料１－２－①－５、資料１－２－①－６)。また、ホームページにも教育理念、教育目的及び教育

目標を掲載して公表している（資料１－２－②－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－２－②－１ 

久留米高専一日体験入学における教育理念、教育目的、教育目標の公表 

 

（出典：平成 24 年度一日体験入学打合せ資料 中学生配付資料一覧） 
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資料１－２－②－２ 

中学校訪問における教育理念、教育目的、教育目標の公表 

 
（出典：平成 24 年度中学校訪問説明会資料 訪問時配付資料一覧） 
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（分析結果とその根拠理由）  

目的が、パンフレットや学生募集要項・入学案内により、準学士課程入学希望の中学生と専攻科

課程入学希望の高専学生などに公表されている。また、ホームページにより教育理念、教育目的及

び教育目標が広く社会に公表されている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

本校の教育理念、教育目標は、学生便覧、学校要覧に明文化されており、学校の構成員すべてに

公表されている。さらに、本校の入学希望者および社会にも広く周知されている。 

 

（改善を要する点）  

該当なし。 

  

資料１－２－②－３ 

ホームページにおける教育理念、教育目的、教育目標の公表 

 

 

（出典：本校ホームページ）    
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（３）基準１の自己評価の概要 

本校の使命、基本方針、養成しようとする人材像、到達すべき基本的成果が、本校の目的（教育理

念、教育目的、教育目標）として、学則、学生便覧、学校要覧に明文化されており、学生にも理解し

やすい形で明確に定められている。本校の目的は学校教育法第７０条の２に規定に定められた高等専

門学校一般に求められる目的からはずれるものではない。 

本校の目的（教育理念、教育目的、教育目標）は、複数の手段で、学校の構成員である教員、職員、

準学士課程の学生、専攻科課程の学生すべてに周知されているため、周知の効果が上がっている。こ

れらは、本校パンフレットや学生募集要項・入学案内により準学士課程入学希望の中学生と専攻科課

程入学希望の高専学生などにも公表されていると共に、ホームページにより広く社会に公表されてい

る。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が、教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の教育目的は、教育基本法の精神にのっとり、及び学校教育法に基づいて、工業に関する専

門教育を授け、産業の興隆及び文化の発展に貢献しうる学力と見識を兼ね備えた技術者の育成であ

る（資料２－１－①－１）。 

 

 

 

本校は機械工学科、電気電子工学科、制御情報工学科、生物応用化学科、材料工学科の五つの学

科で構成されている。各学科はそれぞれの教育目的及び教育目標を設定し、本校の教育目的の達成

を目指している（資料２－１－①－２、１－①－３、１－①－４、１－①－５、１－①－６）。これ

ら各学科の教育目標は学校教育法第７０条の２「深く学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する」

という目的に沿ったものであり、教育目標に科学技術の動向や社会のニーズも反映されている。 

 

 

 

資料２－１－①－１ 

学則第１章第１条 

 

第１条 本校は、教育基本法の精神にのっとり、及び学校教育法に基づいて、工業に関する専門教育

を授け、産業の興隆及び文化の発展に貢献しうる学力と識見を兼ね備えた技術者を育成することを目

的とする。 

 

（出典：平成２５年度学生便覧） 

資料２－１－①－２ 

機械工学科教育目的 

 ものづくりの精神を基本とし、機械技術者としての基礎能力や専門技術を修得し、創造性豊かで国

際的視野に立った実践的技術者を育成します。 

機械工学科教育目標 

機械技術者としての素養を備え、次の専門分野の基礎的な知識、技術を修得し、それらを活用でき

る能力を養成します。 

・材料強度  ・機械力学   ・設計製図 

・生産加工  ・制御・情報  ・熱・流体 

・機械に関連した周辺技術 

（出典：平成２５年度学生便覧） 
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資料２－１－①－３ 

電気電子工学科教育目的 

 先端技術であるエレクトロニクスと ICT、およびこれらを支える電気エネルギーの専門知識を修得

し、高度情報通信社会に貢献できる実践的、創造的電気電子技術者を育成します。 

電気電子工学科教育目標 

電気電子技術者としての素養を備え、次の技術分野に関する専門知識と技術を修得し、それらを総

合的に活用できる能力を養成する。 

・エレクトロニクス 

・情報通信技術 （ICT） 

・電気エネルギー、パワーエレクトロニクス 

・電気電子工学に関連した周辺技術 

（出典：平成２５年度学生便覧） 

資料２－１－①－４ 

制御情報工学科教育目的 

 制御、情報を中心とした幅広い専門知識を修得し、広い視野と豊かな創造性を備え、さまざまな産

業分野において活躍できる実践的能力に優れた技術者を育成します。 

制御情報工学科教育目標 

 メカトロニクスや情報の分野で活躍できる技術者になるために必要な次の分野における基礎的な

知識、技術を修得し、それらを活用できる能力を養成します。 

・メカトロニクス、コンピュータ制御 

・情報工学、通信ネットワーク 

・制御情報工学に関連した周辺技術 

（出典：平成２５年度学生便覧） 

資料２－１－①－５ 

生物応用化学科教育目的 

 化学工業、バイオ工業に必要な基礎・専門知識および技術者素養を修得し、個別の知識を複合化し

て使いこなし、社会に貢献できる実践的・創造的技術者を育成します。 

生物応用化学科教育目標 

 化学工業・バイオ工業に必要な専門知識、豊富な実験技術を修得し、環境に配慮し技術者倫理を守

って、それらを課題解決および企画立案に活用できる能力を養成します。 

（両コース共通） 

・化学、生物の基礎  ・化学工学、環境工学  ・情報リテラシー  ・技術者素養 

（応用化学コース） 

・有機化学、高分子化学  ・ポリマー工学  ・機能性有機材料 

（生物化学コース） 

・生物有機化学  ・バイオプロセス工学  ・遺伝子細胞工学 

（出典：平成２５年度学生便覧） 
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（分析結果とその根拠理由） 各学科の教育目標は、本校の教育目的に沿ったものであり、また学

校教育法に規定されている目的にも沿うものである。 

 

 

観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には、専攻科の構成が、教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

 専攻科の教育目的は、高等専門学校における教育の基礎の上に、精深な程度において工業に関す

る高度な専門的知識及び技術を教授し、もって広く産業の発展に寄与する人材の育成である（資料

２－１－②－１）。 

 

 

 

専攻科は、工業高専での５年にわたる実践的技術者教育を基盤に、先端技術及び高度情報化に対応

できる技術者の育成、創造的研究開発能力の育成、及び国際化に対応できる技術者育成を目標に、機

械・電気システム工学専攻と物質工学専攻の２専攻で構成されている（別添資料２－１－②－２）。機

械・電気システム工学専攻は、機械工学科・電気電子工学科・制御情報工学科を統合したもの、物質

工学専攻は、生物応用化学科と材料工学科を統合した学際的な専攻である。各専攻は工業高専での５

年にわたる実践的技術者教育を基盤に、機械・電気システム工学専攻では、「機械、電気電子、制御情

報に関するより深い専門知識を教授し、これらの知識を総合的に活用し、様々な問題解決ができる技

術者の育成」を、物質工学専攻では、「有機、無機、ポリマー、金属材料及びバイオ技術に関するより

資料２－１－①－６ 

材料工学科教育目的 

 ものづくりの基礎となる工業材料に関する専門知識を修得し、これらの知識を応用して社会の発展

に貢献できる技術者を育成します。 

材料工学科教育目標 

 金属およびセラミックス材料などに関する次にあげる基礎的な知識や技術を修得し、それらを活用

できる能力を養成します。 

・物性、構造、性質 

・製造プロセス、加工技術 

・材料工学に関連した周辺技術 

（出典：平成２５年度学生便覧） 

資料２－１－②－１ 

学則第 1３章第４６条 

第４６条 専攻科は、高等専門学校における教育の基礎の上に、精深な程度において工業に関する高

度な専門的知識及び技術を教授し、もって広く産業の発展に寄与する人材を育成することを目的とす

る。 

（出典：平成２５年度学生便覧） 
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深い専門知識を教授し、新物質の開発や製造プロセス技術に対応できる技術者の育成」を教育目標に

設定している。これらの教育目標は、学校教育法第７０条の６「精深な程度において、特別の事項を

教授し、その研究を指導する」という目的に沿ったものである。また、各専攻は本校の教育理念を基

礎とした専攻ごとの目標をもち（資料２－１－②－３）、各授業科目はこの目標との関係を明確にした

うえで構成されている（別添資料２－１－②－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１－②－３ 

        機械・電気システム工学専攻の教育目標（機械工学コース） 

 

 

（出典：本校ホームページ） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 専攻科の目的が明確に設定され、それに沿った各専攻の教育目標がある。これらは学校教育法に

規定される目的に沿ったものとなっている。 

 

 

観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には、それらが教育の目的を達成する

上で適切なものとなっているか。 

（観点に係る状況） 

 総合情報センターと産学民連携推進センターの二つが設置されている。総合情報センターの目的

は教育研究支援を行い、校内の情報化に対応している。具体的には校内ＬＡＮの整備やネットセキ

ュリティの構築などである（資料２－１－③－１）。産学民連携推進センターの目的は産業界、本校

及び民間との連携である。具体的には共同研究、受託研究などを通じて、地域とともに学生に対す

る教育を実施していくことや、インターンシップ先の開拓、技術教育のためのフォーラムを開催す

るなどであり、地域の技術振興へ貢献している（資料２－１－③－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 総合情報センターは教育研究支援や校内の情報管理、産学民連携推進センターは地域の産業界、

民間と一体になって様々なフォーラムや研修会などを実施することにより、本校の技術教育を向上

させるとともに、地域社会へ貢献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１－③－１ （１／２） 

 

久留米工業高等専門学校総合情報センター規則 

（平成２２年１１月１８日制定） 

（設置） 

第１条 久留米工業高等専門学校に、総合情報センターを設置し、総合情報センターに情報処理セ

ンターを置く。 

 （目的） 

第２条 総合情報センターは、学内の情報システムを整備し、効率的かつ合理的に管理運用し、教

育研究及び事務業務を支援することを目的とする。 

（業務） 

第３条 総合情報センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 教育用情報システムの整備、管理、運用に関すること。 

(2) 事務用情報システムの整備、管理、運用に関すること。 

(3) 情報システムのセキュリティに関すること。 

２ 情報処理センターは、情報処理センター内における情報システムの整備、管理、運用に関する

業務を行う。 

（組織） 

第４条 総合情報センターに関わる業務を行うために、次に掲げる教職員を置く。 

(1) 総合情報センター長 

(2) 総合情報センター長補 

(3) 情報処理センター長 

(4) 総合情報センター員 
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資料２－１－③－１ （２／２） 

 

（総合情報センター長） 

第５条 総合情報センター長は、本校の教員とし、校長が任命する。 

２ 総合情報センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （総合情報センター長補） 

第６条 総合情報センター長補は、本校の情報システムを専門とする教員１名とし、校長が任命する。 

２ 総合情報センター長補の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者

の任期は、前任者の残任期間とする。 

（情報処理センター長） 

第７条 情報処理センター長は本校の教員とし、校長が任命する。 

２ 情報処理センター長は、総合情報センター長を補佐し、情報処理センターにかかる業務を掌理す

る。 

３ 情報処理センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

（総合情報センター員） 

第８条 総合情報センター員は、次の各号に掲げる職員とする。 

(1) 事務用情報システムを管理する職員 １名 

(2) 情報処理を専門とする技術職員 ２名 

２ 前項各号に掲げる者の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

（総合情報センター委員会） 

第９条 総合情報センターの運用・管理上必要な事項について審議するために、総合情報センター委

員会を置く。 

２ 委員会は第４条各号に定める者のほか、次に掲げる者で構成する。 

(1) 教務主事補から１名 

(2) 各専門学科から各１名 

(3) 一般科目から２名（文科系１名・理科系１名） 

(4) 総務課長 

３ 前項第２号及び第３号に掲げる者の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場

合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員長は総合情報センター長をもって充てる。 

５ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（事務） 

第１０条 総合情報センターに関する事務は、総務課企画情報係で行う。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成２２年１１月１８日から施行する。 

２ 久留米工業高等専門学校電子計算機運営委員会規則（昭和４７年７月１日制定）は、この規則制

定の日から廃止する。 

３ 久留米工業高等専門学校電子計算機室規則（昭和５８年４月１日制定）は、この規則制定の日か

ら廃止する。 

４ 久留米工業高等専門学校総合情報センター要領（平成１２年４月１日制定）は、この規則制定の

日から廃止する。 

 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料２－１－③－２ （１／２） 
 

久留米工業高等専門学校産学民連携テクノセンター規則 

                               （平成２２年４月１日制定） 

 （設置） 

第１条 久留米工業高等専門学校（以下「本校」という。）に、産学民連携テクノセンター（以下｢セ 

ンター｣という。）を置く。 

 （目的） 

第２条 センターは、地域の産官学民との共同研究等、及び地域の小中高等学校に対する、科学技術

教育支援を推進することにより、本校の教育・研究の進展に寄与するとともに、併せて地域社会に

おける技術開発及び科学技術教育の振興に資することを目的とする。 

 （業務） 

第３条 センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1)地域産業界等との共同研究、受託研究に関すること。 

(2)地域産業界に対する技術相談及び学術情報の提供に関すること。 

(3)地域の小中高等学校に対する科学技術教育支援に関すること。 

(4)地域社会における学術研究の交流に関すること。 

(5)講習会、セミナー、公開講座等に関すること。 

(6)知的財産権に関する情報収集・情報提供及び申請に関すること。 

(7)その他センターの目的達成に必要な業務に関すること。 

 （組織） 

第４条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。 

(1)センター長 

(2)部門マネージャー 

(3)その他校長が必要と認めた者 

 （センター長） 

第５条 センター長は、本校の教授とし、校長が任命する。 

２ センター長の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、 

前任者の残任期間とする。 

 （部門マネージャー） 

第６条 部門マネージャーは、次の各号に掲げる者とし、校長が任命する。 

(1)各学科等から若干名 

(2)教育研究支援室員から２名 

２ 前項各号に掲げる者の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 （職務） 

第７条 センター長は、センターに関する業務を掌理する。 

２ センター長は、第３条の業務遂行のため次の各号に掲げる部門を置く。 

(1)産業支援部門 

(2)地域連携部門 

(3)人材教育部門 

(4)知財部門 

３ 部門マネージャーは、センター長を補佐し、前項各号の業務を担当し処理する。 

（委員会） 

第８条 センターに第３条に掲げる業務及びセンターの管理運営上必要な事項を審議するために委

員会を置く。 

２ 委員長にはセンター長をもって充てる。 

 （出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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観点２－２－①：教育活動を有効に展開するための検討・運営体制が整備され、教育活動等に係る重

要事項を審議する等の必要な活動が行われているか。 

（観点に係る状況）  

 教育課程全体について、企画調整は教務主事を中心にした教務主事室（教務主事・主事補）で企

画され、教務委員会で審議し、最終的に学科長委員会に諮る体制が整備されており、教育課程の変

更、改善、教育活動などに係る審議は教務委員会で行われている（資料２－２－①－１）。教務委員

会の下部組織として授業改善専門部会が設置され、学生による授業評価アンケートの集計・分析な

どの授業改善に関する取組がなされている（資料２－２－①－２）。また、企画主事を中心とした企

画主事室（企画主事・主事補）では自己点検・評価に関する企画調整が行われ、自己評価検討委員

会で審議し（資料２－２－①－３）、最終的に学科長委員会に諮られる。専攻科の教育課程について

は、専攻科主事室（専攻科主事・主事補）で企画され、専攻科委員会、教務委員会で審議された後、

学科長委員会で最終審議が行われる（資料２－２－①－４、資料２－２－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 教務委員会、専攻科委員会、自己評価検討委員会など教育に関する企画、調整、実施など必要な

機能を持つ委員会がその役割に応じて設置され、教育課程全体に係る重要事項について、審議され

ている。これらの立案は、当該主事室が行っており、いずれも最終的には学科長委員会に諮られる。 

 

 

資料２－１－③－２ （２／２） 
 

３ 委員には第６条による者のほか、次の各号に掲げる者とする。 

 (1)教務主事または主事補から１名 

(2)専攻科主事または主事補から１名 

 (3)企画主事または主事補から１名 

(4)各学科等から１名 

(5)教育研究支援室員から２名 

(6)総務課長 

４ 前項第４号及び第５号に掲げる者の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた

場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前項に掲げる者については、部門マネージャーとの兼任を妨げない。 

 （事務） 

第９条 センターの事務室はセンター内に設置し、総務課企画情報係において処理する。 

 （その他） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 １ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 ２ 久留米工業高等専門学校産学民連携推進センター規則（平成１２年４月１日制定）は廃止する。 
 
 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料２－２－①－１ 

教務委員会開催に関する資料 

 

久留米工業高等専門学校教務委員会規則 

                       （平成１３年 ４月１日制定） 

（平成１７年１２月 １日改正） 

第１条  久留米工業高等専門学校の教務に関する事項を審議するため、教務委員会（以下「委員会」 

という。）を置く。 

第２条  委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 

    なお、次の各号の委員は、兼任することができる。 

(1) 教務主事 

(2) 教務主事補 

(3) 学生主事補、寮務主事補、専攻科主事補から各１名 

(4) 各専門学科から各１名 

(5)一般文科、一般理科から各２名 

  (6) 学生課長 

(7) その他校長が必要と認めた者 

第３条 前条第４号及び第５号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前条第７号の委員の任期は、１年とする。 

４ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４条 委員会の委員長は、教務主事とする。 

２  委員長に事故があるときは、教務主事補がその職務を代行する。 

第５条  委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

第６条  委員会は、校長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。  

（１） 教育課程の編成、シラバス並びに授業時間割に関する事項 

（２） 学生の試験に関する事項 

（３） 授業改善、授業評価に関する事項 

（４） 年度途中退学者の学年修了に関する事項 

（５） 教務に関する規程の制定、改廃に関する事項 

（６） 教育環境（建物等）に関する事項 

（７） 長期的教育計画の企画、立案 

（８） 外国人留学生の教務に関する事項 

（９） 原級者等の教務指導に関する事項 

（１０）卖位認定に関する事項 

（１１）その他教務に関する事項 

 

以下条文省略 

 

 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料２－２－①－２ 

 

平成２４年度 第３回授業改善専門部会 議事録 

平成２４年１１月１４日（水） 

 

日時：平成 24 年 11 月 14 日 16 時～16 時 35 分 

場所：応接室 

出席：中武（部会長）、丸山（専攻科）、酒井（教務）、オブザーバー：津田（企画主事）、 

轟（教務係） 

欠席：金城、周、栫 

 

Ⅰ。議題 

１。前期授業評価アンケートの集計状況について 

・丸山先生が電算処理中、12 月末頃集計作業終了予定 

・後期アンケート対象科目の選定：中武、12 月中旬まで、依頼文章のチェック 

・教員の自己評価アンケートは 25 年度当初に予定 

 

２。第 2 回ＦＤ会議について 

・別紙参照 

 

３。第 3 回ＦＤ会議について 

平成２５年３月２１日（木） 

佐世保高専 松尾秀樹先生「発達障害学生の就職、学習支援について」 

キャリヤ教育を入れるかどうか？ 

・1 時間講演、30 分から 1 時間ほど学生相談室長：笈木先生、穴井カウンセラーを含めて質疑・討

論の時間を設けたいとの御要望があり、計画中 

 

４。その他 

 ・学生の授業評価アンケートの外部委託を検討 

 ・原稿の該当項目にチェックを入れる方式から、5 段階評価を検討 

 

次回部会開催  月 日（ ）  ：  ～ 未定 

 

 

（出典：平成２４年度 第３回授業改善専門部会議事録） 
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資料２－２－①－３ 

 

平 成 ２ ５ 年 度  第 １ 回  自 己 評 価 検 討 委 員 会  議 事 要 旨  

 

日 時：平成２５年４月１２日（金）１８時０５分（企画委員会終了後）～１８時２０分 

場 所：管理棟 ２Ｆ 大会議室 

出席者：江﨑企画主事、和泉教務主事、辻学生主事、泉本寮務主事、池田専攻科主事、 

    原田機械工学科長、平川電気電子工学科長、丸山制御情報工学科長、 

    冨岡生物応用化学科長、田中材料工学科長、福田一般科目（文科系）学科長 

    宮本一般科目（理科系）学科長、大津企画主事補、黒木企画主事補、 

栫企画主事補、川嶋企画主事補、黒木総合情報センター長（再掲） 

    藤田産学民連携テクノセンター長、笈木学生相談室長、辻本事務部長、 

    三原総務課長、磯田学生課長 

欠席者：津田図書館長、酒井教務主事補 

議 事： 

 １。機関別認証評価について 

   はじめに、栫企画主事補より、資料１～３に基づきこれまでの経緯及び今後の予定について、

また、資料４及び５に基づき自己評価書の記載内容及び執筆担当について説明があった。続いて、

未定であった専攻科主事補は田中大准教授に依頼することになった旨の報告があった。 

   その後、江﨑企画主事より、執筆担当は約１か月で完成させる予定であるため負担が大きいこ

とから関係部署への協力依頼があり、各担当主事にも６月の確認・修正作業の依頼があった。 

   最後に、和泉教務主事より、本年度中に外部評価委員会を開催する必要がある旨の発言があり、

江﨑企画主事より、機関別認証評価の終了後を予定しており、次回の本委員会において審議予定

である旨の回答があった。 

 

（出典：平成２５年度自己評価検討委員会議事録（抜粋）） 

資料２－２－①－４（１／３） 
 

平成２５年度各委員会委員名等一覧表    平成２５年４月現在 
 

◆学科長委員会 
○校長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、学科長、事務部長、総務課長、
学生課長 

◆人事連絡委員会 
○校長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、学科長 

◆企画委員会 
○企画主事、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、各学科長及び一般科目（文科・理科）
学科長 

 企画主事補（全=大津、黒木、栫、川嶋）、図書館長、総合情報センター長、産学民連携テクノセン
ター長、学生相談室長、事務部長、総務課長、学生課長 

◆予算委員会 
○教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、学科長、事務部長、総務課長 
 

 
（出典：平成２５年度各委員会委員名等一覧表） 
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資料２－２－①－４（２／３） 

 
平成２５年度各委員会委員名等一覧表    平成２５年４月現在 

 
◆学科長委員会 

○校長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、学科長、事務部長、総務課長、学
生課長 

◆人事連絡委員会 
○校長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、学科長 

◆企画委員会 
○企画主事、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、各学科長及び一般科目（文科・理科）学
科長 

 企画主事補（全=大津、黒木、栫、川嶋）、図書館長、総合情報センター長、産学民連携テクノセンタ
ー長、学生相談室長、事務部長、総務課長、学生課長 

◆予算委員会 
○教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、学科長、事務部長、総務課長 

◆施設・環境委員会 
○教務主事、学生主事、教務主事補〔山本郁〕、学生主事補〔石丸〕、藤田、ｳﾘﾝﾄﾔ、中野、中嶌、馬越、
小宮、 
山崎、総務課長、学生課長 

◆建設コンサルタント選定委員会 
○事務部長、藤田、宮崎、総務課長、施設係長 

◆教務委員会 
○教務主事、教務主事補（全＝宮崎、小田、松田貴、山本郁、酒井、岡本）、学生主事補〔松島〕、寮
務主事補〔谷〕、 
専攻科主事補〔綾部〕、中武、渡邊、平元、赤塚、伊藤公、学生課長 

◆授業改善専門部会 
教務主事補〔宮崎、酒井〕、専攻科主事補〔石井〕、○企画主事補〔栫〕 

◆教育課程表等の改善検討専門部会 
教務主事、教務主事補〔小田、山本郁〕、専攻科主事補〔田中大〕、○平川、松田貴、矢野、金城、谷 

◆入試運営委員会 
○教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、教務主事補〔宮崎、酒井〕、専攻科主事補
〔奥山〕、 
学科長、事務部長 

◆専攻科委員会 
○専攻科主事、専攻科主事補（全＝田中大、綾部、石井、奥山）、教務主事補〔山本郁〕、学生主事補
〔周〕、 
金城、川嶋、学生課長 

◆厚生補導委員会 
○学生主事、学生主事補（全＝石丸、松島、周、龍頭、藤木）、教務主事補〔松田貴〕寮務主事補〔松
本〕、 
専攻科主事補〔石井〕、青野、山本哲、萩原、菰田、学生課長 

◆寮務委員会 
○寮務主事、寮務主事補（全＝中尾、松本、米永、谷）、教務主事補〔岡本〕、学生主事補〔龍頭〕、 
専攻科主事補〔田中大〕、加藤、中野、松山、岩田、学生課長、寮生活支援係長 

◆学級担任会 
 教務主事、学生主事、寮務主事、教務主事補（全＝宮崎、小田、松田貴、山本郁、酒井、岡本）、 
学生主事補（全＝石丸、松島、周、龍頭、藤木）、専攻科主事補（田中大、石井)、寮務主事補（谷）、
各学級担任、学生課長 

◆自己評価検討委員会 
○企画主事、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、学科長、企画主事補（全＝大津、黒木、
栫、川嶋）、 
図書館長、総合情報センター長、産学民連携テクノセンター長、学生相談室長、事務部長、総務課長、 
学生課長、 

◆JABEE 委員会 
○専攻科主事、教務主事、企画主事、専門学科長、石丸、越地、綾部、栫、川上、藤木、川嶋、総務
課長、 
学生課長 

◆外国人留学生委員会 
○教務主事、教務主事補〔松田貴〕、学生主事補〔藤木〕、寮務主事補〔米永〕、松永、青野、加藤、松
山、矢野、山本郁、学生課長 
 

（出典：平成２５年度各委員会委員名等一覧表） 
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資料２－２－①－４（３／３） 
 

平成２５年度各委員会委員名等一覧表    平成２５年４月現在 
 
◆就職担当委員会 

○就職統括主任（越地）、中武、熊丸、冨岡、笹栗、（学生課長） 
◆図書委員会 

○図書館長、図書館長補※兼図書主幹、教務主事補〔岡本〕、学生主事補〔藤木〕、専攻科主事補〔石
井〕、青野、ｳﾘﾝﾄﾔ、中野、笈木、馬越、学生課長 

◆紀要編集委員会 
○校長、教務主事、教務主事補〔岡本〕、専攻科主事補〔奥山〕、大津、ｳﾘﾝﾄﾔ、綾部、津田、馬越、
米永、赤塚、松田康、宮本泉、学生課長 

◆教職員レクリエーション委員会 
○事務部長、青野、吉田、堺、萩原、岩田、河合、伊藤公、福田貴、総務課長、学生課長 

◆総合情報センター委員会 
○総合情報センター長、総合情報センター長補〔高橋、堺〕、情報処理センター長、総合情報センタ
ー員、 
教務主事補〔酒井〕、吉田、冨岡、岩田、米永、総務課長、 

◆産学民連携テクノセンター委員会 
○産学民連携テクノセンター長、部門マネージャー〔单山、渡邊、篠島、田中義、冨永洋〕、 
教務主事補〔宮崎〕、専攻科主事補〔田中大〕、企画主事補〔黒木〕、加藤、熊丸、矢野、河合、総務課
長 

◆知的財産委員会 
○産学民連携テクノセンター長、専攻科主事補〔田中大〕、单山、加藤、熊丸、渡邊、矢野、河合、篠
島、 
総務課長 

◆安全衛生委員会 
○事務部長、衛生管理者（龍頭、三俣）、安全管理者（総務課長）、産業医、学生主事、櫻木、宮崎、
松本、松山、久保、宮本泉、栗原（宏）、徳山、衛生管理担当者（課長補佐（総務担当））、安全管理担
当者（施設係長）、 
看護師 

◆学生相談室 
○室長（笈木）、相談員（櫻木、山口、久保、菰田）、看護師、カウンセラー 

◆キャンパス・ハラスメント相談員 
学生相談室長（笈木）、原田、ｳﾘﾝﾄﾔ、黒木、奥山、小宮、菰田、吉光、成田、田中宗、看護師 

◆遺伝子組換え実験安全管理委員会 
 ○遺伝子組換え実験安全主任者（笈木）、中野、萩原、高橋、事務部長 
◆情報セキュリティ管理委員会 

○情報セキュリティ責任者(校長)、副責任者(教務主事、事務部長)、管理者（学生主事、寮務主事、
専攻科主事、企画主事、各学科長、図書館長、産学民連携テクノセンター長、学生相談室長、総務課
長、学生課長)、 
情報セキュリティ推進責任者(総合情報センター長)  

◆情報セキュリティ推進委員会 
 ○情報セキュリティ推進責任者、情報セキュリティ推進員(総合情報センター長補、情報処理センター
長、 

総合情報センター員 
◆リスク管理室 
 ○リスク管理室長（和泉）、リスク管理室員（辻、泉本、池田、江崎）、事務部長、総務課長、学生課
長  
◆創設５０周年記念事業準備委員会 
 ○教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事、企画主事、事務部長 
 
 

備考 
１。○は委員長 
２。〔 〕は各主事補より１名 
３。囲みは学科代表と兼ねている者 
 

（出典：平成２５年度各委員会委員名等一覧表） 
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資料２－２－①－５ 

平成２５年度 第１回教務委員会議事要旨 

 

日 時：平成２５年４月２日（火）１６：５０～１８：４０ 

場 所：小会議室 

出席者：和泉、宮﨑、小田、松田、山本郁、岡本、酒井、松島、谷、綾部、中武、渡邊、 

平元、赤塚、伊藤、磯田 

欠席者：なし 

 

議事 

■審議事項 

１。平成２５年度原級履歴のある学生の教育課程表について 

委員長から、「平成２５年度原級・休学履歴のある学生及び履歴」について説明があった。ま

た、委員長から原級履歴のある学生毎の平成２５年度教育課程表について説明願いたい旨の発言

があり、各学科から作成した資料に基づき原級生毎に説明があり、審議の結果、承認された。 

 

２。平成２４年度迄４年・５年生の選択科目の修得確認について 

   委員長から、「平成２４年度選択科目既修一覧表」により、平成２４年度４年・５年生で原級

となった学生に係る修得済選択科目及びその得点について確認があり、承認された。 

  

教務委員会議事要旨の例 

 

３。平成２４年度末退学者の学年修了について 

   委員長から、「平成２４年度退学者の学年修了一覧」により、平成２４年度の本科退学者２５

名の修了学年についての確認があり、承認された。 

 

４。課外活動等による公欠の取り扱いについて 

   委員長から、「課外活動等による公欠の取り扱いについて」により課外活動等に参加する学生

の公欠の取り扱いについて説明があり、承認された。 

 

５。シラバスの修正について 

   委員長から、「平成２５年度シラバス正誤表」について説明があり、承認された。 

    

■報告・依頼事項 

 

以下省略 

 

（出典：平成２５年度 第１回教務委員会議事要旨） 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が、機能的に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教育の目的を達成する手段の一つとして、一般科目担当教員と専門学科所属の教員との連携を図

っている。例えば、機械工学科では、平成２１年度に英語教育について英語専門教員と連携・連絡

協議会を開催している（別添資料２－２－②－１）。生物応用化学科では、工業倫理という科目を一

般文科の教員と共同開講している。平成１７年度には「数学教育に関する懇談会（第２回 ＦＤ会議）」

が開催され、数学教育に関して活発な論議が行われた（資料２－２－②－２）。平成23年度以降、専

門科目と連携して専門科目に関連した数学の問題、定期試験問題を作成している（資料２－２－②

－３、２－②－４）。物理に関しても、教えるべき授業内容に関する調査が物理教員から各専門学科

科目担当教員に対してなされている(資料２－２－②－５)。必要な科目と科目間のつながりを考慮

して、科目と開講時期が設定されている（資料２－２－②－６）。 

 また、専門学科所属教員との意見交換により、各英語コミュニケーション能力の強化を図る方策

の一環として、平成１２年度から希望者を対象に年２回ＴＯＥＩＣのＩＰテストを２回実施し、平

成２０年度からは年３回実施している。また、英語担当教員によるＴＯＥＩＣに重点を置いた授業

も行われるようになっている。 

資料２－２－②－２ 

平成１７年度第２回ＦＤ会議「数学教育に関する懇談会」次第

 

（出典：平成１７年度第２回ＦＤ会議「数学教育に関する懇談会」次第） 
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資料２－２－②－３ 

専門科目との関連性を意識した数学教材の開発の例 

 

 

（出典 久留米高専紀要第 27 巻第 2 号、pp。 73—83 の最初のページ） 
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資料２－２－②－４ 

数学試験問題検討の例 

 

 

 

（出典 久留米高専紀要第 26 巻第 2 号、pp。 57—61 の最初のページ）。 
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資料２－２－②－５ 

物理担当と各専門学科との連携に関する資料 

 

（出典：物理教員から学科長宛文書（平成１８年３月２６日付）） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 一般科目担当教員と専門科目を担当する教員の間で会議が適宜行われ、低学年での数学・物理教

育の在り方、専門科目で必要とされる内容等の意見交換がなされている。また高学年での英語教育

の在り方、授業内容について連携が図られている。 

資料２－２－②－６ 

専門科目の連携の例 

 

 

（平成２５年度 日本設計工学会九州支部 教育シンポジウム 講演資料 ） 
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観点２－２－③： 教員の教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

（観点に係る状況） 

 隔週で三主事・主事補及び学級担任が出席して学級担任会が開催され、学級担任活動の円滑化が

図られている（資料２－２－③－１）。新任教員に対しては着任時に３主事からオリエンテーション

（新任者研修）が実施され、円滑に教育活動に入れる体制が確立している（資料２－２－③－２）。

課外活動について、学生会に対しては総括的に学生主事室（学生主事･主事補）が指導し、クラブ活

動に対しては複数の顧問教員の指導体制になっており、外部コーチの支援体制も確立している（資

料２－２－③－３、２－③－４）。これら学生の活動は、保護者によって組織された後援会の支援を

受けている。（資料２－２－③－５） 

資料２－２－③－１        学級担任会記録（一例） 
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資料２－２－③－２ 

平成２５年度第１回新任者研修次第 

平成２５年４月１日 

国立久留米工業高等専門学校 

第１回新任者研修（平成２５年度） 

１。研修対象者 

新任者  松田 康雄（教授、一般理科（数学）） 

      青野 雄太（准教授、機械工学科） 

   加藤 直孝（准教授、電気電子工学科） 

WURENTUYA （准教授、電気電子工学科） 

      岩田 憲幸（准教授、材料工学科） 

      吉田 智博（助教、電気電子工学科） 

２。スケジュール 

 ８：３０～１０：００ 事務手続き 

１０：００～１１：００ 辞令交付・校長懇談（校長室） 

１１：００～１２：００     事務関係のオリエンテーション（小会議室） 

１３：３０～１４：００     着任式（D4 教室） 

１４：００～１６：００ 研修（学校の沿革、組織、学校運営、教務・学生・寮務の説明）・

校内見学（３主事） 

３。本校等のＵＲＬ 

    久留米高専ホームページ                      http://www。kurume-nct。ac。jp/ 

サイボウズ（久留米高専）（規則、研究者総覧、会議室等予約、電話番号一覧等 

   http://js。on。kurume-nct。ac。jp/Scripts/cbag/ag。exe 

独立行政法人国立高等専門学校機構           http://www。kosen-k。go。jp/ 

高専総合データベース KOALA 

            https://koala。kosen-k。go。jp/xythoswfs/webview/xythoslogin。action 

文部科学省              http://www。mext。go。jp/ 

大学評価・学位授与機構    http://www。niad。ac。jp/  

日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）  http://www。jabee。org/ 

高専ＩＴ教育コンソーシアム    http://www。kosen-it。jp/  

４。資 料 

学校要覧（2012 年版）、学生便覧（2012 年版）、産学民連携テクノセンター報（2012 年版）、

平成 25 年度教務手帳、実験実習安全必携（高専機構）、ＰＲパンフ（本科、専攻科、高専機構、

女子学生）中期目標・中期計画・平成 24 年度年度計画（本校ホームページ、情報公開参照）

他 

５。担 当 

教務主事  和泉 直志（機械工学科）   

 学生主事  辻  豊 （生物応用化学科） 

 寮務主事  泉本 英次（生物応用化学科） 

 

（出典：平成２５年度第１回新任者受入れ研修次第） 
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資料２－２－③－３ 

平成２５年度課外活動指導教員一覧 

 

（出典：平成２５年度課外活動指導教員一覧） 
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資料２－２－③－４ 

平成２５年度 技術コーチ依頼者一覧表 

番号 クラブ名 コーチ氏名 略           歴 

１ 空 手 部 （略） 

 

 

 

２ 柔  道  部 （略） 

 

 

 

 

３ 合 気 道 部 （略） 

 

 

 

 

４ 卓 球 部 （略） 

 

 

 

 

５ 英 会 話 部 （略） 

 

 

 

 

６ ﾛ ﾎ ﾞ ｯ ﾄ ｺ ﾝ ﾃ ｽ ﾄ部 （略） 

 

 

 

 

７ 華 道 部 （略） 

 

 

 

 

８ 弓 道 部 （略）  

９ 茶 道 部 （略） 

 

 

 

１０ 硬 式 野 球 部 （略）  

１１ サ ッ カ ー 部 （略）  

１２ ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ部 （略）  

１３ バレーボール部 （略）  

 

（出典：学生課学生生活支援係資料） 

 



久留米工業高等専門学校 基準２ 

- 42 - 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学級担任が学級指導を円滑に行うための支援体制として学級担任会が機能している。新任教員に対

するオリエンテーション（新任者研修）は３主事より実施されている。課外活動について、学生会

に対しては総括的に学生主事室を、クラブ活動に対しては複数の顧問教員を配置するとともに外部

コーチも導入するなど、指導が円滑に行えるように配慮されている。教員の教育活動は、主として

学生課職員及び技術職員によって多岐にわたり支援されている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

資料２－２－③－５ 

久留米工業高等専門学校後援会規約 

(名称) 

第1粂 本会は、久留米工業高等専門学校後援会と称する。  

(目的) 

第2粂 本会は、久留米工業高等専門学校における教育事業を援助する。 

(事業) 

第3粂 本会は、前条の日的達成のため次の事業を行う。  

(l)学生の進路指導の捜助 

(2)学生の福利厚生の援助 

(3)学生の課外活動の援助 

(4)教育上必要な事業の援助 

(5)教員の教育並びに研究活動の助成(官) 

(6)研究会、講演会等の開催及び援助 

(7)その他本会の日的達成に必要な事業  

(組織) 

第4粂 本会は、次の会員をもって組織する。 

(l)正会員  在学生の保護者。ただし、卒業学年理事においては次年度総会開催日まで正会

員とする。 

(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者のうち理事会で承認された者 

(役員) 

第5条 本会に次の役員を置く。 

(1)会  長  1名  (理 事 を 兼 務 )  

(2)副会長  2名以上 3名以内 (理事を兼務 ) 

(3)会計  3名以内 (代表理事・理 事 を兼務 ) 

(4)監 査  2名   (代 表 理 事 ・ 理 事 を 兼 務 )  

(5)代表理事  7名  

(6)理 事    22名  

合 計 2 9名  

 

以下略 

 

             （平成25年度久留米工業高等専門学校後援定期総会資料） 
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（優れた点） 

 教育課程全体を企画調整するために、教務主事室・専攻科主事室、授業科目に関するアンケート

調査などを行う授業改善専門部会、教育課程に関して審議する教務委員会と専攻科委員会、自己点

検・評価に係る企画主事室、及び教育課程に関する懸案事項を最終的に審議して決定する学科長委

員会が設置され、教育課程を運営、チェック、改善する体制が整備され機能している。 

全学的なセンターとして産学民連携推進センターを設置し、共同研究、受託研究などを通じて、

地域とともに学生に対する教育を実施するとともに、技術教育のためのフォーラム開催など地域社

へ貢献している。 

一般科目担当教員と専門学科所属教員との話合いは適宜行われており、数学・物理・英語などの

授業内容については連携が緊密に行われている。 

 

（改善を要する点） 該当なし。 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

準学士課程の教育組織は、機械工学科、電気電子工学科、制御情報工学科、生物応用化学科、材料工

学科の五つの学科で構成されており、各学科はそれぞれの教育目標を設定し、本校の教育目的の達成

を目指している。専攻科は、先端技術、高度情報化及び国際化に対応でき社会に貢献できる技術者育

成を目的に、機械・電気システム工学専攻と物質工学専攻の２専攻で構成されており、準学士課程の

各学科、及び専攻科課程それぞれの教育目標は学校教育法第７０条の２「深く学芸を教授し、職業に

必要な能力を育成する」、及び学校教育法第７０条の６「精深な程度において、特別の事項を教授し、

その研究を指導する」という目的に沿ったものである。全校的なセンターとしては、総合情報センタ

ーと産学民連携推進センターを設置している。総合情報センターは、教育研究支援と校内の情報管理

を行っている。産学民連携推進センターは、産業界、本校、民間との連携を図ることによって本校の

技術教育を向上させるとともに、地域の技術振興に貢献している。教育課程全体を企画調整するため、

教務主事室・専攻科主事室、授業改善専門部会、教育課程などの問題を審議する教務委員会、専攻科

委員会、自己点検・評価に係る企画主事室、及び教育課程に関する懸案事項を最終的に審議して決定

する学科長委員会が設置され、教育課程を運営、チェック、改善する体制が整備され機能している。

教育の目的を達成する手段の一つとして、一般科目担当教員と専門学科所属の教員との連携を図って

いる。これまでにも、専門学科所属の教員による低学年の数学の授業実施、一般科目担当教員と専門

学科所属の教員との間での相互の授業に関する討議、意見交換なども行われてきた。各専門に必要な

数学や物理の授業内容に関する調査も実施され、それぞれの教育内容の見直しを検討してきた。教育

活動支援としては、学級担任活動の円滑化を図るために隔週行われている学級担任会の開催、新任教

員に対する着任時の各主事からのオリエンテーション（新任者研修）の実施などがある。学生の課外

活動は、学生主事室及び複数のクラブ顧問による指導体制になっており、外部コーチの支援体制も確

立している。教員の教育活動は、主として学生課職員及び技術職員によって多岐にわたり支援されて

いる。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されて

いるか。 

（観点に係る状況） 

 基礎学力を重視するために、学生が卒業するまでに修得すべき一般科目の単位数（選択科目

を含む）を78単位以上に設定し、人間の素養の涵養という観点から、４、５年生に対する人文

社会科学及び語学の２群から構成される一般選択科目を24科目開講している。教育の目的を達

成するため、現在、一般科目担当教員には23名が配置され、一般科目担当の非常勤講師も適切

に配置されている。このうち、理科には11名が、また文科には12名が配置され、一般科目をバ

ランスよく担当している。高等専門学校設置基準では５学科構成の場合、専任の一般科目担当

教員は22名以上となっているので、設置基準を満たしている（資料３－１－①－１、３－１－

①－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 一般科目担当教員の数は高等専門学校設置基準を満たし、一般科目の教育課程に沿って文科

及び理科教員の配置もバランスよく配置されている。一般選択科目も十分に準備されている。 

 

資料３－１－①－１ 

一般科目担当教員一覧（平成２５年５月現在） 

英語 化学

国語 数学
英語 物理
英語 化学
国語 物理
英語 数学
体育 数学
英語 数学
社会 物理
社会 数学
体育 助　教 数学
社会

岡本　和也
谷　　太郎

川嶋　克利

福田　かおる

准教授

助　教

教　授

准教授

河合　伸治
酒井　道宏

藤木　篤

小宮　　厚
宮本　久一

米永　正敏
山﨑　有司

龍頭　信二

赤塚　康介
伊藤　公毅

菰田　智惠子

金城　博之
高橋　正郎

一般科目（文科） 一般科目（理科）

中畑　義明 宮本　　泉

教　授
篠島　弘幸

平元　道雄
江島　孝則

松田　康雄

 

（出典：総務課人事・労務係資料より作成） 
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資料３－１－①－２（１／２） 

一般科目非常勤教員一覧（平成２５年５月現在） 

一般科目（文科系） 

    
担 当 科 目 

週時間数  講  師 
本       職 

前期 後期  氏   名 

国語Ⅰ（古典) (1S、C) 4   

楢崎洋一郎 
久留米工業高等専門学校 

非常勤講師 
国語Ⅱ（古典) (2A、S、C)   6 

国語Ⅲ        (3A、C) 4 4 

国語Ⅲ        (3E、S、M) 6 6 

木本 拓哉 
久留米工業高等専門学校 

非常勤講師 
日本思想史  (4 全) 2   

東洋文学史  (4、5 全)   2 

体育Ⅱ       (2S、C、M) 6   

明官 秀隆 元旭川高専教授 
体育Ⅲ       (3A、E)   4 

体育Ⅳ       (4 全) 1 4 

体育Ⅴ        (5 全) 5   

体育Ⅱ       (2A、E) 4   

岸本 裕歩 九州大学大学院医学研究院 
体育Ⅲ       (3S、C、M)   6 

体育Ⅳ       (4 全) 1 4 

体育Ⅴ        (5 全) 5   

英語Ⅰ     (1S) 4 4 
石橋  保 元高校教師 

英語Ⅲ     (3A、S、M) 6 6 

英語Ⅱ     (2S、C) 8 4 清原 恵子 元高校教師 

英語演習Ⅰ   (1A、E) 4 4 
江島 孝人 筑紫女学園大学非常勤講師 

英語Ⅲ     (3E、3C) 4 4 

英語演習Ⅱ    (2E、C、M) 6 6 
ﾎﾞｼィｰﾙ・ｼﾞ

ｬﾝ・ｸﾛｰﾄﾞ 
語学学校経営 

英語演習Ⅱ   (2A、S) 4 4 ﾎﾟｰﾙ･ﾐｰｲﾝ 語学学校経営 

地理         (1A、E) 4 4 永吉  守 大牟田市石炭産業科学館学芸員 

地理         (1S、C)   4 4 川浪 朊恵 
九州大学大学院比較社会文化学

府 博士課程 

日本史     (3A、E、S、

C) 
8 8 古川 順大 

九州大学大学院人文学府 

博士後期課程 

日本史    (3M) 2 2 
松尾 弘毅 福岡工業大学非常勤講師 

日本事情     (3 留学生) 2 2 

法学      4 全）  2   木村  貴 
九州大学大学院法学府 

博士後期課程 

政治学     (4、5 全)    2 木村  貴 
九州大学大学院法学府 

博士後期課程 

 

（出典：学生課教務係作成） 

 



久留米工業高等専門学校 基準３ 

- 46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１－①－２（２／２） 

一般科目非常勤教員一覧（平成２５年５月現在） 

一般科目（文科系） 

    
担 当 科 目 

週時間数  講  師 
本       職 

前期 後期  氏   名 

音楽           (1E)   2 水頭 順子 九州龍谷短期大学 保育科教授 

美術    (前期 1CM、後期 1AS) 4 4 今田 淳子 芸術作家 

中国語Ⅰ       (4、5 全)   2 

趙  淑範 佐世保高専非常勤講師 中国語Ⅱ       (5 全) 2   

中国語Ⅲ       (5 全)   2 

韓国語Ⅰ       (4、5 全)   2 

安  瀞珠 福岡女子大学非常勤講師 韓国語Ⅱ       (5 全) 2   

韓国語Ⅲ       (5 全)   2 

ドイツ語Ⅰ     (4、5 全)   2 

木田 綾子 九州産業大学非常勤講師 ドイツ語Ⅱ     (5 全) 2   

ドイツ語Ⅲ     (5 全)   2 

 

一般科目（理科系） 

    
担 当 科 目 

週時間数  講  師 
本       職 

前期 後期  氏   名 

数学ⅡＢ       (2S) 2 2 
田中 義秋 

元久留米工業高等専門学校教

授 数学ⅢＢ       (3E、C) 4 4 

数学ⅢＢ       (3S、M) 4 4 原田 哲夫 予備校講師 

数学ⅡＢ       (2A、C) 4 4 隅田 大貴 
九州大学ﾏｽ・ﾌｫｱ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘ研究所  

博士研究員 

応用物理Ⅱ     (3S、C、

M) 
6 6 野田 常雄 

九州大学大学院 理学研究院 

テクニカルスタッフ 

生物           (1A、E、

S) 
6 6 中園 良子 朝倉高校非常勤講師 

地学           (1M) 2 2 高木 憲朗 予備校教師 

 

（出典：学生課教務係作成） 
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観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配

置されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教育の目的を達成するため、学生が卒業するまでに修得すべき専門科目の単位数を89単位以

上に設定している。そのための専門科目を担当する教員として、専門学科には人事交流の教員

１名（機械工学科）を含む56名が配置されている。必要に応じて非常勤講師も適切に配置して

いる。高等専門学校設置基準では５学科構成の場合、専任の専門学科所属教員は36名以上とな

っているので、設置基準を満たしている（資料３－１－②－１、３－１－②－２）。 

各学科の教員数は、それぞれ機械工学科13名（人事交流の教員１名を含む）、電気電子工学科

11名、制御情報工学科10名、生物応用化学科12名、及び材料工学科10名である。機械工学科は

他学科にも及ぶ工作工場の実習や産業デザイン論を担当しているため、生物応用化学科は「応

用化学コース」と「生物コース」の２コースを持つ複合学科であるため、他学科に比べて人数

が多い。 

  

 

資料３－１－②－１ 

専門学科所属教員一覧（平成２５年５月現在） 

講　師

講　師
助　教

※人事交流（大島商船高専より）

准教授

岩田　憲幸渡邊　勝宏
久保甚一郎松田　貴暁

萩原　義徳

辻　　　豊
田中　慎一栫　　隆彦
矢野　正明笈木　宏和
山本　　郁

准教授
石井　　努

周　致霆松山　清

笹栗　信也津田　祐輔
馬越　幹男冨岡　寛治
奥山　哲也教　授中嶌　裕之
川上　雄士

松本　光広

吉田　智博 
堺　研一郎

田中　　大

黒木　祥光
石丸　良平

ウリントヤ
中野　明

助　教

川原　秀夫※
原　　卓伸

松島　宏典
青野　雄太

山本　哲也

江崎　昇二
和泉　直志

加藤　直孝
小田　幹雄

藤田　雅俊
山口　崇

熊丸　憲男
中武　靖仁

平川　靖之
教　授

制御情報工学科
櫻木　　功 池田　　隆 綾部　　隆
松永　　崇 越地　尚宏 丸山　延康

生物応用化学科
材 料 工 学 科泉本　英次

教　授

准教授

機 械 工 学 科 電気電子工学科

原田　豊満
中島　勝行

宮崎　浩一

教　授

准教授

助　教

教　授

准教授

助　教
大津　健史

中尾　哲也

南山　靖博

 

（出典：総務課人事・労務係資料より作成） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 教育の目標を達成するため、専門学科所属の教員数は高等専門学校設置基準に規定された数

を大幅に上回って配置されている。また、各学科の教員配置数も本校の教育課程及び学校運営

に沿って、適切に配置されている。 

資料３－１－②－２ 

専門学科非常勤教員一覧（平成２５年５月現在） 

制御情報工学科 

    
担 当 科 目 

週時間数  講  師 
本       職 

前期 後期  氏   名 

計測工学 

（安全工学分野） (4S) 
6h   渕上 高義 日本電産パワーモーター(株)ISO 審査員 

電磁気学     (4S) 2 2 川口 武実 元久留米工業高等専門学校教授 

電動ｱｸﾁｭｴｰﾀ   (4S)   2 川口 武実 元久留米工業高等専門学校教授 

ﾊﾟﾜｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ   (5S) 2   川口 武実 元久留米工業高等専門学校教授 

制御工学実験   (5S)   4 江頭 成人 人事交流（有明高専） 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ制御    (専 1) 2   江頭 成人 人事交流（有明高専） 

ｼｽﾃﾑ制御工学     (専 1)   2 江頭 成人 人事交流（有明高専） 

専攻科研究論文   (専 2)  4   江頭 成人 人事交流（有明高専） 

 

生物応用化学科 

    
担 当 科 目 

週時間数  講  師 
本       職 

前期 後期  氏   名 

品質管理        (4C) 2   
渕上 高義 日本電産パワーモーター(株)ISO 審査員 

安全工学        (4C)   2 

応用数学        (4C) 2 2 田代 博之 久留米工業大学 工学部教授 

産業財産権入門 (5C)   12h 梶原 克彦 有吉国際特許事務所 久留米ｵﾌｨｽ 

 

材料工学科 

    
担 当 科 目 

週時間数  講  師 
本       職 

前期 後期  氏   名 

応用数学Ⅰ      (4M) 2 2 原田 哲夫 予備校講師 

応用数学Ⅱ      (4M)   2 
田代 博之 

久留米工業大学 工学部 

機械システム工学科教授 応用数学Ⅲ      (5M) 2   

品質管理       (5M) 2   渕上 高義 日本電産パワーモーター(株)ISO 審査員 

材料工学設計製図(4M)   4 福田 幸一 元久留米工業高等専門学校教授 

（出典：学生課教務係作成） 
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観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には、教育の目的を達成するために必要な専攻

科の授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

 機械・電気システム工学専攻と物質工学専攻の２専攻からなる本校専攻科は、平成５年４月

に設立された。設立時から５年に一度、大学評価・学位授与機構 の教員審査を受けてきた。審

査に合格した教員数は、平成15年度の審査では、専任及び兼任担を含めて専門学科所属の35名、

一般科目担当の８名、平成20年度の審査では、専任及び兼任担を含めて専門学科所属の43名、

一般科目担当の８名で、それぞれの教員は深い専門知識を有し、先端技術や新しい時代に対応

できる技術者の育成という専攻科の教育目標を達成するための各科目に対して適切に配置され

ている（資料３－１－③－１、３－１－③－２）。この教員配置を含めた教育状況が、短期大学

および高等専門学校専攻科の認定規則に適合すると認められている（資料３－１－③－３）。次

回審査は法令の改正により、平成27年度の見込みである。 

なお、専攻科には原則的に非常勤講師を配置しない方針である。 

 

資料３－１－③－１ 

専攻科担当教員一覧（一般科目及び専門基礎科目） 

一般科目及び専門科目
（各コース共通）
単 学期別配当

授業科目 授業 位 １年次 ２年次 備考
形態 数 前期 後期 前期 後期

実践英語Ⅰ 演習 1 中畑 1
必 実践英語Ⅱ 演習 1 中畑 1

実践英語Ⅲ 演習 2 金城 2
環境倫理学 講義 2 藤木 2

一 修 産業デザイン演習 演習 2 藤田 2
般 工学倫理 講義 2 藤木 2
科 一般科目必修単位計 10 3 3 4
目 選 産業財産権特論 講義 2 原田、梶原 2

専攻科特論一般Ⅰ
講義又
は演習 2 2

４単位以内

択
専攻科特論一般Ⅱ

講義又
は演習 2 2

一般科目選択単位計 6 2 2 2
必 地球環境と現代生物学 講義 2 中武、萩原 2

現代物理学 講義 2 谷 2
修 応用情報処理演習 演習 2 中尾、冨岡、岩田 2

専門基礎科目必修単位小計 6 4 2
専 応用数理Ⅰ 講義 2 菰田 2
門 応用数理Ⅱ 講義 2 菰田 2
基 応用数理Ⅲ 講義 2 川嶋 2
礎 選 量子力学 講義 2 越地 2
科 物性化学 講義 2 辻 2 １０単位以上修得

目 画像工学 講義 2 黒木 2
択 応用情報処理 講義 2 松島 2

統計力学及び熱力学 講義 2 篠島 2
専攻科特論専門Ⅰ 講義 2 2 ４単位以内
専攻科特論専門Ⅱ 講義 2 2
専門基礎科目選択開設単位小計 20 6 6 2 6

専門基礎科目開設単位計 26 10 8 2 6
一般科目、専門基礎科目開設単位合計 42 15 13 6 8  

（出典：学生課教務係作成） 
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資料３－１－③－２ 

専攻科担当教員一覧（各専攻） 

前期 後期 前期 後期

創 造 工 学 実 験 実験 2
Ａ．中尾、田中大
Ｅ．池田、ウリントヤ
Ｓ．丸山、松本

2

技 術 英 語 演習 1
Ａ．田中大

Ｅ．平川

Ｓ．江崎、小田、黒木、中野
1

先 端 工 学 特 論 演習 1 池田 1

専 攻 科 研 究 論 文 実験 10 全教員 1 2 7

専 攻 科 イ ン タ ー ン シ ッ プ 実習 7 7

21 3 3 8 7

弾 塑 性 力 学 講義 2 原田豊 2 Ａ ＊ ＊

破 壊 力 学 講義 2 青野 2 Ａ ＊ ＊

応 用 流 動 工 学 講義 2 中武 2 Ａ ＊ ＊

生 産 加 工 学 講義 2 石丸 2 Ａ ＊ ＊

移 動 現 象 論 講義 2 松永 2 Ａ ＊ ＊

計 算 力 学 講義 2 中尾 2 Ａ Ｓ ＊

設 計 シ ス テ ム 工 学 講義 2 藤田 2 Ａ ＊ Ｅ

メ カ ト ロ ニ ク ス 工 学 講義 2 綾部 2 Ａ Ｓ Ｅ

シ ス テ ム 制 御 工 学 講義 2 江頭 2 Ａ Ｓ Ｅ

デ ジ タ ル 制 御 講義 2 江頭 2 Ａ Ｓ Ｅ

コ ン ピ ュータグ ラフ ィ ッ ク ス 講義 2 黒木 2 ＊ Ｓ ＊

パ タ ー ン 認 識 講義 2 松島 2 ＊ Ｓ ＊

形 式 言 語 と オ ー ト マ ト ン 講義 2 小田 2 ＊ Ｓ Ｅ

デ ー タ ベ ー ス 講義 2 中野 2 ＊ Ｓ ＊

応 用 電 磁 気 学 講義 2 平川 2 ＊ Ｓ Ｅ

光 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 講義 2 平川 2 ＊ ＊ Ｅ

集 積 回 路 工 学 講義 2 吉田 2 ＊ ＊ Ｅ

デ ジ タ ル 信 号 処 理 講義 2 池田 2 ＊ Ｓ Ｅ

プ ラ ズ マ 工 学 講義 2 宮崎 2 ＊ ＊ Ｅ

機 械 工 学 特 論 講義 2 2

電 気 電 子 工 学 特 論 講義 2 2

制 御 情 報 工 学 特 論 講義 2 2

44 12 18 14 0

65 15 21 22 7

107 30 34 28 15

89 28 26 20 15
89 28 24 22 15
89 28 26 20 15

機械・電気システム専攻

授業科目
授業
形態

単
位
数

学 期 別 配 当

備考１ 年 次 ２ 年 次

専 門 科 目 開 設 単 位 計

専
門
科
目

必
修

学位申請等論文

専 門 科 目 必 修 単 位 小 計

選
択

集中講義

集中講義

集中講義

専 門 科 目 選 択 開 設 単 位 小 計
A,Ｓ,Eの各区分26単位から12単位
以上,修得のこと。

※Ａは機械工学系、Ｓは制御情報系、Ｅは電気電子系の履修科目を示す。

全開設単位合計（一般科目、専門基礎科目を含む）
全科目修得単位合計（一般科目、専門基礎科目を含む） ６５単位以上

全 開 設 単 位 合 計 （ 機 械 工 学 系 ）
備考欄の＊は他専攻扱いの科目
（4単位以内）全 開 設 単 位 合 計 （ 制 御 情 報 系 ）

全 開 設 単 位 合 計 （ 電 気 電 子 系 ）

 

（出典：学生課教務係作成） 
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（分析結果とその根拠理由） 教育の目的を達成するために配置された教員については、大学評

価・学位授与機構の審査を受けている。審査に合格した教員の多くが博士の学位を有し、教育の

目標を達成する科目に対して適切に配置されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１－③－３ 

 

認定専攻科における教育の実施状況等の審査結果 

 

 

（出典：独立行政法人大学評価・学位授与機構 通知文書） 
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて、教員組織の活動をより活発化するための適切な措置

が講じられているか。 

（観点に係る状況） 

 平成25年５月１日現在における本校教員の年齢構成及び女性教員数は資料３－１－④－１で

ある。 

年齢構成は、60歳代が12。8％、50歳代が25。6％、40歳代が39。7％、30歳代が17。9％、及

び20歳代が3。8％であり、教員組織は均衡ある年齢構成に配慮されている。教員の学位取得状

況については、専門学科所属教員の87。3％が博士の学位を取得している。また、一般科目担当

教員についても56。5％が博士の学位を取得している。専門学科所属教員のうち、28名（50。9％）

が民間企業・研究機関経験者である。一般科目教員についても３名が企業経験者である。さら

に、17名（21。8％）の教員が海外での教育研究経験が、また11名（14％）の教員が内地研究員

として国内の大学にて研究を行った経験がある。 

教員の採用は、すべて公募制であり、高等専門学校設置基準第１１条～第１４条に則り、人

事連絡委員会（資料３－１－④－２）に諮って公募、選考を行って、校長が採用を決定してい

る。その際、年齢構成の均衡のため職位を限定することがあり、女性教員の採用にも努力して

いる（資料３－１－④－３）。 

このように、本校の教育目的を効果的に達成するため、教育経歴や実務経験に配慮がなされ

ている。また、在籍する教員組織の教育研究活動を促進するため紀要を発行したり、学位の取

得に配慮している。学位を取得した場合はその概要を紀要に掲載している（資料３－１－④－

４）。学協会での顕著な功績があった教員や教育分野で功績があった教員に対して表彰を実施し

ている（資料３－１－④－５、３－１－④－６）。 

 

資料３－１－④－１ 

教員の年齢構成一覧   （平成２５年５月現在） 

 

                     教員の年齢別人数（人） 

                                           ※（）は女性【内数】 

 
機械 

工学科 

電気電子 

工学科 

制御情報 

工学科 

生物応用 

化学科 

材料 

工学科 

一般 

科目 

合 計 

(女性) 

60 歳代 2 0 0 0 3 5 10 

50 歳代 3 3 3 5 1 5（1） 20 (1) 

40 歳代 6 5（1） 3 5 4 8（1） 31 (2) 

30 歳代 1 1 3 2 2 5 14 

20 歳代 1 1 1 0 0 0 3 

合計/人 13 10 10 12 10 23 78 

（出典：総務課人事・労務係資料） 
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資料３－１－④－２ 

久留米工業高等専門学校人事連絡委員会規則  

 
       （趣旨） 
      第１条 久留米工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教授、准教授、講師、助

教及び助手（以下「教員」という。）の採用、昇任、配置換等の選考審査に係る審議及び教
員人事に係る事項の調整のため人事連絡委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

        （公募の原則） 
      第２条  教員の採用、昇任、配置換等は、原則として公募による。 

（申し出） 
第３条  各主事及び学科長は、学科に採用の必要が生じる場合又は学科の教員を昇任させた
い場合等は、校長に申し出るものとする。 
（組織） 

      第４条  委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 
(1) 校長 
(2) 教務主事、学生主事及び寮務主事 
(3) 専攻科主事及び企画主事 
(4) 各学科長 
（委員長） 

第５条  校長は、必要があると認めた場合は、委員会を開催する。 
２  委員会の委員長は、校長とする。 

       （任務） 
第６条  委員会は、その教員の採用方針等及び採用候補者の審議を行うものとする。 
 （調査委員会） 
第７条  委員会は、採用等に関する具体的な内容の審査、応募者の書類審査、面接審査及び

候補者の選考を行うため、調査委員会を設ける。 
      ２  調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、調査委員会が同一学科の教授

３名となる場合は、１名については委員会の中から他学科の教授を充てるものとする。 
(1) 教務主事 
(2) 受入学科の学科長 
(3) 受入学科の教授  １名 
(4) 委員会の中から、校長が推薦する者  １名 

      ３ 調査委員会の委員長は、互選により選出するものとする。 
（面接） 

第８条 調査委員会は、選出した候補者の中から、委員会で面接に適格と判定された原則と
して複数名の者について面接を行い、その結果について順位を付けて委員長に報告するも
のとする。 

２ 委員長は、調査委員会の報告を受け、委員会に諮るものとする。 
        （採用候補者の決定） 
      第９条  委員会は、採用候補者について審議し、原則として複数名の採用候補者を決定する

ものとする。 
（事務） 

      第 10 条  委員会の事務は、総務課人事・労務係において処理する。  
       （その他） 
      第 11 条  この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、校長が別に定める。 
         附 則 
       この規則は、平成１４年  ４月  １日から施行する。 

附 則 
       この規則は、平成１７年  ４月  １日から施行する。 

附 則 
       この規則は、平成１８年  ２月２３日から施行し、平成１７年８月１日から適用する。 
      附 則 
       この規則は、平成１９年  ４月  １日から施行する。 
 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 



久留米工業高等専門学校 基準３ 

- 54 - 

 

 

資料３－１－④－３ 

                教員公募の例 

 

 

（出典：総務課人事係） 
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資料３－１－④－４ 

紀要に掲載された学位論文概要 

 

 

 

 

（出典：久留米工業高等専門学校 紀要第 28 巻 第 1 号） 
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資料３－１－④－５ 

久留米工業高等専門学校表彰委員会規則 

（趣旨） 

第１条 久留米工業高等専門学校（以下「本校」という。）における教育、研究、社会貢献、管理運

営に対し、特に顕著な功績を挙げた本校教員に「功労賞」を授与し表彰するため、表彰委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

（表彰を受ける者） 

第２条   功労賞の表彰は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者について行う。 

(1)  講義、演習、実験・実習等の授業において、特に教育効果を高めた者 

(2)  学生指導、クラブ活動等学生への教育に特に功績のあった者 

(3) 研究において顕著な実績を修め、外部から高い評価を得た者 

(4) 産学連携、地域連携、国際連携等により本校の社会貢献に特に功績があった者 

(5) その他、本校の管理運営に対して特に功績があった者 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、校長を委員長とする。 

 (1)  校  長 

 (2)  教務主事 

 (3)  学生主事 

 (4) 寮務主事 

 (5) 専攻科主事 

 (6)  企画主事 

(7)  各学科長 

(8) 事務部長 

(9) その他校長が必要と認めた者 

（推薦方法） 

第４条 委員会は、毎年１回、年度終了時までに本校教員に候補者の推薦募集を行う。本校教員は、 

１名以内の候補者を別紙様式により 委員長あてに推薦することができる。 

（表彰を受ける者の決定） 

第５条 委員会は、推薦のあった者の中から合議により功労賞候補者を選定し、校長が決定する。 

 （表彰の方法） 

第６条 表彰は、校長が表彰状を授与して行う。なお、記念品を授与することができる。 

 （事務） 

第７条  委員会の事務は、総務課人事・労務係で処理する。 

附 則 

この規則は、平成１５年 ３月 １日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１７年１１月 １日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 教員組織は、年齢構成に配慮され、博士の学位取得者が多く、多様な教育経歴や実務経験を

持った教員より構成されている。これらを考慮した公募が行われ、公正に教員採用を行ってい

る。また、本校独自の表彰制度があり、教員の教育研究活動の活性化を図っている。 

資料３－１－④－６ 

 

平成２１年度第１回表彰委員会議事録 

 

◆日  時  平成２２年２月１８日（木）１３時３０分から１３時４０分 

◆場  所  小会議室 

◆出席者  校長、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科主事 

機械・電気電子・制御情報・生物応用・材料・一般文科・一般理科学科長 

事務部長 

◆陪席者  総務課長  

 

 

◆審議事項 

１。「功労賞」候補者の推薦について 

 

機械工学科 藤田雅俊教授 

 校長より、上記の者について推薦があったので審議願いたいとの発言があり、推薦者の一人

である馬越教務主事より、表彰委員会規則第２条に基づく推薦理由の説明がなされた。 

ついで、審議の結果、同候補者を功労者として表彰することが承認された。 

おって校長より、表彰式は３月２６日の教員会議の席上で行う旨の説明があった。 

（出典：平成２１年度第１回表彰委員会記録） 
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観点３－２－①：全教員の教育活動に対して、学校による定期的な評価が行われているか。ま

た、その結果把握された事項に対して教員組織の見直し等、適切な取組がな

されているか。 

（観点に係る状況） 

 教員の教育活動に関する評価をより客観的に、かつ公正に行う目的で、各部署の責任者によ

る評価を取り入れた評価体制が確立し、評価が実施されている。評価規則は全教員に公表され

ている（資料３－２－①－１）。 

資料３－２－①－１（１／２） 

教員における勤勉手当および昇給区分の優秀者の決定方法 

 

教員における勤勉手当の区分のうちＡ(特に優秀)、Ｂ（優秀）、および昇給区分のうちＡ（極めて良好）、

Ｂ（特に良好）の者の決定にあたっては、次の５項目の事項に配慮し、校長と５主事の合議により配分
を決定する。 
１． 主事、学科長、産学民連携テクノセンター長、総合情報センター長、図書館長、学生相談室長等の

役職を務めている者。                                     
２． 教育・研究・管理運営・社会連携等に貢献があった者として、主事、学科長、産学民連携テクノセ

ンター長、総合情報センター長、図書館長が推薦した者。 
３． 特定の個人に集中しないこと。 

４． 教育・研究・社会連携の面において受賞など、外部的な評価を得た者。 
５． 以上のほかに、校長が特別の功績があると認めた者。 
 このうち１～３については点数化して評価を行うが、その評価基準については随時見直しを行う。  
 ４については自己申告による。配分者名および各個人の点数は公表しない。 
 
勤勉手当の区分におけるＡ(特に優秀)、Ｂ（優秀）の者について 

 夏冬のＡ（特に優秀）、Ｂ（優秀）の者の決定にあたっては、その基準日以前の半年間を対象に、教員
全員について次のポイントを算出し、該当者決定の資料とする。 
１。役職に基づくポイント 
  別表により該当する各教員にポイントを与える。 
２。主事、学科長、センター長、図書館長の推薦によるポイント 

（１）５主事、各学科長は、おもに自分の職務に関連した分野で過去半年間に教育・研究・管理運営・
社会貢献等に貢献があった教員 1 名以内を推薦し、推薦があった教員に 

   各１点を与える。同様に、産学民連携テクノセンター長、総合情報センター長、図書館長は、
合議の上、教員 1 名以内を推薦し、推薦があった教員に１点を与える。 
（２）上記（１）以外に教務主事は、対外的な貢献に寄与した教員若干名を推薦し、推薦があ
った教員に各１点を与える。 

（３） 上記（１）以外に学生主事は、クラブ顧問教員のなかから、特にクラブ活動に貢献があった教
員若干名を推薦し、推薦があった教員に各１点を与える。 

（４）上記（１）以外に、教務主事、学生主事、寮務主事が、合議の上、学級運営に貢献した学級担

任若干名を推薦し、推薦があった教員に各１点を与える。 
３。配分頻度の均一化 
  前回にＡ（特に優秀）に決定された者には－２点、Ｂ（優秀）に決定された者には－１。５点を与
え、前々回にＡ（特に優秀）に決定された者には－１点、Ｂ（優秀）に決定された者には－０。５点
を与える。 

４。外部的評価 

  このほか、自己申告により、教育・研究・社会連携等で学協会賞等を受賞するなど、外部的な評価
を受けた者があれば、考慮する。 

 
昇給区分におけるＡ（極めて良好）、Ｂ（特に良好）の者について 
 昇給区分におけるＡ（極めて良好）、Ｂ（特に良好）の者の決定にあたっては、その基準日以前の１年
間を対象に、教員全員について次のポイントを算出し、該当者決定の資料とする。 

 

（出典：総務課人事係） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 教育・研究活動全般に関する評価を適切に実施するための体制が整備され、実際に評価が行

われている。 

資料３－２－①－１（２／２） 

教員における勤勉手当および昇給区分の優秀者の決定方法 

 
１。役職に基づくポイント 
  別表により該当する各教員にポイントを与える。 
２。主事、学科長、センター長、図書館長の推薦によるポイント 
  その年度に配分された勤勉手当ポイントの平均ポイントを与える。 

３。配分頻度の均一化 

  平成 19 年 1 月にＡ（極めて良好）及びＢ（特に良好）に決定された者は、それぞれ次の年度に－７

点及び－５点、平成 23 年 1 月以降にＡ（極めて良好）及びＢ（特に良好）に決定された者は、それぞ

れ次の年度に－８点及び－６点を与え、その次の年度以降、毎年それに１点を加算したポイントを与え

る。久留米高専に新しく赴任したものについては、赴任した年度に－８ポイントを与え、以後同様とす

る。 

４。外部的評価 

  このほか、自己申告により、教育・研究・社会連携等で学協会賞等を受賞するなど、外部的な評価を

受けた者があれば、考慮する。 

 

別 表 

役 職 ポイント 備 考 

教務主事 ２ 昇給のみ 

学生主事 １ 昇給のみ 

寮務主事 １ 昇給のみ 

専攻科主事 ３  

企画主事 ３  

各学科長 ２  

産学民連携テクノセンター長 ２  

総合情報センター長 ２  

図書館長 ２  

学生相談室長 ２  

各主事補 １  

図書館長補 １  

産学民連携テクノセンター 

部門マネージャー 

１  

各学級担任 １  

就職主任 １  

学生相談室員 １  

電子計算機室長 １  

    役職が重複している場合には、一番高いポイントに加え、２位以下のポイントの 1/2 を加算する。 

 

（出典：総務課人事係） 
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観点３－２－②： 教員の採用や昇格等に関する基準や規定が明確に定められ、適切に運用がな

されているか。 

（観点に係る状況） 

教員の採用については人事連絡委員会（資料３－１－④－２）で審議され、それに基づいて

公募される（資料３－１－④－３）。応募者は書類審査及び面接審査の二段階で、調査委員会が

適否を審査し、その結果をそれぞれ人事連絡委員会で審議する。この結果に基づき、校長が採

用を決定している。教員の内部昇格については、同様の手順で審議・決定している。 

また、非常勤講師の任用については、学科長委員会で適切に審議されている（資料３－２－

②－１）。これらの採用、内部昇格、任用は、高等専門学校設置基準(第６条～第１４条)に準拠

している。 

資料３－２－②－１ 

久留米工業高等専門学校非常勤講師の委嘱に関する申合せ 

 

１ 非常勤講師の委嘱基準 

   非常勤講師の任用にあたっては、原則として任用年度の 4 月 1 日現在の年齢が６７歳以下の

者とする。 

２  非常勤講師の委嘱を必要とする場合 

(1) 当該学科又は教科の当該専任教員の週当平均担当時間数が、原則として、一定時間数を超え

る場合 

(2) 当該科目について、専任教員に担当の該当者がいない場合 

(3) 現行カリキュラムで教育上、特に充実強化を必要とする場合 

３  非常勤講師の委嘱手続き 

(1) 一般科目については、複数の教員が担当する科目については科目主任教員が、単数の教員が

担当する科目及び非常勤講師に依存せざるを得ない科目については学科長が、それぞれ必要

書類を整備の上、いずれも一般科目文科系又は一般科目理科系会議の議を経て教務主事に申

し出ること。 

(2) 専門科目については、各学科長が、必要書類を整備の上、当該学科会議の議を経て教務主事

に申し出ること。  

(3) 専攻科の科目については、原則として常勤教員の担当とするが、特に事情がある場合、専攻

科主事が必要書類を整備の上、専攻科委員会の議を経て教務主事に申し出ること。  

(4) 教務主事は、非常勤講師の候補者に関する各会議における協議事項及び必要書類を資料とし

て、学科長委員会に諮るものとする。 

(5) 前各号の手続きは、時間的余裕をもって行うこと。 

４  その他 

(1) 第２項第１号の一定時間数については、学科又は教科に応じて、校長及び教務主事の協議に

基づき決定する。 

(2) 第３項第１号、第２号及び第３号の必要書類は、高等専門学校の教員選考に係る様式に準じ

たものとする。 

(3) 第３項第４号における学科長委員会への資料提出は、教務主事の指示に基づき、学生課教務

係が所掌する。 

(4) 非常勤講師の委嘱依頼及び発令手続きについては、総務課人事・労務係が所掌する。 

５ 申合せの期日 

  従前の申合せ及び非常勤講師の任用については廃止し、この申合せは、平成１７年１１月１

日から実施する。この申合せは、平成１９年４月１日から実施する。 

 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 教員の採用、内部昇格は、人事連絡委員会における審議を経て公正に採用・昇格が行われて

いる。また、非常勤講師の任用は、学科長委員会で適切に行われている。 

 

観点３－３－①：学校における教育活動を展開するに必要な事務職員、技術職員等の教育支援

者等が適切に配置されているか。 

（観点に係る状況） 

 教育課程を展開するのに必要な職員は、主として学生課に配置されている。教務に係る事務

は学生課教務係6名が担当し、実験実習などに係る技術職員は、教育研究支援室に20名配置され

ている。このうち、機械工学科工作工場には８名の技術職員が配置され、機械工学科以外の学

科に対しても工作実習の支援に従事している。学生の課外活動及び福利厚生などに係る事務職

員は、学生課学生係に４名（うち看護士１名）配置されている。学生寮の管理などに係る事務

職員は学生課寮務係に３名（うち寮母１名）配置されている。このように、教員及び学生に対

して教育支援を行う職員が適切に配置されている。図書館には司書の資格を有する者を含む事

務職員が３名配置されている（資料３－３－①－１、資料３－３－①－２、資料３－３－①－

３）。 

以上のことから、本校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員、技術職員

などの教育支援者が適切に配置されている。 

 

資料３－３－①－１ 

久留米高専 組織図（事務・教育研究支援室） 

 

（出典：学校要覧） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 事務、技術職員の定員削減が行われている中、本校では教育課程を展開するに必要な事務職

員、技術職員などの教育支援者を適切に配置している。 

 

資料３－３－①－２ 

 

※朱書きは、併任又は兼務                       （出典：総務課人事・労務係） 
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資料３－３－①－３（１/３） 

事務組織及び事務分掌 

 

（出典：久留米工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規則の一部抜粋・編集） 
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資料３－３－①－３（２/３） 

事務組織及び事務分掌 

 

 

（出典：久留米工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規則の一部抜粋・編集） 
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資料３－３－①－３（３/３） 

事務組織及び事務分掌 

（出典：久留米工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規則の一部抜粋・編集） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

専門学科所属教員の87。3％が博士の学位を取得しており、一般科目担当教員についても56。

5％が博士の学位を取得している。 教員の経歴については、専門学科所属教員のうち50。9％が

民間企業・研究機関経験者であり、多様な経歴をもつ者で構成されている。 

教員採用については公募制で、人事連絡委員会で公正に審議が行われ、内部昇格についても

同様に人事連絡委員会で審議し、最終的には校長が決定している。 

教育・研究活動全般に関する評価をする体制が整備され、実際に年２回評価を実施している。

また、評価規則を全教員に公表している。 

 

（改善を要する点） 

 該当なし。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

教育の目的を達成するため、本校には一般科目担当教員として23名、専門学科所属教員として

55名、それぞれ専任教員を配置しており、必要に応じて適切に非常勤講師も配置している。いず

れも高等専門学校設置基準を満たしている。また、一般科目の理科及び文科の教員並びに専門学

科の教員は、本校の教育課程に沿ってバランスよく配置されている。 

２専攻からなる本校専攻科は平成５年４月に設置されているが、科目担当教員は平成15年と平

成20年に大学評価・学位授与機構の教員審査を受けている。これらの全教員が、専攻科の科目担

当教員として認定されており、専攻科の教育目標を達成するための各科目に、それぞれ適切に配

置されている。 

教員組織は、均衡ある年齢構成に配慮されており、教員の博士の学位取得者は専門科目担当教

員の87。3％、一般科目担当教員についても56。5％である。また、専門学科所属教員には多数の

民間企業・研究機関経験者がおり、海外や国内の大学等で教育研究活動に従事した経験のある教

員も多い。 

教員の採用は公募制を取り、人事連絡委員会で審議する体制が整備されている。内部昇格に関

しても同様の手順で公正に審議し、最終的には校長が決定する。本校独自の表彰制度があり、教

員の教育研究活動の活性化を図っている。非常勤講師の任用については、高等専門学校設置基準

に準拠して、学科長委員会で適切に審議する体制が整備されている。教員の教育研究活動に関す

る定期的な評価を行う目的で、各部署の責任者による評価を取り入れた評価体制が確立し、実際

に評価を実施している。その評価規則は全教員に公表している。 

事務、技術職員の定員削減が行われている中、本校では教育課程を展開するに必要な事務職員、

技術職員などの教育支援者を適切に配置している。 
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って、求める学生像や入学者選抜の基本方針等の入学者受入方

針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ、学校の教職員に周知されて

いるか。また、将来の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

 準学士課程および専攻科課程のアドミッション・ポリシーは、平成17年度の学科長委員会（資料

４－１－①－１）によって定められた。このアドミッション・ポリシーは、学校要覧、学生募集要

項・入学案内、ホームページ、中学生向けパンフレット、専攻科パンフレットおよび中学生向けの

学校説明会資料に記載し、本校教職員を含めて社会に広く周知している（資料４－１－①－２～資

料４－１－①－７）。中学校への入試説明懇談会では学生募集要項・入学案内で説明している。また、

平成24年度には229校の中学校を訪問して上記の資料を配布し、アドミッション・ポリシーについ

て説明している（別添資料４－１－①－８、４－１－①－９）。なお、求める学生像は入学希望者に

より分かりやすくするため、「こんな人は、この学科へ。」という形で中学生向けパンフレットに掲

載している（資料４－１－①－１０）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校ではアドミッション・ポリシーを明確に定め、学校の教職員に周知している。その理由は、

資料４－１－①－２～資料４－１－①－７の通り、アドミッション・ポリシーを定め、刊行物の配

布やホームページなどにより周知しているからである。また、アドミッション・ポリシーは、将来

の学生を含め社会に理解されやすい形で公表されている。その理由は、資料４－１－①－２～資料

４－１－①－７の通り、刊行物やホームページなどにより公表するとともに、資料４－１－①－１

０に示す通り中学生向けパンフレットに、求める学生像を「こんな人は、この学科へ。」と掲載して

いるからである。 
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資料４－１－①－１ 学科長委員会議事録 

 

平成１７年度  第１０回 

学 科 長 委 員 会 議 事 録 

 

■日  時  平成１７年９月８日（木）  １３時３０分から１５時４０分 

■場  所  小会議室 

■出 席 者   前田校長、馬越教務主事、松井学生主事、櫻木寮務主事 

笹栗専攻科主事、綾部企画主事・松永・津田・東島・宮本各学科長 

小川事務部長、樋口会計課長、青山学科長欠席・代理南里教授 

陶山庶務課長欠席、牛尾学生課長欠席 

 

 

委員会に先立ち、電気工学科青山学科長の南里教授代理出席について、校長より学科長委員会

より、委員が出席できない場合ぜひとも代理出席させるように依頼があった。 

■記録の確認 

第９回学科長委員会議事録について確認があり、異議なく了承された。 

 

■報告連絡事項 

（略） 

 

■ 審議事項 

（略） 

６ アドミッションポリシーの改正について（資料 2005-10-6） 

  教務主事からアドミッションポリシーの改正について審議依頼があった。募集要項に記

載するもので技術等に意欲がある学生を増やしたい。このため入試運営委員会で審議

し、各学科に持帰り検討して作成したものが（入試運営委員会案）である。審議の結果

修正した（入試運営委員会修正案）にすることに決まった。アドミッションポリシーに

ついては今後も検討していくことが確認された。 

 

（略） 

 

■ その他 

（略） 

（出典：平成１７年度 学科長委員会議事録） 
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資料４－１－①－２ アドミッション・ポリシー（学校要覧） 

 

 

（出典：平成２５年度 学校要覧） 
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 資料４－１－①－３ アドミッション・ポリシー（学生募集要項・入学案内） 

 

 

 

（出典：平成２５年度 学生募集要項・入学案内より抜粋） 
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 資料４－１－①－４ アドミッション・ポリシー（ホームページ） 

 

 

 

（出典：久留米高専ホームページより抜粋） 
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資料４－１－①－５ アドミッション・ポリシー（中学生向けパンフレット） 

 

 

（出典：平成２４年度中学生向け学校パンフレットより抜粋） 
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資料４－１－①－６ アドミッション・ポリシー（専攻科パンフレット） 

 

 

（出典：平成２４年度 専攻科パンフレットより抜粋） 
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資料４－１－①－７ 平成 24 年度学校説明会資料 

 

 

（出典：平成２４年度 学校説明会 説明資料） 
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資料４－１－①－１０ 中学生向けパンフレット 

 

 

（出典：平成２４年度 中学生向けパンフレット） 
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法

が採用されており、実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では、全ての選抜について、その選抜方法をアドミッション・ポリシーに沿って適切に定め、

募集要項に明記している（資料４－２－①－１）。また、推薦入学では志願調書（資料４－２－①－

２）をアドミッション・ポリシーから評価している。各選抜方法の実際の運用は、入学試験運営委

員会で審議した実施要領に従って運営している（別添資料４－２－①－３）。 

 

 

資料４－２－①－１ （選抜の方法（学生募集要項・入学案内）） 

 

・推薦による入学者の選抜 

 

・学力による入学者の選抜 

 

     （出典：平成２５年度 学生募集要項・入学案内） 
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資料４－２－①－２ 推薦選抜 志望調書 

 

 

      

（出典：平成 2５年度年度 学生募集要項・入学案内） 
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（分析結果とその根拠理由） 

 本校では、アドミッション・ポリシーに沿って適切な学生の受け入れ方法が採用されており、実

際の入学者選抜が適切に実施されている。その理由は、資料４－２－①－１に示すように、アドミ

ッション・ポリシーに沿って選抜方法を定め、各選抜方法の実際の運用は別添資料４－２－①－３

に示すように入学試験運営委員会で審議した実施要領にしたがって運営しているからである。 
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観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行

われているかどうかを検証するための取組が行われており、その結果を入学者選

抜の改善に役立てているか。 

 

（観点に係る状況） 

 アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れが実際に行われているかどうかは、入学試験

運営委員会で主に検証を行い、その結果を入学者選抜の改善に役立てている。例えば、準学士課程

推薦選抜では、平成20年度までは面接および作文で評価を行っていたが（資料４－２－②－１）、

推薦入学者の数学能力を確保する目的で、準学士課程推薦選抜試験を面接および適性検査（数学）

に変更するように入学試験運営委員会で決定し（別添資料４－２－②－２）、平成21年度から実施

している（資料４－２－②－３）。さらに、入試と入学後の成績の関係の分析も行っている。（資料

４－２－②－４）。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校では、アドミッション・ポリシーに沿った学生の受け入れが実際に行われているかどうかを

検証するための取り組みが行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てている。その理由

は、別添資料４－２－②－２に示すように、入学試験運営委員会で主に検証を行い、その結果を資

料４－２－②－３に示すように改善に役立てているからである。 

 

 

 

 

 

資料４－２－②－１ 平成 20 年度学生募集要項・入学案内 

 

 

      出典：平成 20 年度学生募集要項・入学案

内 
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資料４－２－②－３ 平成 21 年度学生募集要項・入学案内 

 

      出典：平成 21 年度学生募集要項・入学案内 

 

資料４－２－②－４ 入試と入学後の成績の検討例 

50

60

70

80

90

100

85 95 105 115 125 135

4
年
平
均
点

内申点 (135点満点)

入試内申点と4年成績

学力

推薦

留年

3.5 4               4.5            5

 

 

      出典：平成 25 年度第１回教員会議説明資料

学生募集要項・入学案内 
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観点４－３－①： 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていな

いか。また、その場合には、これを改善するための取組が行われる等、入学定員

と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

（観点に係る状況） 

 過去数年の入学辞退者数の推移を勘案して、準学士課程各学科の定員 40 名に対して、平成 23 年

度までは毎年 45 名程度を合格させてきた。しかし、入学辞退者が少ないことを受け、平成 23 年度

の入学試験運営委員会において合格者を若干少なくするように決定し、以降は毎年 42 名程度を合

格させてきた（資料４－３－①－１、別添資料４－３－①－２）。入学辞退者は、毎年各学科で１～

３名程度いるが、実入学者数は、定員に対してほぼ同等となっている。入学手続き段階で入学辞退

者が多く定員割れを起こした場合には、追加合格者を発表し、すみやかに入学手続きを行うことに

している。したがって、毎年、各学科の定員を若干上回った実入学者数となっている。 

専攻科課程では、毎年、両専攻とも定員以上の実入学者となっているが（資料４－３－①－１）、

これは、専攻科進学に対する学生のニーズに対応したものであり、入学後の教育に関して専攻科の

教育体制がそれだけの入学者にも十分対応できるような体制にあるという実情を反映しており、教

員数、研究施設・設備などには全く支障はない。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程については、実入学者数が、入学定員を大幅に超える、または大幅に下回る状況にな

っていない。これは、資料４－３－①－１に示す通りである。専攻科課程においては実入学者が定

員を超えているが、教員数、研究施設・設備などには全く支障はない。 
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資料４－３－①－１ 過去５年間の入学定員数と実入学者数 

 

出典：学生課作成 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） アドミッション・ポリシーに沿って、準学士課程及び専攻科課程ともに適切な入学

者選抜が実施され、入学辞退者は少なく、実入学者数が定員に対して適正である。 

 

（改善を要する点） 該当なし。 

 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

教育目的に沿って、準学士課程入学者、編入学者及び専攻科課程入学者に対して、明確なアドミッ

ション・ポリシーが定められており、学校要覧、学校パンフレット、学生募集要項・入学案内などの

各種印刷物やホームページなどに記載し、本校構成員や社会や対して周知・公表している。 

アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜を実施しているが、アドミッション・ポリシーに沿

った学生の受け入れが実際に行われているかどうかを検証し、準学士課程の推薦選抜では、推薦入学

者の数学能力を確保する目的で、従来の面接および作文の試験を、面接および適性検査（数学）に変

更した。 

準学士課程及び専攻科課程の実入学者数が、毎年それぞれの定員に対して、大幅超過となったり、

大幅に下回ったりすることはなく、入学定員と実入学者数との関係は適正である。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①：教育の目的に照らして、授業科目が学年ごとに適切に配置され、教育課程が体系

的に編成されているか。また、授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨

に沿って、教育の目的を達成するために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況） 

 準学士課程の教育課程は、人間の素養の涵養を図るための一般基礎科目（人文社会科学系科目、

自然科学系科目）と、実践的技術者育成を目的とした専門科目に分類される。低学年の人文社会科

学系科目では、中等教育後期課程に準じた教育内容を主に教授している。４年及び５年には、大学

教養課程に相当する人文社会科学系科目及び第二外国語系科目を一般選択科目として開講している。

また、人文社会科学系科目や専門科目に繋がる自然科学系科目は、各学科とも低学年を中心に配置

され、各学科とも学年進行とともに専門科目の比重が高くなる配置となっている（資料５－１－①

－１）。各学科の専門科目の体系性については、教育課程系統図（資料５－１－①－２）に示してい

る。特に、実践的技術者育成の観点から、各学科ともに実験･実習科目を低学年より配置し、専門科

目の内容を実験･実習を通じて理解できるように配慮している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 学年ごとの授業科目の配置は、教育目的に沿って、低学年では一般基礎科目を、高学年になるに

従い専門科目を中心に体系的に配置している。また、各学科とも実践的技術者育成のために、実験･

実習科目を配置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－①－１ 

学年毎の一般科目と専門科目の単位数 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科１年教育課程表の修得単位数総計） 
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資料５－１－①－２      教育課程における体系的編成の例 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科教育課程系統図） 
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観点５－１－②：教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展

の動向、社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 

学生の進路に配慮して、４年、５年の専門必修科目では、各学科において進学にも就職にも対応

できる科目配置を行っている（資料５－１－①－２）。また、４年、５年における一般選択科目では、

人文社会科学系科目を多く開講しており、その中でⅡ群として第二外国語系科目を設置しており、

学生の国際社会への関心について配慮している（資料５－１－②－１）。また、３年に編入学する外

国人留学生に対しては特例規則（資料５－１－②－２）に沿った配慮を、４年に編入学する高等学

校からの編入生に対しては教育課程表に専門概論科目（資料５－１－②－３）を配置している。さ

らに、４年、５年のいくつかの専門科目を学修単位とし、自学自習の促進、大学との単位互換制度

に備えている（資料５－１－②－３）。 

社会からの要請などに対応した教育課程の編成として、企業・公的研究機関で実習を行う短期イ

ンターンシップを実施しており、実習内容の発表会の実施（資料５－１－②－４）及び報告書の提

出をもって、単位を認定している。本校では、準学士課程４・５年及び専攻科課程からなる各学科

に対応した５つのＪＡＢＥＥ教育プログラムを持っており、準学士課程と専攻科課程の連携にも配

慮している（資料５－１－②－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 編入学生及び留学生に対しては、編入学関連科目を開講している。学生のニーズや社会からの要

請に応じ、人文社会科学科目及び語学科目を合わせて２７科目の選択科目を開講するとともに、夏

季休業中に短期インターンシップを実施している。５つのＪＡＢＥＥ教育プログラムも持つことに

より、準学士課程と専攻科課程の連携にも配慮している。 

資料５－１－②－１ 

一般選択科目における人文社会科学系科目と第二外国語系科目 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科４年一般選択科目教育課程表） 
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資料５－１－②－２ 

外国人留学生への配慮 

 
（出典：久留米工業高等専門学校外国人留学生特例規則） 
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資料５－１－②－３ 

専門概論科目による４年編入学生への配慮、学修単位の導入（表の備考欄に記載） 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科４年教育課程表） 
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資料５－１－②－４ 

短期インターンシップ 

 

（出典：平成 24 年度 電気電子工学科４年 短期インターンシップ報告会プログラム） 
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資料５－１－②－５ 

学科毎の JABEE 教育プログラム 

 

（出典：平成 16 年度 JABEE 認定証） 
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観点５－２－①：教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスが適切

であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

 授業形態は講義、演習、実験、実習に大別される。低学年では各学科共通で一般教養及び基礎学

力の充実を図るための講義科目が多く配置されている。演習、実験、実習については各学科とも低

学年から高学年までバランスよく設定されている（資料５－２－①－１）。専門科目については、通

常の実験・実習に加え、講義の中に実験・実習を取り入れた科目（資料５－２－①－２）や、専門

科目に英語を取り入れた科目もある（資料５－２－①－３）。また、多くの教室には、液晶プロジェ

クターとスクリーンが整備されており、コンピューターを活用した講義も実施されている（資料５

－２－①－４）。さらに、ＰＢＬの要素を取り入れた授業も行っている（資料５－２－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 教育の目的に照らして講義、演習、実験、実習がバランス良く配置されており、講義の中にも実

験・実習を取り入れた講義、専門科目に英語を取り入れた講義、コンピューターを活用した講義な

ど授業方法についても工夫されている。 
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資料５－２－①－１ 

講義、演習、実験、実習の授業形態のバランス 

 

（出典：平成 25 年度電気電子工学科１年シラバスより集計） 
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資料５－２－①－２ 

実験・実習を取り入れた講義 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科５年「パワーエレクトロニクス応用」） 
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資料５－２－①－３ 

英語を取り入れた専門科目の講義 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科４年「マイコン応用」） 
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資料５－２－①－４ 

コンピューターを活用した講義 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科５年「電熱・空調」） 
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資料５－２－①－５ 

ＰＢＬの要素を取り入れた授業の例 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科５年「電熱・空調」） 
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観点５－２－②：教育課程の編成の趣旨に沿って、シラバスが作成され、事前に行う準備学習、教

育方法や内容、達成目標と評価方法の明示等、内容が適切に整備され、活用され

ているか。 

（観点に係る状況） 

 シラバスは、教務主事主導で適切に作成され、学科別に冊子として配布されている。各科目につ

いて学習内容、到達目標、評価方法など必要な事項が明示されている（資料５－２－①－２）。 

 また、同冊子には、教育課程系統図が示されているため、５年間の学習の流れも把握することが

できる。学生への周知については、各授業の最初に授業計画とともに授業内容、関連科目との関係、

評価方法などについてシラバスを配布した上で説明している（資料５－２－②－１）。また、学修単

位については、１単位当たり45時間の学修時間が必要であることをシラバスとその説明により学生

により周知することとしている（資料５－２－②－１、資料５－２－②－２）。このシラバスについ

ては、授業改善専門部会の主導で授業評価アンケートを実施し、シラバスの活用度を確認している

（資料５－２－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切にシラバスが作成され、学生に説明した上で授業に活用されている。 

 

 

 

 

資料５－２－②－１ 

学生へのシラバスの説明 

 

（出典：平成 25 年度 教務係から授業担当教員へ依頼文書） 
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資料５－２－②－２ 

学修単位について注意喚起 

 

 

平成 25 年 5 月 15 日 

 

教員各位 

教務主事 

 

平成 25 年度 教務関係の留意事項について（依頼） 

 

１． 授業について 

（１）授業実施回数について 

   

  (途中省略) 

 

３．成績・出欠の報告および成績評価資料の保存について 

（１）成績・出欠の報告 

・ 成績は、100 点法（0 から 100 までの整数）とすること。 

 

 (途中省略) 

 

（２）成績評価資料の保存について 

・ 成績評価に用いた答案・レポート等の資料は、2 年間保存すること。 

・ 学修単位の科目については、１単位当たり 45 時間の学修に対する裏付け資料を２年

間保存すること。また、45 時間の学修を要することを具体的にシラバスに記載するこ

と。 

 

（以下省略） 

 

（出典：平成 25 年度 第１回教員会議資料） 
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資料５－２－②－３ 

授業評価アンケートでのシラバスの活用（項目 B-1参照） 

 
（出典：平成 24 年度 授業評価アンケート） 
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観点５－２－③：創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また、インターンシップの活用

が図られているか。 

（観点に係る状況） 

 学科により科目名・実施内容は異なるが、各学科において創造性を育む教育を実施している。例

えば電気電子工学科では、「電気電子設計」を５年生に開講し、１年次から４年次までの学習成果を

総合して回路の実用設計について学ぶ講義を行っている（資料５－２－③－１）。短期インターンシ

ップは、４年の夏季休業期間中に実施される。インターンシップ終了後には、学科ごとに報告会を

実施し、学生間のインターンシップ体験の共有化を図っている（資料５－１－②－４）。また、各学

科とも５年生の卒業研究発表会を実施し、本校での創造性教育の集大成を行っている（資料５－２

－③－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 創造性を育む授業が実施され、高学年では短期インターンシップ報告会・卒業研究発表会を行っ

て、創造性の育成が図られている。 
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資料５－２－③－１ 

創造性を育む教育方法の工夫 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 電気電子工学科５年「電気電子設計」） 
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資料５－２－③－２ 

創造性を育む教育の集大成としての卒業研究 

 

（出典：平成 24 年度 電気電子工学科５年「卒業研究」発表会プログラム） 
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観点５－３－①：教育課程の編成において、一般教育の充実や特別活動の実施等、豊かな人間性の

涵養が図られるよう配慮されているか。また、教育の目的に照らして、課外活動

等において、豊かな人間性の涵養が図られるよう配慮されているか。 

（観点に係る状況） ４年、５年における一般選択科目として、人文社会科学系科目と第二外国語

系科目についての開講数が多く、一般科目が充実している（資料５－１－②－１）。特別活動につい

ては、ホームルームとして１年から５年まで週１回１時間が設定されている（資料５－３－①－１、

３－①－２）。また、新入生に対しては高等教育機関としての高専における勉学及び課外活動の意義

の周知あるいは団体行動の訓練のため、１泊２日の合宿研修を行っている。さらに、人間の素養の

涵養を図る目的で、学生大会、高専祭(文化祭・体育察)、音楽祭、予餞会、クラスマッチ、交通安

全教育、防災訓練、特別講演などが毎年学校行事として行われている（資料５－３－①－３）。各学

科とも幅広い工業的な視野を培うために、日帰りの工場見学などのほかに、団体生活の基本を育む

ことも目的として４年に４泊５日の国内工場見学旅行を実施している（資料５－３－①－４）。 

 生活指導に関しては、学生主事室、学級担任などが指導に当たっている。また、寮生については

寮務主事室が中心となって宿直･日直教員も含めて学生の指導に当たっている（別添資料５－３－①

－５）。さらに、校医、看護師による健康診断、健康相談が実施され、急な病気や傷害に対応してい

るばかりでなく、教員、看護師、カウンセラーで構成されている学生相談室も設置され、随時相談

できる体制を整えており（資料５－３－①－６）、学生の状況により月１回精神科医との面談も実施

している。 

クラブ活動に関しては、広い視野に立ち、集団での協調性を育み、精神面の涵養を図るために、

学生には参加を奨励しており、全教員がクラブ顧問として配置されている（資料５－３－①－７）。

さらに、担当教員では指導が困難な場合、外部技術コーチを招聘し、学生の支援を行っている（資

料５－３－①－８）。また、高専体育大会ばかりでなく、全国規模のロボットコンテスト、プログラ

ミングコンテスト、また、学生が多数参加するソーラーボート大会など地域のイベントや、文化系

クラブの研修にも指導教員を配置し、学生が積極的に大会や研修へ参加できるよう配慮している（資

料５－３－①－９）。学生会活動については、体育祭、文化祭、音楽祭など諸行事を学生会が中心と

なって自主的に運営しており、学生主事室が学生の自立の精神や創造性を培えるように支援を行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



久留米工業高等専門学校 基準５ 

- 104 - 

 

 

 

 

 

 

資料５－３－①－１ 

ホームルームの実施（平成 24年度後期の水曜日 3 時限目） 

 

（出典：平成 24 年度後期時間割） 
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資料５－３－①－２ 

ホームルームの実施（平成 25年度前期の水曜日 3 時限目） 

 

（出典：平成 25 年度前期時間割） 
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資料５－３－①－３（１／２） 

特別活動の実施 

 

（出典：平成 24 年度後期学年歴） 
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資料５－３－①－３（２／２） 

特別活動の実施 

 

（出典：平成 24 年度後期学年歴） 
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資料５－３－①－４ 

国内工場見学旅行の実施 

 

（出典：平成 24 年度国内工場見学実施計画） 
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資料５－３－①－６ 

学生相談室の設置 

 

（出典：久留米高専規則集第６章「学生」） 
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資料５－３－①－７ 

クラブ顧問 
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資料５－３－①－８ 

平成２５年度 技術コーチ依頼者一覧表 

番号 クラブ名 コーチ氏名 略           歴 

１ 空 手 部 （略） 

 

 

 

 

２ 柔  道  部 （略） 

 

 

 

 

３ 合 気 道 部 （略） 

 

 

 

 

４ 卓 球 部 （略） 

 

 

 

 

５ 英 会 話 部 （略） 

 

 

 

 

６ ﾛ ﾎ ﾞ ｯ ﾄ ｺ ﾝ ﾃ ｽ ﾄ部 （略） 

 

 

 

 

７ 華 道 部 （略） 

 

 

 

８ 弓 道 部 （略）  

９ 茶 道 部 （略） 

 

 

 

１０ 硬 式 野 球 部 （略）  

１１ サ ッ カ ー 部 （略）  

１２ ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ部 （略）  

１３ バレーボール部 （略）  

 

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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分析結果とその根拠理由） 

 一般科目は選択科目を多く開講し、充実している。特別活動は高等専門学校設置基準に規定され

ている９０単位時間以上実施されており、人間の素養の涵養を図るために各種文化イベント、体育

関連イベント、安全に関する指導･講習が実施されている他、新入生に合宿研修、４年生に国内工場

見学旅行を実施している。また、生活指導面での支援体制が整備され、課外活動に対する支援体制

も整っている。さらに、学生自身の自主的な諸行事の運営を支援することによって、学生の自立の

精神や創造性を培うような方策が取られている。 

  

資料５－３－①－９ 

大会や研修への参加 
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観点５－４－①：成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され、学生に周

知されているか。また、これらの規定に従って、成績評価、単位認定、進級認定、

卒業認定が適切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 

 成績評価基準は、学則第１３条及び第１４条の第２項（資料５－４－①－１）に基づき、「単位の

取扱いに関する規程」（資料５－４－①－２）及び｢学業成績の評価並びに単位の認定及び及落に関

する規程｣（資料５－４－①－３）が定められ、学生への周知は学生便覧に記載するほか、新入生に

対しては入学オリエンテーション資料として「履修の手引き」（資料５－４－①－４）を配布、説明

により指導を行っている。また、２年以上の学生についても、学級担任がホームルームなどで適宜

指導を行っている。成績評価はシラバスに基づき科目担当者が行う。年度末の成績評価、及落査定

及び卒業査定は、規定に基づいて教員全員で行っている（資料５－４－①－５、資料５－４－①－

６、資料５－４－①－７）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 成績評価及び進級･卒業認定の基準が明確に規定され、学生への周知も徹底されている。成績評価

及び進級･卒業認定は、全教員の出席のもとで行われる及落査定会議、卒業査定会議において、適切

に実施されている。 
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資料５－４－①－１ 

成績評価基準・単位認定に関わる学則 

 

（出典：平成 25 年度学生便覧） 
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資料５－４－①－２ 

単位認定に関する規定 

 

 

（出典：平成 25 年度学生便覧） 
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資料５－４－①－３（１／３） 

成績評価基準・単位認定関する規定 

 

久留米工業高等専門学校における学業成績の評価並びに単位の 

認定及び及落に関する規程 

                 （平成１８年２月２日制定） 

 

 

 第１章  総  論 

（目的） 

第１条  この規程は、久留米工業高等専門学校学則第１４条第２項の規定に基づき、学業成績評価

及び学年課程の修了又は卒業の認定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２章  受講及び履修 

第２条  当該学年の受講及び履修は、学則第１３条に定める教育課程表（以下「教育課程表」と

いう）に基づき必修科目及び選択科目を受講履修する。 

２ 選択科目の受講については、予め校長に選択科目履修届を提出し受講するものとする。 

３ 各科目とも開講時数の５分の４以上出席した者は、履修と認める。ただし、授業担当教員が履

修上、特別の事情があると判断した場合は履修を認めないことができる。  

４ 遅刻及び早退は３回をもって欠課１回とする。 

第３条  授業に遅刻、早退又は欠席した（する）者で、その理由が次の各号の一に該当する  

と校長が認めた者については、受講と認める。 

(1)  忌引きの場合 

(2)  出席停止（懲戒を除く）の場合 

(3)  公共交通機関障害による場合 

(4)  学校行事へ参加した場合 

(5)  校長が認めた行事へ学校代表として参加した場合 

(6)  その他やむを得ない事情と校長が認めた場合 

第４条 前条の規定により授業に遅刻、早退又は欠席した場合は、補講を受けることができる。 

  

第３章 試 験 

第５条 試験は、定期試験によるものの他随時に行うことができる。 

第６条 定期試験は、前期中間試験、前期末試験、後期中間試験及び後期末試験とする。  

第７条 定期試験は、該当科目の授業計画書（以下「シラバス」という。）に従って実施するもの

とする。 

第８条 第３条に規定する事由もしくは疾病により定期試験を受験することができなかった者で、

本人の願い出により校長が認めた場合は追試験を受けることができる。  

２ 疾病を理由に追試験の願い出を提出する場合は、原則として医師の診断書を添付するものと

する。  
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資料５－４－①－３（２／３） 

 

第９条 第３条の事由に基づく追試験の成績は、１００％を限度とする。  

２ 出席停止（懲戒を除く）とならない疾病による追試験の成績は、８０％を限度とする。  

第１０条 追試験の願い出は、別に定める様式とする。 

第１１条 試験中不正行為を行った者の当該試験期間中の試験成績は０点とし、不正行為後の当該

試験期間中の受験は認めないものとする。なお、第８条の適用は認めない。  

２ 前項以外の理由で停学を受け、試験を受けられなかった者の停学期間中の試験成績は０点とす

る。  

 

第４章 成績の評価 

第１２条 第２条の規定により履修と認められた者については、定期試験及び適宜行う試験の成績

並びに平素の学習成績を総合評価して行うものとする。  

第１３条 成績の評価は、該当科目のシラバスに従って実施し、その評価及び報告は１００点法で

行うものとする。  

第１４条 学年末成績順位は、必修科目の単位加重平均により算出する。  

第１５条 学年末成績の評価は、次の４段階（Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ）で評価する。  

 Ａ １００点以下８０点以上 

 Ｂ ７９点以下７０点以上 

 Ｃ ６９点以下６０点以上 

Ｄ ５９点以下 

 

第５章 単位の修得 

第１６条 成績の評価が６０点以上で当該科目担当教員が単位を認定した科目について、単位の修

得を認める。  

 

第６章 学年課程の修了 

第１７条 学年課程の修了は、次に掲げる基準の全てに該当する者に対し、及落査定会議又は卒業

査定会議の議を経て校長が当該学年課程の修了を認める。  

(1)  学則における当該学年の当該年度に修得すべき単位を全て修得した者 

(2)  特別活動を５分の４以上出席した者 

なお、第３条の規定を準用する。 

(3)  学年課程の修了に際しては、他の高等専門学校及び他学科で取得した単位のうち及落査定

会議又は卒業査定会議で修得と認められた単位を卒業時までに３０単位を超えない範囲で本

校における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。  

 

第７章 進 級 

第１８条 進級は、第１学年から第４学年に在籍する者で第１７条の規定により学年課程の修了を

した者について、及落査定会議の儀を経て校長が次の学年への進級を認める。 
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資料５－４－①－３（３／３） 

 

第８章 卒 業 

第１９条 卒業は、第５学年に在籍する者で第１７条の規定により当該学科の課程を修了し所定の

単位を修得した者について、卒業査定会議の議を経て校長が卒業を認める。   

 

第９章 原級留置 

第２０条 第１７条の規定により学年修了を認められなかった者は、すべて原級に留める。  

第２１条 原級に留められた者は、原則として入学年度の当該学年の教育課程表に示す学年課程の

修了に必要な科目を再履修するものとする。  

２ 休学の場合を除き、同一学年に２回を超えて留まることはできない。    

 

附 則 

１ この規程は、平成１８年２月２日に制定し、平成１８年３月３１日までを試行期間とし、平成

１８年４月１日から施行する。 

２ 試行期間中に改正すべき事由が生じた場合には、施行日までに改正を行う。 

３ ただし、平成１６年度以前の在学生については、当該在学生が卒業するまでの間、原級者の再

履修に関する教育課程表は、個別に再編成するものとする。 

４ 平成１４年４月１日施行「久留米工業高等専門学校学業の単位の認定及び学年進級等に関する

規程」第１０条に定める平成１６年度以前入学者の仮進級者に関する取扱いについては、同規程

の廃止にかかわらず次のとおりとする。 

(1)  平成１６年度までに仮進級した者に対しては、以下の特例を設ける。  

   ア 平成１６年度末において未修得科目については、すべて再試験とする。 

   イ 再試験の時期、回数は問わないものとする。 

   ウ 前項における再試験には、実技、実験、実習、レポート等の再評価を含むものとする。 

(2)  平成１７年度末において、第２学年から第４学年に在籍し、前学年までにおける必修科目

の未修得がある者で、次の各号を全て満足した者については、仮進級を認めることがある。                       

ア 当該学年における必修科目の未修得単位がない者 

イ 特別活動を５分の４以上出席した者 

なお、新規程第３条の規定を準用する。 

(3) 前学年までにおける未修得科目は、第５学年修了までに修得するものとする。  

５ 久留米工業高等専門学校学業の単位の認定及び学年進級等に関する規程（平成１４年４月１日

施行）は、この規程制定の日から廃止する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 

（出典：久留米高専規則集第６章「学生」） 
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資料５－４－①－４ 

成績評価・単位認定規定、進級・卒業認定規定の新入生への周知 

 

 

（出典：平成 25 年度入学オリエンテーション資料 新入生用履修の手引き） 
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資料５－４－①－５ 

及落査定会議規則 

 

久留米工業高等専門学校及落査定会議規則 

 

（平成１８年１月１２日制定） 

（設置） 

第１条 本校に、学生の及落査定に関する事項を審議するため、久留米工業高等専門学校及落査定

会議（以下「及落査定会議」という。）を置く。 

(組織) 

第２条 及落査定会議は、本校の教授、准教授、講師（常時勤務する者に限る。）、助教、事務部長

及び学生課長をもって組織する。 

２ 校長が必要と認めた場合は、その他の者を出席又は列席させることができる。 

 （運営） 

第３条  校長は、及落査定会議を招集し、その議長となる。 

２  議長に事故があるときは、教務主事がその職務を代行する。   

（審議事項） 

第４条  及落査定会議は、学生の及落に関する事項を審議する。 

（事務） 

第５条  及落査定会議の事務は、学生課教務係において処理する。 

     附  則 

１ この規則は、平成１８年 １月１２日から施行する。 

２ 久留米工業高等専門学校進級査定委員会規則（平成１３年４月１日制定）は、この規則制定の

日から廃止する。 

  附  則 

 この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

  附  則 

 この規則は、平成２４年 ３月１４日から施行する。 

 

（出典：久留米高専規則集第２章「会議・委員会」） 
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資料５－４－①－６ 

全教員による及落査定会議 

 

 

（出典：平成 24 年度学生課起案文書） 
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資料５－４－①－７ 

全教員による卒業査定会議 

 

平成２４年度 卒業査定会議案内文書 

 

                     平成２５年２月２５日 

 

  教 員 各 位 

 

                       校   長 

 

 

   平成２４年度  本科５年卒業査定会議の開催について（通知） 

 

 標記のことについて、下記のとおり開催しますので、ご出席くださる 

ようお知らせします。 

 なお、欠席される方は事前に教務係へ連絡してください。 

 

               記 

 

１  日    時     平成２５年３月８日（金）１３時３０分から 

 

２  場    所     大会議室 

 

３  議    題 

  (1)  平成２４年度 本科５年卒業査定について 

 

 

（出典：平成 24 年度学生課起案文書） 
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＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 教育の目的に照らして、準学士課程の教育との連携、及び準学士課程の教育か

らの発展等を考慮した教育課程となっているか。 

（観点に係る状況） 

 専攻科課程の教育目的は、（１）先端技術及び高度情報化に対応できる技術者の育成、（２）創造

的研究開発能力の育成、（３）国際化に対応できる技術者の育成の３つである。これらの教育目的の

もと、急速な科学技術の進展や国際化に対応するために、工学の基礎に重点を置いた技術者教育が

必要であるとの考えから、一般科目、専門基礎科目、専門科目の３つの柱で構成されている（資料

５－５－①－１）。一般科目では、準学士課程の一般基礎・教養教育の上に、コミュニケーション能

力、技術者倫理、知的財産およびエンジニアリングデザインに関する科目を配置している。専門基

礎科目では、準学士課程の数学、物理および情報処理教育の上に、応用数理、現代物理学および情

報処理の応用に関する科目を配置している。専門科目では、準学士課程で習得した専門科目を基礎

に、さらに深い専門性を習得させるとともに、創造性を育む創造工学実験、先端的な技術を学ぶ先

端工学特論および実務者能力を育む専攻科インターンシップなどを配置している（資料５－５－①

－２～資料５－５－①－３）。また準学士課程の４年次（一部 3 年次）以降及び専攻科課程からな

る各学科に対応した５つの JABEE 技術者教育プログラムにより、準学士課程からの連携・発展を

考慮した教育課程を編成している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、教育の目的に照らして、準学士課程の教育との連携、

および準学士課程の教育からの発展等を考慮した教育課程となっている。その理由は、資料５－５

－①－１～資料５－５－①－３に示すように、専攻科の教育課程は準学士課程の教育との連携や発

展を考慮しているからである。 
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資料５－５－①―１ 専攻科授業科目一覧 (1/3) 

 

 

（出典：専攻科シラバス） 
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資料５－５－①―１ 教育目標と科目の対応表 (2/3) 

 

                        （出典：H２５年度ガイダンス資料） 
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資料５－５－①―１ 教育目標と科目の対応表 (3/3) 

 

                        （出典：H２５年度ガイダンス資料） 
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資料５－５－①―2 準学士課程と専攻科課程の科目関連図（例） 

 

（出典：機械工学科シラバス） 
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資料５－５－①―３ 教育目標と科目の対応表 

 

                          （出典：専攻科主事室資料） 
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観点５－５－②： 教育の目的に照らして、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成

されているか。また、授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿って、

教育の目的を達成するために適切なものになっているか。 

（観点に係る状況） 専攻科では、専攻科課程の教育目的のもと、各学科に対応した JABEE 技術

者教育プログラムの学習・教育目標を、JABEE プログラム各コースの教育目標として設定してい

る（資料５－５－②－１）。授業科目は、この教育目標を達成できるように適切に配置されており、

また、一般科目・専門基礎科目・専門科目のバランス、講義・演習・実験実習のバランスおよび学

年配当のバランスにも配慮し、教育課程が体系的に編成されている（前掲資料５－５－①－１）。 

 授業の内容は、上記のように編成された教育課程の編成の趣旨に沿って、専攻科課程の教育目的

を達成し、JABEEプログラム各コースの専攻科課程の修了時に身につけるべき能力の各項目のいず

れかに沿うものとなっている（前掲資料５－５－①－２～前掲資料５－５－①－３、資料５－５－

②－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、教育の目的に照らして、授業科目が適切に配置され、

教育課程が体系的に編成されている。その理由は、資料５－５－①－１に示すように、教育課程が

体系的に編成されているからである。また、授業の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿

って、教育の目的を達成するために適切なものになっている。その理由は、前掲資料５－５－①－

２～前掲資料５－５－①－３および資料５－５－②－２の例に示すように、授業の内容は、専攻科

課程の教育目的を達成し、JABEEプログラム各コースの専攻科課程の修了時に身につけるべき能力の

各項目のいずれかに沿うものとなっているからである。 
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資料５－５－②－１ 久留米高専の教育目的及び教育目標 

 

 

 

（出典：学生便覧）   
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資料５－５－②－２ 専攻科シラバス例 

 

（出典：専攻科シラバス）  
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観点５－５－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発

展の動向、社会からの要請等に配慮しているか。 

（観点に係る状況） 専攻科では、他の高等教育機関での単位取得について、放送大学をはじめ、

九州沖縄地区 9 国立高専間における単位互換に関する協定による各専門特論（サマーレクチャー）

（資料５－５－③－１、資料５－５－③－２）、久留米市大学等間単位互換に関する協定で単位互換

履修生として講義を受講できる（資料５－５－③－３、資料５－５－③－４）。また久留米市単位互

換協定大学による共同講義も開催されている（資料５－５－③－５）。このような制度を活かして本

校の単位として認めることができるよう規定が定められている。（資料５－５－③－６）。また、産

学民連携推進センターのフォーラム、近隣大学・研究所などで開催される学術講演会、放送大学特

別講義などから工業・学問の最新情報を習得できる先端工学特論が開設されている（資料５－５－

③－７）。また、専攻科修了生に対してアンケート調査を実施するとともに（資料５－５－③－８）、

専攻科インターンシップでは受け入れ先の評定書を導入し社会からの要請の把握の工夫をしている

（資料５－５－③－９）。 

 以上のように、学生の多様なニーズ、学術の発展の動向、社会からの要請等に対しては、準学士

課程と同様の取組みに加えて、専攻科独自の取組みを行い、これらに配慮した教育課程の編成およ

び授業科目の内容となっている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科の教育課程の編成又は授業科目の内容は、学生の多様なニー

ズ、学術発展の動向、社会からの要請等に配慮している。その理由は、教育課程の編成や授業内容

について、資料５－５－③－１～資料５－５－③－６に示すように学生の多様なニーズを満たし、

資料５－５－③－７に示すように学術発展の動向、資料５－５－③－８～資料５－５－③－９にも

挙げたような更なる学生のニーズや社会からの要請等にも配慮しているからである。 
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資料５－５－③―１ サマーレクチャーの開講実績 

 

（出典：教務係資料）  
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資料５－５－③－２ 九州沖縄地区９国立高等専門学校間における単位互換に関する協定 

 

（出典：総務課資料）  
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資料５－５－③－３ 久留米市内大学等単位互換に関する協定書 

 

（出典：総務課資料）  
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資料５－５－③－４ 久留米大学との単位互換履修の例 (1/3) 

 

（出典：総務課資料）   
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資料５－５－③－４ 久留米大学との単位互換履修の例 (2/3) 

 

（出典：総務課資料） 

 



久留米工業高等専門学校 基準５ 

- 138 - 

 

 

資料５－５－③－４ 久留米大学との単位互換履修の例 (3/3) 

 

（出典：総務課資料）  
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資料５－５－③－５ 共同講義の実施 

 

（出典：専攻科主事室資料） 
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資料５－５－③－６  

久留米工業高等専門学校専攻科における単位の修得に関する規程 

                   （平成１８年４月１日制定） 

 

（目的） 

第１条  この規程は、久留米工業高等専門学校学則第５３条第３項の規定に基づき、専

攻科の修了に必要な単位の修得について定めることを目的とする。 

（修了に要する単位数） 

第２条 専攻科の修了に要する単位数は、６５単位以上とする。ただし、専攻科の単位

を修得し修了するには学則第４９条別表第３に示す機械・電気システム工学専攻と物

質工学専攻の各系（以下「コース」という。）のいずれかを履修しなければならない。 

第３条 機械・電気システム工学専攻及び物質工学専攻のコースは、以下のとおりとす

る。 

機械・電気システム工学専攻：機械工学コース、電気電子工学コース、制御情報工学

コース 

物質工学専攻：生物応用化学コース、材料工学コース 

（他大学等での単位の修得) 

第４条  前条の規定にかかわらず、他の大学等において修得した単位は、６単位を限度

に一般科目選択の専攻科特論一般Ⅰ、Ⅱ又は専門基礎科目選択の専攻科特論専門Ⅰ、

Ⅱの修得単位として置換えることができる。ただし、この場合も専門基礎選択科目１

０単位以上、専門選択科目１２単位以上修得しなければならない。 

  （他コースの修得） 

第５条  単位の修得にあたっては、他コースの選択科目を、４単位を限度として修得す

ることができ、修了に要する単位として認めることができる。 

附 則 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 ２ 久留米工業高等専門学校専攻科の単位の修得に関する規程（平成１５年４月１日制

定）は、この規程制定の日から廃止する。 

３ この規則は平成１８年度入学者から適用し、平成１７年度以前入学者の単位の修得

に関しては、なお従前の例による。 

 

 

 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料５－５－③－７ 先端工学特論シラバス 

 
 （出典：専攻科シラバス） 



久留米工業高等専門学校 基準５ 

- 142 - 

 

 

資料５－５－③－８ 専攻科修了生に対するアンケート結果例（1／2） 

 

（出典：専攻科主事室資料） 
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資料５－５－③－８ 専攻科修了生に対するアンケート結果例（2／2） 

 

（出典：専攻科主事室資料） 
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資料５－５－③－９ 専攻科インターンシップにおける受け入れ先からの評定書 

 

（出典：専攻科インターンシップガイダンス資料） 
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスが適

切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている

か。 

（観点に係る状況） 専攻科の教育課程では、必修科目 37 単位の内、講義８単位（22％）、演習

10 単位（27％）、実験 12 単位（32％）および実習 7 単位（19％）であり、講義・演習と実験・実

習の割合はほぼ等しい。選択科目については、極一部の科目を除き講義であるので、教育の目的に

照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態のバランスは適切である（前掲資料５－５－①－

１）。 

 各科目では、２つの専攻にまたがる共通の科目を除き、最大でも10人程度の尐人数教育が行われ

ており、きめ細かい指導を可能としている。実験科目の創造工学実験や専攻科研究論文、実習科目

の専攻科インターンシップは、学生各人が主体性を持って進めるマンツーマン型の教育である（資

料５－６－①－１～資料５－６－①－３）。また、産業デザイン演習は、両専攻の共通科目であるが、

各専攻横断的に分けられた６人程度のグループ毎に課題が与えられ、共同でチームワークを活かし

て取り組むように工夫されている（資料５－６－①－４）。したがって、各科目とも教育内容に応じ

た適切な学習指導法の工夫がなされているといえる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習棟の

授業形態のバランスは適切であり、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされ

ている。その理由は、前掲資料５－５－①－１に示す通り授業形態のバランスは適切であり、資料

５－６－①－１～資料５－６－①－４に示す通り、それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法

の工夫がなされているからである。 
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資料５－６－①―１ 創造工学実験シラバス 

 

（出典：専攻科シラバス） 
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資料５－６－①－２ 専攻科研究論文シラバス 

.  

（出典：専攻科シラバス） 
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資料５－６－①－３ 専攻科インターンシップシラバス 

.  

（出典：専攻科シラバス） 
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資料５－６－①―４ 産業デザイン演習シラバス 

 

（出典：専攻科シラバス） 
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観点５－６－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って、シラバスが作成され、事前に行う準備学習、

教育方法や内容、達成目標と評価方法の明示等、内容が適切に整備され、活用さ

れているか。 

（観点に係る状況） 各授業科目は、専攻科の教育目標および教育課程における位置づけに沿って

（前掲資料５－５－①－２～前掲資料５－５－①－３、５－５－②－１）、シラバスが作成されてい

る。シラバスには、事前に行う準備学習、教育方法や内容、達成目標と評価方法が明示されており、

シラバスの内容も適切に整備されている（資料５－６－②－１）。 

 専攻科シラバスは、専攻科学生全員に冊子で配布するとともに、ホームページ上で公開している

（資料５－６－②－２）。また、科目ごとに授業の最初にシラバスを配布し、授業の目的や進め方、

成績の評価方法などを説明し、シラバスの重要性を認識させるようにしている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、教育課程の編成の趣旨に沿って、シラバスが作成され、

事前に行う準備学習、教育方法や内容、達成目標と評価方法の明示等、内容が適切に整備され、活

用されている。その理由は、前掲資料５－５－①－２～前掲資料５－５－①－３および５－５－②

－１に示す通り教育課程の編成の趣旨に沿ってシラバスが作成され、資料５－６－②－１～資料５

－６－②－２に示す通りシラバスの内容が適切に整備され、活用されているからである。 
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資料５－６－②－１ 専攻科シラバス例 

                     （出典：専攻科シラバス） 
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５－６－②－２ 平成２５年度専攻科シラバス（ホームページ） 

                     

 

（出典：久留米高専ホームページ） 
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観点５－６－③： 創造性を育む教育方法の工夫が図られているか。また、インターンシップの活

用が図られているか。 

（観点に係る状況） 創造性を育む教育方法を採用している科目として、創造工学実験や産業デザ

イン演習をあげることができる（前掲資料５－６－①－１、５－６－①－４）。創造工学実験は、教

員の助言を受けながら工学に関するテーマを学生自身が企画立案・実行し、その計画発表および成

果発表を行う科目である。創造工学実験で学生自身が企画立案した装置について、知的財産に関す

る内容を取り扱う産業財産権特論（資料５－６－③－１）で特許申請書類を作成し、優秀作品はパ

テントコンテストに応募している。その結果、平成22年および24年にはパテントコンテストに入賞

するなど、その成果が表れている（別添資料５－６－③－２）。産業デザイン演習は、専攻の異なる

学生を小グループに分け、グループ毎に商品の企画から最終デザインまでを検討する課題を与え、

検討結果を発表させる科目である。成果発表会では学生からの学生の評価も行うなど、学生に問題

意識を持たせるように工夫されている（資料５－６－③－３）。また、２ヶ月以上４ヶ月以内の期間、

企業あるいは研究機関などにおいて実務に携わる専攻科インターンシップを必修科目として設けて

いる（前掲資料５－６－①－３、資料５－６－③－４）。以上のように、創造性を育む教育方法の工

夫が図られ、インターンシップが活用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、創造性をはぐくむ教育方法の工夫が図られている。そ

の理由は、資料５－６－①－１、資料５－６－①－４および資料５－６－③－１～資料５－６－③

－２に示す通り、創造工学実験、産業財産権特論および産業財産権特論をカリキュラム取り入れ創

造性を育む教育が行われているためである。また、インターンシップ（必修科目）の活用も図られ

ている。その理由は、資料５－６－①－３、資料５－６－③－４に示す通り、専攻科インターンシ

ップが実施されているからである。 
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資料５－６－③－１ 産業財産権特論シラバス  

                    

（出典：専攻科シラバス） 
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資料５－６－③－３  産業デザイン演習調査課題評価シート 

産業デザイン演習・調査課題評価シート 

                            専攻 

                            番号 

                            名前 

評価シート.1 

 

 

 

評価項目 

グループ No. グループ No. グループ No. グループ No. グループ No. 

１．独自性      

２．市場性      

３．技術的説得力      

４．発展性      

                           評価点 項目ごとに 5 点満点 

 

１．独自性：商品の着想、新しさ、提案内容のオリジナリティがあるか？ 

２．市場性：商品販売先についての説得力はあるか？ 

３．技術的説得力：商品化にあたっての技術的裏付けは確かか？ 

４．発展性：提案商品をベースにした将来性はあるか？ 

５．意匠性：使用する環境にふさわしい形のあり方を追求しているか？ 

 

（出典：産業デザイン演習プロセス評価）  
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資料５－６－③－４ 専攻科インターンシップガイダンス（抜粋） 

（出典：専攻科主事室資料） 
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観点５－７－①： 教育の目的に照らして、教養教育や研究指導が適切に行われているか。 

（観点に係る状況） 本校の教育理念および専攻科の教育目的（３）の「国際化に対応できる技術

者」（前掲資料５－５－②－１）を実現するため、一般科目の語学系科目を配置している（前掲資料

５－５－①－１）。また、技術者としての高い倫理観を達成するため、環境倫理学および工学倫理を

開講している（前掲資料５－５－①－１）。さらに、観点５－５－③で示したように他の高等教育機

関において教養教育科目の取得が可能である（前掲資料５－５－③－１～前掲資料５－５－③－４）。 

 専攻科研究論文は、研究指導を１年半にわたって行い、ものづくりや研究開発などの分野で、先

端技術にも対応でき、創造性のある実践的エンジニアの育成を目的としている（前掲資料５－６－

①－２）。研究テーマは基本的に学生一人１テーマとして、教員から提出された多くのテーマの中か

ら学生に希望テーマを選択させている（資料５－７－①－１）。研究指導体制は、指導教員とほぼマ

ンツーマンで行われているが、教育支援室の下、技術職員による実践指導もできる体制になってい

る。学生は、指導教員および技術職員によるきめ細かな指導・支援のもとで得られた専攻科研究論

文の成果を学会等で発表し（資料５－７－①－２）、学校もそれに対して必要な旅費の補助を行って

いる（資料５－７－①－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、教育の目的に照らして、教養教育や研究指導が適切に

行われている。その理由は、前掲資料５－５－①－１および前掲資料５－５－③－１～前掲資料５

－５－③－４に示すように教養教育が行われ、資料５－７－①－１～資料５－７－①－３に示すよ

うに、研究指導が適切に行われているからである。 
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資料５－７－①―１ 平成２５年度専攻科研究論文募集テーマおよび配属先の例 

 

 

 

 

 

 

（出典：専攻科主事室資料）  
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資料５－７－①―２ 専攻科学生学会発表実績 

 

（出典：専攻科主事室資料）  
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資料５－７－①－３ 平成２４年度専攻科学生学会発表旅費補助実績 

 

 

（出典：専攻科主事室資料）  
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観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され、学生に周知さ

れているか。また、これらの規定に従って、成績評価、単位認定、修了認定が適

切に実施されているか。 

（観点に係る状況） 専攻科の成績評価・単位認定規定や進級・修了認定規定は、学則第 53 条に

従って「専攻科における単位の修得に関する規定」（前掲資料５－５－③－６）および「専攻科にお

ける学業成績の評価並びに単位の認定および修了に関する規定」（資料５－８－①－１）に定められ

ており、これらは学生便覧および専攻科ガイダンス資料（資料５－８－①－２）に掲載し、新入生

オリエンテーションで専攻科主事が学生に説明・周知している。 

各科目の成績評価は、規定に基づき担当教員が策定した評価方法をシラバスに明記し（前掲資料

５－６－②－１）、最初の授業時に担当教員が学生に説明・周知している。上述の規定に定められた

成績評価基準や修了認定基準に従って、単位認定、修了認定は全教員参加の修了査定会議で行われ

ている（資料５－８－①－３、別添資料５－８－①－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 専攻科では、成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として

策定され、学生に周知されている。その理由は、資料５－８－①－１～資料５－８－①－２で示す

通り、成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され、学生に周知されているから

である。また、これらの規定に従い、成績評価、単位認定、修了認定が適切に実施されている。そ

の理由は、資料５－８－①－３および別添資料５－８－①－４に示す通り、専攻科の単位認定、修

了認定は成績評価基準に修了認定基準に従って全教員参加の修了査定会議で行われているからであ

る。 
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資料５－８－①―１ 久留米工業高等専門学校専攻科における学業成績の評価並びに単

位の認定及び修了に関する規定 (1/2) 

 

久留米工業高等専門学校専攻科における学業成績 

の評価並びに単位の認定及び修了に関する規程 

        （平成１８年３月１６日制定） 

第１章  総    論 

 

  第１条  この規程は、久留米工業高等専門学校学則第 53 条第 3 項の規定に基づき専攻科における学

業成績の評価及び修了に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２章 受講及び履修 

 

第２条 当該学年の受講及び履修は、学則第４９条に定める教育課程表に基づき必修科目及び選択科

目を受講履修する。 

２．選択科目の受講については、予め、校長に選択科目履修届を提出し受講するものとする。 

３. 各科目とも開講時数の５分の４以上出席した者は、履修と認める。ただし、授業担当教員が履修上、

特別の事情があると判断した場合は履修を認めないことができる。 

４ 遅刻及び早退は 3 回をもって、 欠課 1 回とする。 

第３条 授業に遅刻、早退又は欠席した者で、その理由が次の各号の一に該当すると校長が認めた者

については、受講と認める。 

（１） 忌引きの場合 

（２） 出席停止（懲戒を除く）の場合 

（３） 公共交通機関障害による場合 

（４） 学校行事へ参加した場合 

（５） 校長が認めた行事へ学校代表として参加した場合 

（６） その他やむを得ない事情と校長が認めた場合 

第４条 前条の規定により授業に遅刻、早退又は欠席した場合は、補講を受けることができる。 

 

第３章 試 験 

 

第５条 試験は、定期試験によるものの他適宜行うことができる。 

第６条 定期試験は、該当科目の授業計画書（以下「シラバス」という。）に従って実施するものとす

る。 
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資料５－８－①―１ 久留米工業高等専門学校専攻科における学業成績の評価並びに単

位の認定及び修了に関する規定 (2/2) 

 

第７条 試験中不正行為を行った者の当該試験期間中の試験成績は０点とし、不正行為後の当該試験

期間中の受験は認めないものとする。なお、第８条の適用は認めない。 

２ 前項以外の理由で停学を受け、試験を受けられなかった者の停学期間中の試験成績は０点とする。 

第８条 第３条に規定する事由により定期試験を受験することができなかった者は、本人の願い出に

より校長が認めた場合は追試験を受けることができる。 

第９条 追試験の願い出は、別に定める様式とする。 

 

第４章 成績の評価 

 

第１０条 第２条の規定により履修と認められた者の成績の評価は、該当科目のシラバスに従って実

施し、１００点法で行うものとする。 

 

第１１条 学年末成績の評価は、次の 4 段階（A、B、C、D）で評価する。 

 A  ８０点以上 

 B  ７９点以下７０点以上 

 C  ６９点以下６０点以上 

 D  ５９点以下 

 

第５章 単位の修得 

 

第１２条 単位の修得は、成績の評価が６０点以上で当該科目担当教員が単位を認定した科目につい

て、単位の修得を認める。 

 

第６章 専攻科課程の修了 

 

第１３条 専攻科課程の修了は、久留米工業高等専門学校学則及び久留米工業高等専門学校専攻科に

おける単位の修得に関する規程に基づき、専攻科修了認定に関する査定会議の議を経て校長が行な

う。 

 

 

附 則 

１．この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

２．久留米工業高等専門学校専攻科における学業成績の評価並びに単位の認定及び修了に関する規程

（平成１５年４月１日制定）は、この規則制定の日から廃止する。       

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料５－８－①－２ 平成２５年度専攻科ガイダンス資料 

 

 

 

（出典：平成 25 年度専攻科ガイダンス資料） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 準学士課程では、実践的技術者育成のために実験・実習科目を配置し、学生の進学

にも就職にも対応した科目配置を行い、高学年の講義や卒業研究で創造性を育む授業が実施され、

さらにインターンシップを通じて社会からの要請にも対応している。また、豊かな人間性の涵養を

図るために、特別活動が充実し、クラブ活動や学生が自主的に運営する学生会活動等を支援してい

る。 

 また、専攻科課程における、企画立案、実施、発表と学生の自主性を重んじた教育や、グループ

単位で問題解決に当たらせる教育など、実践的な技術者の育成を目指し取組んでいる点が優れてい

る。 

 

（改善を要する点） 該当なし。 

 

 

資料５－８－①－３ 専攻科修了査定会議開催通知 

 

 

 

 

（出典：学生課教務係資料） 
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（３）基準５の自己評価の概要 

準学士課程においては、学年ごとの授業科目の配置は、教育目的に沿って、低学年では一般基礎科

目を、高学年になるに従い専門科目を中心に体系的に配置している。また、各学科とも実践的技術者

育成のために、実験･実習科目を配置している。編入学生や外国人留学生などに対しては、状況に応じ

た学習指導を行っている。開講科目は、教育の目的に照らして講義、演習、実験、実習がバランス良

く配置されている。各科目では、適切にシラバスが作成され、学生に説明した上での活用がなされて

いる。また、創造性を育む授業が実施され、高学年では短期インターンシップ報告会・卒業研究発表

会を行って、創造性の育成が図られている。成績評価及び進級・卒業認定の基準については、明確に

規定されており、学生への周知も徹底されている。及落査定会議、卒業査定会議については、全教員

の出席のもとで行われている。特別活動については、人間の素養の涵養を図るために各種文化・体育

関連イベント、安全に関する指導･講習が実施されるなど、学生の自立の精神や創造性を培うような方

策が取られている。 

また、専攻科課程の教育課程においては、準学士課程との継続性が配慮され、さらに、他専攻の科

目を修得できるよう配慮されており、学際的に幅広く学習できる教育課程となっている。適切な割合

に配置されている講義、演習、実験、実習の四つの授業形態で授業が実施されており、尐人数で、教

員の目が行き届いた教育が行なわれている。また、グループ単位で問題解決に当たらせる教育など様々

な形態のＰＢＬ教育、並びに専攻科インターンシップが行なわれている。教育課程表の各科目におい

ては、適切にシラバスが整備され、冊子の配布とホームページ上での開示が行われている。研究指導

に関して、指導教員及び技術職員により適切に教育・研究支援が行われ、学生の力を十分に伸ばすよ

うに配慮されている。成績評価や修了認定の基準については、明確に規定、開示されており、適切に

運用されている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として、その教育の目的に沿った形で、課程に応じて、学生が卒

業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力、養成する人材像等について、その

達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

（観点に係る状況） 

 準学士課程では、本校準学士課程の教育目的及び目標に沿って、必修科目、選択科目が配置され

た教育課程が編成されており、必修科目及び選択科目の必要単位数を修得することにより、教育目

的及び目標の達成が確認できる。準学士課程５年生に対しては、年度末に全教員参加のもとで、卒

業査定会議を実施している（資料６－１－①－１）。卒業査定会議では、卒業査定資料をもとに、卒

業に相応しい学力、能力の修得について審議し、卒業認定を行っている（別添資料６－１－①－２）。

準学士課程１年生から４年生に対しては、年度末に全教員参加のもとで、及落査定会議を実施して

いる（資料６－１－①－３）。及落査定会議では、及落査定資料をもとに、当該学年の所定の単位を

全て修得し、特別活動への必要参加時間を満たした学生の進級について審議し及落査定を行ってい

る（別添資料６－１－①－４）。 

 

 

  

  

資料６－１－①―１ 
 

準学士課程卒業査定会議開催通知 
 

                        平成２５年２月２６日 
  
  教 員 各 位 
                    校  長   
     
     
    平成２４年度  本科５年卒業査定会議の開催について（通知） 
 
 標記のことについて、下記のとおり開催しますので御出席くださるよう 
お知らせします。 
 なお、欠席される方は事前に教務係へ連絡してください。 
 
             記 
 
１  日    時     平成２５年３月８日（金）１３時３０分から 
 
２  場    所     大会議室 
 
３  議    題 
  (1)  平成２４年度 本科５年卒業査定について 
 
 

（出典：卒業査定会議の開催通知メール） 
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専攻科課程では、準学士課程と同様に、本校専攻科課程の教育目的及び目標に沿って、一般科目、

専門基礎科目、専門科目が配置された教育課程が編成されており、教育課程に示された必要単位数

を満たすことにより、教育目的及び目標の達成が確認できる。専攻科は機械・電気システム工学専

攻と物質工学専攻に分けられ、機械・電気システム工学専攻はさらに機械工学コース、電気電子工

学コース、制御情報工学コースの３コース、物質工学専攻は生物応用化学コース、材料工学コース

の２コースに分けられる。専門科目の選択科目については、専門性を深めるために各コースで履修

すべき科目を定め、かつ最低修得単位数を指定しており、専攻科生は適切に選択科目を修得してい

る。全教員参加のもとで修了査定会議を年度末に開催し、専攻科学生の修了の審議を行っている（資

料６－１－①－５）。修了査定会議では、学業成績一覧表などの資料に基づき、修了までに必要な単

位修得の規定に従って、学生が修了時に身に付ける学力や資質・能力がふさわしいと認められたも

のに対して修了認定を行っている（別添資料６－１－①－６）。 

  

資料６－１－①―３ 
 

準学士課程及落査定会議開催通知 
 

                        平成２５年２月２６日 
  
  教 員 各 位 
                    校  長   
     
     
    平成２４年度  本科１～４年及落査定会議の開催 

について（通知） 
 
 標記のことについて、下記のとおり開催しますので御出席くださるよう 
お知らせします。 
 なお、欠席される方は事前に教務係へ連絡してください。 
 
             記 
 
１  日    時     平成２５年 ３月１９日（月）１３時３０分～ 
 
２  場    所     大会議室 
 
３  議    題 
  (1)  平成２４年度 本科１～４年及落査定について 

 
 

（出典：及落査定会議の開催通知メール） 
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 （分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程、専攻科課程ともにそれぞれの課程での教育目的及び目標が明確に定められ、準学士

課程では学年末に全教員参加のもと卒業査定会議と及落査定会議を開催し、また、同様に専攻科課

程でも修了査定会議を開催し、各課程での教育目的及び目標の達成状況を評価、確認しており、適

切な取組が行われている。 

資料６－１－①―５ 
 

専攻科課程修了査定会議開催通知 
 

                    平成２５年２月２０日 

  

 教 員 各 位 

                         議  長 

     

     

   平成２４年度 専攻科修了査定会議の開催について（通知） 

 

 標記のことについて、下記のとおり開催しますので御出席くださるよう 

お知らせします。 

 なお、欠席される方は事前に教務係へ連絡してください。 

 

              記 

 

１  日   時     平成２５年２月２６日（火）１５時００分～ 

 

２  場   所     大会議室 

 

３  議   題  (1)  平成２４年度 専攻科２年修了査定について 

 

 
 

（出典：専攻科修了査定会議の開催通知メール） 
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力につ

いて、学校としてその達成状況を評価した結果から判断して、教育の成果や効果

が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

 準学士課程及び専攻科課程の原級率（平成24年度）は、それぞれ４％及び６％であり、準学士課

程及び専攻科課程の進級率（平成24年度）は、それぞれ94％及び90％である（別添資料６－１－②

－１）。 

準学士課程では、５年に学科ごとの卒業研究発表会を実施し、全学生が研究発表または卒業制作

発表を行っている（別添資料６－１－②－２）。専攻科課程では、各専攻において、１年では専攻科

研究論文の中間発表会を、２年では複数教員が評価する最終的な研究発表会を行っている（資料６

－１－②－３）（別添資料６－１－②－４）。また、多くの学生が学協会などの外部の研究発表会で

も研究成果の発表を行っている（別添資料６－１－②－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程及び専攻科課程の進級率は高率を維持しており、卒業研究、卒業制作などの成果から

教育の成果や効果が上がっている。 
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資料６－１－②―３ 

 

専攻科研究論文評価方法（機械・電気システム専攻発表評価） 

 

 

 

（出典：専攻科 機械・電気システム工学専攻（電気電子システム工学コース）） 

専攻科研究論文発表評価表 
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について、就職や

進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して、教育の

成果や効果が上がっているか。 

（観点に係る状況） 

 準学士課程、専攻科課程の就職に関しては、就職希望者の98％（平成20年度～24年度平均値）が

就職している（資料６－１－③－１）。また、ほとんどが各学科・各専攻の専門に関連した企業に就

職している（資料６－１－③－２）。 

進学に関しても、進学希望者の94％（平成20年度～24年度平均値）が進学している（資料６－１

－③－３）。準学士課程卒業生の進学先は本校専攻科または工学系の国立大学であり、専攻科課程修

了生の大学院進学先も工学系の国立大学がほとんどである（資料６－１－③－４）。 

  

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程、専攻科課程のいずれの課程においても、就職希望者及び進学希望者の就職率及び進

学率は高率となっている。また、ほとんどが各学科・各専攻の専門に関連した企業・高専専攻科・

大学・大学院等に就職・進学している状況から、教育の成果や効果は上がっている。 
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資料６－１－③―１ 

 

平成 20 年度～24 年度 就職状況 

38 23 22 96%
41 21 21 100%
36 13 13 100%
33 13 13 100%
34 25 23 92%

182 95 92 97%
19 12 12 100%
15 7 7 100%
34 19 19 100%
33 14 14 100%
41 24 24 100%
31 15 15 100%
48 26 26 100%
38 17 17 100%

191 96 96 100%
16 10 10 100%
16 8 8 100%
32 18 18 100%
43 28 28 100%
34 24 24 100%
47 16 16 100%
38 22 22 100%
28 18 18 100%

190 108 108 100%
20 8 8 100%
15 8 8 100%
35 16 16 100%
45 29 29 100%
38 22 20 91%
40 17 17 100%
33 20 20 100%
48 36 35 97%

204 124 121 98%
26 19 19 100%
15 10 10 100%
41 29 29 100%
42 24 23 96%
42 21 21 100%
36 19 19 100%
32 15 15 100%
44 26 26 100%

196 105 104 99%
29 21 17 81%
16 12 12 100%
45 33 29 88%

物質工学専攻
合計

就職

合計

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻
合計

卒業・
修了者数

物質工学専攻

20年度

21年度

材料工学科

機械工学科
電気電子工学科

機械・電気システム工学専攻

制御情報工学科
生物応用化学科
材料工学科

23年度

24年度

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科

合計

合計

物質工学専攻

生物応用化学科
材料工学科

合計
機械・電気システム工学専攻

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科
材料工学科

年度 学科・専攻科名

合計
機械・電気システム工学専攻

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科
材料工学科22年度

合計

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科

就職希望者
数 就職者数 就職率

                               （出典：学生課資料） 
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資料６－１－③―２ 

 

平成 24 年度就職先一覧 

 

平成 24 年度卒業生（本学科）の就職先企業    

機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 

(株)明治関西工場 

(株)牧野フライス製作所 

(株)三 松 

富士重工(株) 

ダイキン工業(株) 

(株)デザインネットワーク 

(株)アドバンテストﾞ 

メディック 

積水化学工業(株) 

山 九(株)ﾞ 

キャノン(株) 

シバタ精機(株) 

(株)九州フジパン 

山 九 (株) 

林テレンプ (株) 

住友化学(株) 

中部電力(株) 

三菱重工業(株) 

工作機械本部 

三菱重工業(株) 

高砂製作所 

IHI エアロスペース・エンジ

ニアリング 

日本精工(株) 

出光エンジニアリング(株) 

JFE スチール西日本 

 

関西電力(株) 

富士通(株) 

(株)フランソワ 

西部電機(株) 

(株)ジーサウスシステム 

東芝メディカルシステムズ

株) 

(株)ミニミニ九州 

(株)栄電舎 

麒麟麦酒(株)福岡工場 

出光興産(株 

(株)ジーエス・ユアサフィー

ルディングス 

中部電力(株)ﾞ 

第一精工(株) 

(株)フリーダム 

日本タングステン(株) 

西日本旅客鉄道(株) 

KCCS モバイルエンジニア

リング 

(株)ネクシス 

アイコム(株) 

NOK(株) 

富士重工業(株) 

  

(株)創世エンジニアリング 

セイコーエプソン(株) 

九州電力(株) 

富士ゼロックス福岡（株) 

(株)トヨタプロダクションエ

ンジニアリング 

(株)ムーンスター 

安川コントロール(株) 

(株)栄電舎 

(株)三井ハイテック 

(株)トヨタプロダクションエ

ンジニアリング 

日本放送協会 

富士重工業(株) 

メタウォーター(株) 

(株)ネクシス 

富士ゼロックス福岡(株) 

(株)システムニシツウ 

久留米ガス(株) 

大和製罐(株)九州工場 

九電テクノシステムズ(株) 

 

 

 

田口電機工業㈱ 

シオノギ分析センター(株) 

武田薬品工業(株) 

ニプロ㈱ 

大日精化工業(株) 

協和発酵バイオ(株) 

第一三共プロファーマ(株) 

出光興産(株) 

(株)大石膏盛堂 

(株)ムーンスター 

昭和化学工業(株) 

極東石油工業合同会社 

 

 

  

  

  

  

  

  

株)ネクシス 

第一精工(株) 

鳥栖シール工業(株) 

日清紡ブレーキ(株)館林

事業所 

日本ピストンリング㈱ 

東洋鋼鈑(株) 

宇部興産(株) 

東伸熱工(株) 

田口電機工業(株) 

(株)三 松 

(株)九州エルピー 

中部鋼鈑(株) 

(株)シマノ 

高周波熱錬(株) 

新日鉄住金(株) 

(株)フジコー 

TOWA(株) 

昭栄化学工業(株) 

DOWAサーモエンジニアリ

ング 

(株)アーレスティ 

ラサスティール(株) 

NOK グループ 

エンケイ(株) 

(株)東研サーモテック 

旭テック(株) 

旭化成ケミカルズ(株) 

 

  

  

  

  

  

  

平成 24 年度修了生（専攻科）の就職先企業    

機械・電気システム工学専攻 物質工学専攻 

トーマス(株)、(株)オーレック、富士電機(株)、冨士古河 E＆C(株)、
八光オートメーション(株)、(株)富士通アドバンストソリューショ
ンズ、リコーテクノシステムズ(株)、(株)資生堂、旭化成ケミカル
ズ(株)、九電テクノシステムズ(株)、(株)オートメイション・テク
ノロジー、トヨタテクニカルディベロップメント(株)、(株)ヒロエ
ンジニアリング、国立大学法人、第一精工(株)、日立 INS ソフトウ
ェア(株) 

森永乳業(株)、ヤマハ発動機(株)、(株)日本
生物製剤久留米工場、日本電産(株)、DIC(株)
千葉工場、東燃化学合同会社、アステラス製
薬(株)、ダイキン工業(株)、沢井製薬(株)、
旭化成(株)、日東電工(株)豊橋事業所 

日本精工(株)  

 

（出典：平成 25 年度学校要覧資料） 

 

 

 



久留米工業高等専門学校 基準６ 

- 175 - 

 

 

資料６－１－③―３ 

 

平成 20 年度～24 年度 進学状況 

 

38 17 15 88%
41 21 18 86%
36 24 23 96%
33 20 19 95%
34 11 10 91%

182 93 85 91%

19 7 7 100%
15 8 8 100%

34 15 15 100%

33 17 17 100%
41 15 15 100%
31 15 15 100%
48 22 22 100%
38 19 16 84%

191 88 85 97%

16 6 6 100%
16 8 8 100%

32 14 14 100%

43 15 12 80%
34 10 9 90%
47 31 27 87%
38 14 14 100%
28 15 9 60%

190 85 71 84%

20 10 10 100%
15 7 7 100%

35 17 17 100%

45 17 15 88%
38 15 15 100%
40 23 21 91%
33 13 13 100%
48 11 11 100%

204 79 75 95%

26 7 7 100%
15 5 5 100%

41 12 12 100%

42 17 17 100%
42 20 19 95%
36 17 16 94%
32 18 16 89%
44 18 18 100%

196 90 86 96%

29 12 11 92%
16 4 4 100%

45 16 15 94%

24年度

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科

材料工学科

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻

合計

23年度

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科

材料工学科

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻

合計

22年度

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科

材料工学科

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻

合計

21年度

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科

材料工学科

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻

合計

20年度

機械工学科
電気電子工学科
制御情報工学科
生物応用化学科

材料工学科

合計
機械・電気システム工学専攻

物質工学専攻

合計

年度 学科・専攻科名
卒業・

修了者数

進学

進学希望者数 進学者数 進学率

 

 

（出典：学生課資料） 
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資料６－１－③―４ 

 

平成２４年度進学先一覧 

 
卒業生（本科）の編入学先大学  

機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 

九州大学工学部 
九州工業大学工学
部 
佐賀大学理工学部 
熊本大学工学部 
鹿児島大学工学部 
大阪大学工学部 
首都大学東京シス
テムデザイン学部 
九州造形短期大学
工業科 

九州大学工学部 
九州工業大学工学部 
東京大学工学部 
東京工業大学理学部 
筑波大学理工学群 
豊橋技術科学大学工
学部 
大阪大学工学部 
広島大学工学部 
 
 

九州大学工学部 
九州工業大学情報工
学部 
佐賀大学理工学部 
宮崎大学工学部 
琉球大学工学部 
東京大学工学部 
筑波大学情報学群 
室蘭工業大学情報電
子工学系学科 
 

九州大学工学部 
千葉大学工学部 
豊橋技術科学大学
工学部 
長岡技術科学大学
工学部 
広島大学生物生産
学部 
 

九州大学工学部 
九州工業大学工学
部 
佐賀大学理工学部 
熊本大学工学部 
豊橋技術科学大学
工学部 
長岡技術科学大学
工学部 
茨城大学教育学部 

 
 
 
卒業生（本科）の本校専攻科入学者数 （３０名） 

機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 合 計 

４※ ７ ６※ ８ ５ ３０ 

  ※既卒者１名を含む。 
 
 
修了生（専攻科）の入学先大学院  

機械・電気システム工学専攻 物質工学専攻 

九州大学大学院 (総合理工学府) 
〃    (システム情報科学府) 

九州工業大学大学院（生体工学研究科） 
東京大学大学院（新領域創成科学研究科） 
東京工業大学大学院（総合理工学研究科） 
筑波大学大学院（システム情報工学研究科） 
京都大学大学院（情報学研究科） 
北海道大学大学院（情報科学研究科） 
 

九州大学大学院 (総合理工学府) 
 

 

（出典：平成２５年度学校要覧資料） 
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観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等、学生からの意見聴取の結果から判断して、教育

の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校では、準学士課程の卒業生及び専攻科課程の修了生に対して、教育目的の達成度に関する自

己評価アンケート（資料６－１－④－１）および学生支援に関するアンケート（資料６－１－④－

２）を実施しており、その集計結果は自己評価検討委員会及び学科長委員会に報告されている（別

添資料６－１－④－３、資料６－1－④－４）。平成24年度の準学士課程卒業生を対象とした教育目

的の達成度に関する自己評価アンケート結果では、語学・数学・物理・化学などの一般基礎科目、

各学科の専門科目とも、知識が身についたと自己評価する学生が大勢を占めており、本校の教育目

的･目標に則した教育がなされ、教育成果が上がっていると判断できる。また、専攻科課程において

も同様に修了生対象の自己評価アンケート結果から、同様の判断を下している（別添資料６－１－

④－３、資料６－１－④－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 準学士課程卒業並びに専攻科課程修了時の教育目的の達成度に関する自己評価アンケートの項目

の中に、学習達成度に関する項目を設定しており、学生には、本校並びに各学科の教育目的に照ら

し合わせ、学習到達度を判断することができるよう配慮されている。おおむね身についたという結

果が得られており、本校が設定する教育目的・目標に妥当性があり、教育成果は上がっている。 
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資料６－１－④－１ 

 
（出典：教育目的の達成度に関する自己評価アンケート） 
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資料６－１－④－２ 

2006/06/17 12:00:00 

学生支援に関するアンケート 

該当する回答を丸で囲んで下さい。 

1. 質問に行って教えてもらう、演習やテストで間違ったところを再度説明してもらう、勉強

のしかたをアドバイスしてもらう、などの学習支援を受けることができましたか？ 

◎ 十分に受けることができた    ○ ある程度受けることができた 

△ あまり受けることができなかった × 全く受けることができなかった 

2. 実験，実習，卒業研究で適切な指導を受けましたか？ 

◎ 適切な指導を受けた       ○ ある程度適切な指導を受けた 

△ 指導が十分ではなかった     × 全く受けることができなかった 

3. 進学または就職に関するガイダンス，進路指導を受けることができましたか？ 

◎ 十分受けることができた     ○ ある程度受けることができた 

△ 不十分だった          × ほとんどなかった 

4. 自習を行う学習環境 (教室，図書室、研究室などの施設や設備) に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

5. 図書館においてある本，参考書，雑誌に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

6. クラブ活動や学生会活動などの課外活動での学校側の支援や助言に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

7. 困った事や悩み事があるときに相談できる教職員はいましたか？ いた場合には教職員の

役職名を記入して下さい(先生の個人名ではなく、担任，学生相談室教員、寮務事務員な

どの役職名を記入) 

○ 相談できる教職員がいた(          )    × いなかった 

 

■ 具体的な要望や意見がある場合に記入して下さい(裏にも記入可)。 

 

（出典：学生支援に関するアンケート） 
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資料６－１－④－４ 

 

（出典：平成 25 年度第 2回自己評価検討委員会議事録） 
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資料６－１－④－５(1) 

 

（出典：専攻科主事室より提供） 
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資料６－１－④－５(2) 

 

（出典：専攻科主事室より提供） 
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観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先等の関係者から、卒業（修了）生が在学時に身に付け

た学力や資質・能力や、卒業（修了）後の成果等に関する意見を聴取する等の取

組を実施しているか。また、その結果から判断して、教育の成果や効果が上がっ

ているか。 

 

（観点に係る状況） 

 卒業生・修了生の就職先への企業訪問あるいは卒業生に対するアンケート調査を学科ごとに実施

している（資料６－１－⑤－１、１－⑤－２）。その結果から準学士課程の卒業生及び専攻科修了生

はいずれも、学力や資質、能力についておおむね、修得できていることが分かった（資料６－１－

⑤－３）。また、（独）国立高等専門学校機構が国立高等専門学校卒業生を対象としたアンケート調

査を実施しており、その結果はウェブ上で公開され（資料６－１－⑤－４）、準学士課程および専攻

科課程の教育に対する総合満足度は比較的高いということがわかった。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 卒業生、修了生へのアンケートが継続的に実施されており、就職先企業からも意見聴取が実施さ

れている。それらの結果から判断して、教育の成果や効果が上がっている。 
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資料６－１－⑤－１ 

 

（出典：制御情報工学科より提供） 
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資料６－１－⑤―２ 

 

（出典：制御情報工学科より提供） 
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資料６－１－⑤－３ 

 

 

（出典：制御情報工学科より提供） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 準学士課程及び専攻科課程の進級率は高率を維持しており、卒業研究、卒業製作などの成果から

教育の成果や効果が上がっているものといえる。また、準学士課程、専攻科課程のいずれの課程に

おいても、就職希望者及び進学希望者の就職率及び進学率は高率を維持している。さらに、競争率

の高い企業や大学、大学院に多くの就職、進学の実績があり、本校の教育が十分寄与していると判

断できる。 

 

（改善を要する点） 

 該当なし。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

準学士課程、専攻科課程ともにそれぞれの課程での教育目的及び目標が明確に定められ、卒業・

修了査定会議及び及落査定会議により教育目的及び目標の達成状況を評価、確認している。また、

準学士課程及び専攻科課程の進級率は高率を維持しており、就職希望者及び進学希望者の就職率及

び進学率も高率を維持している。 

また、それらの状況を把握するために、在学生・卒業生・修了生及び就職先企業に対する各種ア

ンケートの実施及びその結果の開示システムが確立されている。これらの各種アンケート結果から

判断しても、教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

資料６－１－⑤－４ 

 

（出典：（独）国立高等専門学校機構のウェブページ） 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され、適切に実施されているか。また、

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され、機能してい

るか。 

（観点に係る状況） 学習を進めるためのガイダンスは、入学時の説明会と合宿研修（１泊２日）

で実施されている（資料７－１－①－１、７－１－①－２）。合宿研修では後期中等教育機関と高等

教育機関の相違を指導し、学生の自覚を促している（資料７－１－①－３、７－１－①－４）。専攻

科学生は、入学時に履修の手引きを配布し、ガイダンスが実施されている（資料７－１－①－５）。 

学習を行う上での情報は、年度初めに学生全員に配布される学生便覧や、隔週で開催される担任

会を通して、学生に伝達される。学級担任によるホームルームでは、学習遂行上の情報伝達してい

る（資料７－１－①－６、７－１－①－７）。 

学生の学習上の相談・助言などの支援は、学級担任・科目担当教員が、昼休みや放課後に随時行って

いる。また、オフィスアワーを設けている学科もある（資料７－１－①－８）。さらに学生支援アドバ

イザーが学習指導、就職指導を実施している（資料７－１－①－９）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 本校では入学当初のガイダンス、並びに入学後の毎週開催されるホ

ームルームを通して、学生が学習を進めるために必要な情報の伝達及び相談・助言する体制が整備

され、機能している。 
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資料７－１－１－１     新入生オリエンテーション資料 

 

４月８日(月) 入学式後 

※提出書類は、学生に持たせてください。 

 

各学科事務手続の会場 [教室]へ学生のみ先に移動（担任引率） 

・機 械 工 学 科（略記号：Ａ）  Ｄ４教室 

・電気電子工学科（略記号：Ｅ）  ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ 多目的室 

・制御情報工学科（略記号：Ｓ）  Ｄ１教室 

・生物応用化学科（略記号：Ｃ）  Ｃ１教室（生化講義室） 

・材 料 工 学 科（略記号：Ｍ）  Ｄ２教室 

 

事務手続【学生】11:10～11:50  

※ 学生が提出する書類 

・誓約書 

・平成２５年度学生カード 

・日本スポーツ振興センター災害共済給付契約同意書 

・合宿研修承諾書 

・新入生健康調査票 

・進学届(日本学生支援機構奨学生採用侯補者のみ) 

 

★ 学生に配布される証明書等 

・学生証 

・通学証明書 

 

学科紹介【保護者同席】11:50～12:50  

・学科長挨拶 

・学科教員の紹介 

・教育課程の説明 

・その他 

新入寮生昼食会【該当学生及び保護者】12:50～14:00  

・学生寮１階 食堂 

 

新入寮生説明会【該当学生及び保護者】14:00～15:30  

・学生寮１階 食堂 

 

（出典：平成 25 年度新入生オリエンテーション資料） 
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資料７－１－①－２ 

 

（出典：平成 25 年度 1 年生合宿のしおり） 
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資料７－１－①－３ 

1 年生合宿研修における学習ガイダンス資料 

 

 

 ■久留米高専とは 

・入学後、1 週間の高専の印象 

  ・久留米高専の沿革  伝統の重み、旧制→工業短大→新制→専攻科設立（学校要覧） 

            卒業生の活躍 

・高専制度 

・久留米高専の理念 

  「自立の精神と創造性に富み、広い視野と豊かな心を兼ね備えた、社会に貢献できる技術

者の育成」 

・高専の授業、定期試験（カリキュラム、教務規程等） 

・課外活動 

・多様な進路 

就職（求人数、実践的技術者としての期待） 

   進学（専攻科、大学） 

 

 ■新入生に望むこと 

  ・自立の精神－中学校とは大きく異なる、勉強方法を見つける、工夫をする 

        （具体例を挙げて説明） 

・基礎学力の充実－「読み書きソロバン」 

・プロフェッショナルなエンジニアを目指す 

（プロスポーツ、音楽家を例に説明－一見華やかだが、地道な） 

    基礎訓練を怠らない、知恵と工夫、切磋琢磨 

  ・冒険心 
  ・人と交わる、自然に触れる、本を読む 

 

 ■日常の心掛け 

  ・授業は真剣勝負 

    授業を重視、中学校とは異なる、学習塾に頼らない、出来ればアルバイトをしない、 

  ・勉強方法の確立 

  内容が段々と高度になれば、日頃の勉学の積み重ねがなければ、ついていけなくなる 

  受験勉強とは異なる勉強方法を各自が工夫する－重要なポイントの把握、分からないこ

とを粘り強く考える、五感を働かせる 

・対話を大切に 

    友人、保護者、教員、学生相談室 

・連絡は掲示板、書類は自分で書く、規則は学生便覧参照 

    「生徒」ではなく、「学生」 

 

（出典：教務主事新入生合宿研修メモ） 
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資料７－１－①－４ 

1 年生合宿研修における学校生活ガイダンス資料 

 

 

  

（出典：新入生合宿研修 学生主事講話資料） 
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資料７－１－①－５ 

専攻科ガイダンス資料 

 

（出典：平成 25 年度専攻科ガイダンス資料） 
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資料７－１－①－６ 

平成２５年度 第１回学級担任会 

 

期 日   平成２５年４月４日(木) １０：００～１１：３０予定 

場 所  大会議室 

 

【全 体】 

１ 各主事、学生相談室長挨拶 

 

２ オリエンテーションについて（資料） 

・オリエンテーションでの配付資料 

   ・オリエンテーション日程等 

 

３ オリエンテーション関係以外の配付物について 

   ・シラバス（各クラス 2 冊、専攻科生）:１～５年はクラスに２冊配置、専攻科は学生課へ 

取りに行くよう周知依頼 

・実験実習安全必携(本科１年、専攻科１年)：後日配付 

・学生便覧(平成２５年度版) ：１年生は、入学式当日配付資料に同封 

２年生以上は、学生生活支援係へ取りに行くよう（２名以上）指示し、配

付依頼 

 

 ４ 今後の行事予定   

   ・４月 ８日(月)： 入学式、１年生教科書販売（機材棟１Ｆ9：00～13：30） 

    ・４月 ９日(火)： 始業式、オリエンテーション、教科書販売（機材棟１Ｆ8：00～13：

00、クラス写真撮影(全学)、健康診断(本科 4、5 年、専攻科生) 

    ・４月１０日(水)： 前期授業開始、教科書販売（機材棟１Ｆ8：00～13：00） 

健康診断(本科 1～3 年健康診断実施のため午後授業なし)  

クラブ顧問・部長会議（15:50～）引き続き体育館調整会議  

     ・４月１３日(土)： TOEIC 検定試験 

   ・４月２２日(月)～２４日(水)：公開授業 

   ・４月２６日(金)～２７日(土)：１年生合宿研修（夜須） 

・５月 ８日(水)： 午後クラスマッチ（本科午後授業なし） 

   ・５月 ９日(木)： クラスマッチ（本科授業なし） 

 

【教務関係】 

１ 数学診断テストの実施について（１年生のみ） 

  ４月９日（火）[10：20～11：20]に実施 試験問題は学生課で保管、試験監督は学生課で

問題を受領のこと。 

（出展：平成 25 年度第 1回担任会配布資料） 

２ 英語外部評価テストの実施について（１年生のみ） 

  ４月９日（火）[9：00～10：00]に実施 本日担任会後に、英語科より１年生担任に対して

説明会を実施 

 

３ 原級留置者(原級留置履歴のある者も含む。) のカリキュラムの再編成について 
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資料７－１－①－７ 

 

 

（出典：総務係作成資料） 
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資料７－１－①－８ 

 

 

（出典：久留米工業高等専門学校制御情報工学科ホームページ） 
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資料７－１－①－９ 
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観点７－１－②： 自主的学習環境及び厚生施設、コミュニケーションスペース等のキャンパス生

活環境等が整備され、効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況） 図書館は７万冊以上の蔵書を有し（資料７－１－②－１）、平日は９時～20

時、土曜日は９時～17時に開館している。学習スペースとしてのホールや個別学習ブースがあり、

多くの学生が学習及び文献調査に利用している。 

福利厚生施設「ウェーブホール（売店・食堂を含む）」は、８時から19時まで利用でき、食堂・購

買部としてのほか、学習の場としても機能している（資料７－１－②－２）。 

校内の各施設には、情報コンセントが整備され、学生はパソコンを使用してインターネットにア

クセスし、授業に関連する情報収集することができる。図書館２階にある第１IT演習室、第２IT演

習室、多目的室、専攻科棟にある産業デザイン演習室には共同利用の情報端末機が整備されている

（資料７－１－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 本校においては、学生を主体とした学習並びに福利厚生施設などの

生活環境は十分に整備されており、その利用実績は高く、学生のための校内環境は整っている。 

 

 

資料７－１－②－１ 

図書館蔵書冊数 

 

（出典：図書館資料） 
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資料７－１－②－２ 

Wave Hall（学生食堂）利用状況 

 

久留米高専食堂利用者数 平成２３年度 

月別 利用者数 営業日数 １日当たり利用者数 

４月 1、419 名 19 日 74。68 名 

５月 1、284 名 19 日 67。58 名 

６月 1、547 名 22 日 70。32 名 

７月  894 名 18 日 49。67 名 

８月 360 名 15 日 24。00 名 

９月 1、128 名 20 日 56。40 名 

１０月 1、518 名 19 日 79。89 名 

１１月 1、217 名 17 日 71。59 名 

１２月 1、091 名 19 日 57。42 名 

１月 1、120 名 16 日 70。00 名 

２月 1、429 名 16 日 89。31 名 

３月 520 名 21 日 24。76 名 

合計 13、527 名 221 名 61。21 名 

 

久留米高専食堂利用者数 平成２４年度 

月別 利用者数 営業日数 １日当たり利用者数 

４月 1、329 名 19 日 69。95 名 

５月 1、593 名 21 日 75。86 名 

６月 1、459 名 22 日 66。32 名 

７月 1、204 名 20 日 60。20 名 

８月 390 名 16 日 24。38 名 

９月 753 名 16 日 47。06 名 

１０月 1、843 名 22 日 83。77 名 

１１月 1、253 名 17 日 73。71 名 

１２月 1、313 名 16 日 82。06 名 

１月 1、359 名 16 日 84。94 名 

２月 1、164 名 19 日 61。26 名 

３月 375 名 15 名 25。00 名 

合計 14、035 名 219 名 64。09 名 

（出典：学生課学生係食堂利用者数調） 
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されているか。また、資格試験や

検定試験の受講、外国留学のための支援体制が整備され、機能しているか。 

（観点に係る状況） 学生の生活環境に関する意見は、学生会が代議員会などを通じて学生の意見

を汲み上げ、年２回開催される学生大会で審議の上、決議されたものを学校側への要望書として学

生主事に提出する（資料７－１－③－１）。要望書に対しては、適宜、学生主事室が学生会中央執行

委員会役員と懇談し対応している。（資料７－１－③－２）。この他にも学校ホームページ上に意見

投書箱が設置されている。（（資料７－１－③－３） 

授業に関する学生の意見は、授業評価アンケート及び準学士課程卒業生・専攻科課程修了生に実

施する学生支援アンケートとして汲み上げられ、授業改善及び学習支援に利用されている（資料７

－１－③－４、資料７－１－③－５）。 

ＴＯＥＩＣ、電気主任技術者などの資格試験受講の支援体制があり、適宜案内しているほか、学

生便覧ｐ197に卒業後取得可能な資格を掲載している。ＴＯＥＩＣは、団体受験制度を取入れ年３回

実施し、多数の学生が受験している（資料７－１－③－６）。また、昭和41年より第２種及び第３種

電気主任技術者の免状取得認定校になっている（資料７－１－③－７）。学生課が募集ポスターの掲

示、受験料処理業務などの資格試験受験の支援業務を行っている。外国留学希望学生に対しては、

学級担任や英語科教員が相談に応じ支援を行っている（資料７－１－③－８）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 学生の要望に対する体制は整っている。学生主事等と学生会中央執

行委員会役員との懇談などにより、学生の生活環境に関する要望に対する学校側の対応などは的確

に行われている。授業評価アンケート及び学生支援アンケート結果を授業改善と学習支援に役立て

ている。資格試験は掲示板・担任会による案内されている。ＴＯＥＩＣに関しては年3回本校で実施

し、例年受験者数も多い。 

資料７－１－②－３ 

情報処理センターの端末 

 

  型式 スペック 端末数 

第一 IT 演習室 

（L1） 
富士通 ESPRIMOK552/C 

CPU Core i3-2310M   

メモリ 4G HDD 320G 
51 台 

第二 IT 演習室 

（L2） 
富士通 ESPRIMOK552/C 

CPU Core i3-2310M   

メモリ 4G HDD 320G 
51 台 

多目的室 

（L3） 
富士通 ESPRIMOD581/C 

CPU Core i3-2100    

メモリ 4G HDD 320G 
51 台 

産業デザイン演習室 

（A4） 
富士通 ESPRIMOD581/C 

CPU Core i3-2100    

メモリ 4G HDD 320G 
25 台 

プリンタ 
モノクロレーザー 

XEROX DocuPrint3000 
  6 台 

（出典：総合情報センター資料） 
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資料７－１－③－１ 

 

（出典：平成 25 年度中央執行委員会からの要望書） 



久留米工業高等専門学校 基準７ 

- 202 - 

 

 

 

資料７－１－③－２ 

 

学生主事及び学生主事補と学生会中央執行委員会役員との話し合い議事録 

 

 

日時：平成 24 年 9 月 4 日 昼休み 

場所：学生課 

出席：学生主事・学生主事補、中央執行委員会委員長、体育祭実行委員長、各科応援団長 

 

平成 24 年 1 月、各学科応援団長から中央執行委員会を通して、体育祭で使用する各学科の道具

の保管場所の確保の要望があった件について、中央執行委員会と話し合いを行った。 

話し合いの結果、8 月 23 日に体育館单に新しく設置された物置のうち、二つを各学科の備品保

管として貸し出すこととした。 

なお、備品の管理については中央執行委員会で行い、2 つの物置使用割り振りについては中央執

行委員会委員長に区分けを一任することとした。 

また、鍵については中央執行委員会及び学生課で各１つずつ保管することを確認した。 

 

（出典：学生主事室メモ） 

資料７－１－③－３ 

 

 
 

（出典：久留米工業高等専門学校ホームページ） 
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資料７－１－③－４ 

横 24 PixelFor Excel×30枡

縦 22 PixelFor Excel×51枡

マーク見本

[ ]の中を 出席番号５番は「　　　５」でも良いし００５でも良い。
大きく黒く

[  ] 1.熱心に説明　

[  ] 2.ノートやメモ　

[  ] 3.分らないと　 [  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[1] [0] [0] [  ] ４隅のマーク

[2] [1] [1] [  ] 5*5 Pixel

[3] [2] [2] [  ]

[4] [3] [3] [  ]

[5] [4] [4] [  ]

[A] [5] [5] [  ]

[E] [6] [6] [  ]

[S] [7] [7] [  ]

[C] [8] [8] [  ]

[M] [9] [9] [  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

授業について感じたり思ったりしたことがありましたら、以下に記入してください。

2.ノートやメモをとった。

3.分からないところを先生へ質問した。

5.指導書が分かりにくかった。

3.機器・器具の操作が難しかった。

4.機器・器具・試薬等の取り扱いに配慮した。

9.学習する力がついたと思う。

6.レベルをもっと低くしてほしい。

7.レベルをもっと高くしてほしい。

5.もっと質問の機会を増やしてほしい。

4.もっと分かりやすく説明してほしい。

D．　実験・実習の授業のみ、該当するものを選んでください。（複数選択可）

1.先生の声を聞き取りやすくしてほしい。

1.実験・実習にふさわしい服装（作業着、保護メガネ、手袋等）であった。

2.機器・器具に興味をもった。

2.板書を読みやすくしてほしい。

3.演習（実験・実習）や課題（レポート）の内容を工夫してほしい。

7.全体の構成は適切であった。

8.内容に興味をもてた。

1.シラバスは参考になった。

2.教科書、プリント、指導書等の教材が適切であった。

3.演習（実験・実習）や課題（レポート）の内容はよく工夫されたものであった。

4.先生は十分に準備をしていた。

5.先生は熱意をもって行っていた。

6.質問をしやすくするなど、双方向性をもたせる工夫があった。

科目名

学
年
・
学
科

4.予習や復習をした。

5.関連する内容を自主的に勉強した。

平成24年度　学生による授業評価アンケート　（本科用）

B．　あなたはこの授業をどのように思いましたか。（複数選択可）

0.総合的に良い授業だったと思う。

科
目
番
号

※　見本のとおり、質問の項目に付された[  ]の中を黒く大きく塗りつぶしてください。

A．　あなたはこの授業にどのように取り組みましたか。（複数選択可）

1.熱心に説明を聞いた。

C．　この授業について要望があれば選んでください。（複数選択可）

 

（出典：平成 24 年度学生による授業評価アンケート用紙） 
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資料７－１－③－５ 2006/06/17 12:00:00 

学生支援に関するアンケート 

該当する回答を丸で囲んで下さい。 

1. 質問に行って教えてもらう、演習やテストで間違ったところを再度説明してもらう、勉強

のしかたをアドバイスしてもらう、などの学習支援を受けることができましたか？ 

◎ 十分に受けることができた    ○ ある程度受けることができた 

△ あまり受けることができなかった × 全く受けることができなかった 

2. 実験，実習，卒業研究で適切な指導を受けましたか？ 

◎ 適切な指導を受けた       ○ ある程度適切な指導を受けた 

△ 指導が十分ではなかった     × 全く受けることができなかった 

3. 進学または就職に関するガイダンス，進路指導を受けることができましたか？ 

◎ 十分受けることができた     ○ ある程度受けることができた 

△ 不十分だった          × ほとんどなかった 

4. 自習を行う学習環境 (教室，図書室、研究室などの施設や設備) に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

5. 図書館においてある本，参考書，雑誌に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

6. クラブ活動や学生会活動などの課外活動での学校側の支援や助言に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

7. 困った事や悩み事があるときに相談できる教職員はいましたか？ いた場合には教職員の

役職名を記入して下さい(先生の個人名ではなく、担任，学生相談室教員、寮務事務員な

どの役職名を記入) 

○ 相談できる教職員がいた(          )    × いなかった 

 

■ 具体的な要望や意見がある場合に記入して下さい(裏にも記入可)。 
 

 

（出典：平成 24 年度 学生支援に関するアンケート用紙） 
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資料７－１－③－６ 

ＴＯＥＩＣ受験者数の推移 

受験者数の推移

年度 受験者数
H12年度 255
H13年度 188
H14年度 217
H15年度 256
H16年度 261
H17年度 165
H18年度 182
H19年度 227
H20年度 256
H21年度 206
H22年度 247
H23年度 243
H24年度 200
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（出典：学生課教務係資料） 
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資料７－１－③－７ 

電気主任技術者資格認定に関する資料 

 

（出典：学生課教務係資料） 
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資料７－１－③－８ 
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観点７－１－④： 特別な支援が必要と考えられる学生への学習支援体制が整備されているか。ま

た、必要に応じて学習支援が行われているか。 

（観点に係る状況） 本校では外国人留学生、高等学校からの編入生及び他高専からの転入生を受

け入れている（資料７－１－④－１、７－１－④－２）。いずれの場合も、学級担任が中心となり支

援している。 

外国人留学生は全員学生寮に入居し、チューター（同一学級学生１名）が支援している（資料７

－１－④－３）。留学生の学級担任は指導教員として外国人留学生委員会とともに授業履修などの指

導を行っている。高等学校からの編入生及び他高専からの転入生に対しては、各学科で編入生・転

入生に対する別な科目を設定・実施している（資料７－１－④－４、７－１－④－５、７－１－④

－６）。障害のある学生に対しては、バリアフリー化などの施設整備とともに、通学から就学上の問

題及び進路相談まで、関係教職員が全面的にバックアップしている。 

（分析結果とその根拠理由） 本校では、留学生、編入生及び転入生の履修科目の違いによる本校

学生との格差を早い時期に解消するなどの努力を行い、留学生並びに編入生、さらには障害のある

学生が学習を進める上で不利益を生じない配慮をしており、その支援体制は整備されている。 

 

 

 

 

 

資料７－１－④－１ 
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資料７－１－④－２ 

編入学生の入学状況 

年度 入学者数(人) 

平成 21 年度 ４（２） 

平成 22 年度 ５（５） 

平成 23 年度 ３（３） 

平成 24 年度 ４（３） 

平成 25 年度 ２（２） 

※カッコ書きは、留学生で内数。 

（出典：学生課教務係資料） 
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資料７－１－④－３ 

留学生のチューター及び指導教員一覧（留学生及び相談員学生の名前は省略） 

平成２５年年度     

留学生相談員氏名 学 科 ／ 学 年 留  学  生 氏 名 指導教員 

  機械工学科４年   松山 崇 

  機械工学科３年   青野 雄太 

  電気電子学科３年   加藤 直孝 

  生物応用化学科４年   松山 清 

  材料工学科３年   矢野 正明 

平成２４年度    

留学生相談員氏名 学 科 ／ 学 年 留  学  生 氏 名 指導教員 

  機械工学科  ３年   南山 靖博 

  電気電子工学科３年   山本 哲也 

  生物応用化学科３年   渡邊 勝宏 

  材料工学科  ４年   山本 郁 

  材料工学科  ４年   山本 郁 

平成２３年度    

留学生相談員氏名 学 科 ／ 学 年 留  学  生 氏 名 指導教員 

  機械工学科  ４年   田中 大 

  機械工学科  ４年   田中 大 

  電気電子工学科４年   大崎 邦倫 

  生物応用化学科４年   冨岡 寛治 

  生物応用化学科４年   冨岡 寛治 

  材料工学科  ４年   濵上 寿一 

  材料工学科  ３年   山本 郁 

  材料工学科  ３年   山本 郁 

（出典：学生課寮生活支援係） 
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資料７－１－④－４ 

３年次・４年次編入生向けの科目 

 

編入生向け科目 

科目名 学科 学年 開講 
単位

数 
対象 

日本事情 

機械工学科 

３年 通年 2 ３年次編入留学生 

専門基礎（機械工学） ３年 通年 2 ３年次編入留学生 

機械工学概論 ４年 前期 1 ４年次編入生 

日本事情 

電気電子工学科 

３年 通年 2 ３年次編入留学生 

専門基礎（電気電子工学） ３年 通年 2 ３年次編入留学生 

電気電子工学概論 ４年 前期 1 ４年次編入生 

日本事情 

制御情報工学科 

３年 通年 2 ３年次編入留学生 

専門基礎（制御情報工学） ３年 通年 2 ３年次編入留学生 

制御情報工学基礎Ａ ４年 前期 1 ４年次編入生 

制御情報工学基礎Ｂ ４年 後期 1 ４年次編入生 

日本事情 

生物応用化学科 

３年 通年 2 ３年次編入留学生 

専門基礎（生物応用化学） ３年 通年 2 ３年次編入留学生 

生物応用化学概論 ４年 前期 1 ４年次編入生 

日本事情 

材料工学科 

３年 通年 2 ３年次編入留学生 

専門基礎（材料工学） ３年 通年 2 ３年次編入留学生 

材料工学概論 ４年 前期 1 ４年次編入生 

 

 

外国人留学生への対応 

科目名 学科 学年 開講 
単位

数 
対象 

日本語 全学科 - ※ - 外国人留学生 

※土曜日に学生寮内にて実施 

（出典：シラバス） 
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資料７－１－④－５ 

 

（出典：平成２４年度電気電子工学科「電気電子工学概論」開講の案内） 
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資料７－１－④－６ 

 

（出典：シラバス） 
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観点７－１－⑤： 学生の部活動、サークル活動、自治会活動等の課外活動に対する支援体制が整

備され、適切な責任体制の下に機能しているか。 

（観点に係る状況） 課外活動は自主性が重んじられており、学生会中央執行委員会を学生主事室

が助言・指導する体制で運営を行っている（学生便覧ｐ163-ｐ182）。体育系クラブ及び文化系クラ

ブは、学生会中央執行委員会のもとに組織され、中央執行委員会で各クラブの予算案などを作成し、

学生大会で決定している（資料７－１－⑤－１）。また、学生会主催の各種イベントは、毎回学生大

会で各実行委員会を設立し、運営している(資料７－１－⑤－２)。中央執行委員会室、実行委員会

室、部室など施設面も整備されている（学生便覧ｐ215）。 

本校には、体育系18クラブ、文化系18クラブがあり、体育系クラブには複数の顧問が配置されて

いる(資料７－１－⑤－３)。外部コーチの導入も認められており（資料７－１－⑤－４）、運営面で

は後援会からの資金援助を受けている(資料７－１－⑤－５)。ロボコン部やプログラミングラボ部

はコンテストに出場している(資料７－１－⑤－６)。 

 

（分析結果とその根拠理由） 学生の課外活動の支援は、学生の自主的な運営による学生会を学生

主事室が助言・指導する体制で行っている。学生会中央執行委員会の下部組織である体育系及び文

化系クラブには、複数名のクラブ顧問教員を配置して、学生のクラブ活動の指導及び支援を円滑に

行っている。これらの学生のクラブ活動及び課外活動の支援体制は充実しており、十分に機能して

いる。 
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資料７－１－⑤－１ 

平成 25 年度前期学生大会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生課教務係資料） 
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資料７－１－⑤－２ 

平成 25 年度前期学生大会資料 

 

（出典：学生課教務係資料） 



久留米工業高等専門学校 基準７ 

- 217 - 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－⑤－３ 

平成 25 年度 学生会局・部指導教員一覧 

 

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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資料７－１－⑤－４ 

平成２５年度 技術コーチ依頼者一覧表 

番号 クラブ名 コーチ氏名 略           歴 

１ 空 手 部 （略） 

 

 

 

２ 柔  道  部 （略） 

 

 

 

 

３ 合 気 道 部 （略） 

 

 

 

 

４ 卓 球 部 （略） 

 

 

 

 

５ 英 会 話 部 （略） 

 

 

 

 

６ ﾛ ﾎ ﾞ ｯ ﾄ ｺ ﾝ ﾃ ｽ ﾄ部 （略） 

 

 

 

 

７ 華 道 部 （略） 

 

 

 

 

８ 弓 道 部 （略）  

９ 茶 道 部 （略） 

 

 

 

１０ 硬 式 野 球 部 （略）  

１１ サ ッ カ ー 部 （略）  

１２ ﾊ ﾞ ｽ ｹ ｯ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾙ部 （略）  

１３ バレーボール部 （略）  

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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資料７－１－⑤－５ 

学生活動経費支援補助費 

 

（出典：平成２４年度後援会一般会計予算より抜粋） 
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資料７－１－⑤－６ 

NHK ロボットコンテスト参加実績 

テーマ ロボット名 地区大会成績 全国大会成績 

第 21 回 2008 年 

ROBO-EVOLUTION 

生命大進化 

マシーンデレラ 

单国物語 

1 回戦敗退 

1 回戦敗退 

なし 

第 22 回 2009 年 

DANCIN' COUPLE 

ダンシン・カップル 

天使と悪魔 

久留米絣物語 

1 回戦敗退 

1 回戦敗退 

なし 

第 23 回 2010 年 

 激走！ロボ力車 

YAJIO  

Robo Stealer 

1 回戦敗退 

2 回戦敗退 

なし 

第 24 回 2011 年 

 ロボ・ボウル 

れぼりゅ～ 

飛丸 

1 回戦敗退 

1 回戦敗退 

なし 

第 25 回 2012 年 

 ベスト・ペット 

Fish And Cats 

＠ssem T-01 

1 回戦敗退 

1 回戦敗退 

なし 

 

プログラミングコンテスト参加実績 

テーマ 成 績 

第 19 回 2008 年 

掘り起こせ！未知なる能力（パワー） 

自由部門 特別賞 

第 20 回 2009 年 

集まれ手作りの未来たち 

－海を越え！翔けろ！橋になれ！－ 

 

第 21 回 2010 年 

集えプロコン！IT 維新の志士たち 

課題部門 敢闘賞 

自由部門 敢闘賞 

第 22 回 2011 年 

KIZUNA2011 

競技部門 優勝 

自由部門 特別賞 

第 23 回 2012 年 

プロコンやるバイ！元気にするバイ！ 

課題部門 敢闘賞 

自由部門 敢闘賞 

 

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され、機能して

いるか。 

（観点に係る状況） 入学料及び授業料免除、学生支援機構奨学金などの支援は、担任会を通じて

各学級担任から学生に案内し（資料７－２－①－１）、規則に基づいて厚生補導委員会で審議し、採

択している（資料７－２－①－２）。学生支援機構以外にも奨学金があり、現在は200人弱の学生が

奨学金の貸与を、約80名の学生が授業料免除の支援を受けている(資料７－２－①－３、７－２－①

－４)。 

怪我の処置や健康相談は常駐看護師が、メンタルサポートは学級担任と相談室が連携しながら行

っており(資料７－２－①－５)、学生相談室は年間約100件の相談を受けている(資料７－２－①－

６)。非常勤の精神科医とカウンセラーによる専門的対応体制も整っている(資料７－２－①－７)。 

校内の各種ハラスメントに対しては、キャンパス・ハラスメントの防止に関する規則を定めて、

ハラスメントに関する防止及び苦情相談を受ける体制を整えている(資料７－２－①－８)。 

（分析結果とその根拠理由） 公的・私的な奨学金制度の斡旋や授業料免除など、経済面での学生

支援体制を整えている。学生の生活面での指導や助言、メンタルサポート体制についても、学生相

談室、学級担任、看護師、精神科医及びカウンセラーが連携を取って、ケアする体制が整えられて

いる。これらは機能している。 
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資料７－２－①－１ 

平成２５年度 第１回学級担任会 

期 日   平成２５年４月４日(木) １０：００～１１：３０予定 

場 所  大会議室 

【学生関係】 

２ 平成２５年度入学料免除等申請書類の提出締切について 

入学手続き日に申請した学生（１Ｅ・１名、１Ｓ・２名）は下記期限までに提出を 

・提出期限：４月１２日（金）17:00 

３ 平成２５年度授業料等免除申請書類の提出について（4年・5 年、専攻科） 

次のことについて周知を 

・提出期限：４月９日（火）17:00 

４ 平成２５年度授業料等免除（特別措置）の募集について 

次の条件に当てはまる学生で免除を希望する学生は、4 月 12 日（金）17 時までに学生生活

支援係まで申し出て書類を受け取ること。 

① 1～3 年の学科生で授業料納付期限 6 月以内に学資負担者が死亡、又は学資負担者若しく

は学生が風水害等の被害を受けた者 

②就学支援金制度の３６月の支給期限を超える等で、当該制度で就学支援されない学科 3

年生以下の者で、かつ、学業優秀と認められる者 

③授業料納付期限 6 月以内に、学資負担者の失業等で著しい家計の急変があった者 

④修業年限（5年）を過ぎて在籍しており、24 年度と同一学年にとどまっていない者で 

経済的に授業料の納付が困難かつ、学業優秀と認められる者 

５ 日本学生支援機構奨学生の募集説明会について（本科、専攻科対象） 

４月１８日（木）16:40 からＤ３教室で開催するので、新たに奨学金の貸与を希望する学生

は必ず出席するよう周知を 

なお、本説明会については学生課掲示板にも掲示する。 

６ 日本学生支援機構「進学届」の提出について（本科１年） 

中学在学時に日本学生支援機構の高専予約奨学生に応募し候補者となっている学生は、機構

から交付されている「進学届」を学生生活支援係に４月１５日（月）までに提出するよう周知

を 

７ 福岡県教育文化奨学財団奨学金「誓約書」の提出について（本科１年） 

中学在学時に福岡県教育文化奨学財団の予約奨学生に応募し候補者となっている学生は、福

岡県から交付されている書類を学生生活支援係に至急提出するよう周知を 

８ 各種奨学生の募集について 

募集通知が届き次第、学生課掲示板に掲示するので、掲示板をみておくこと、希望する場

合は、学生生活支援係に申請書類を取りに行くよう指導を 

・久留米市特別奨学金奨学生    申請期限 ４月１９日（金） 

 
（出典：平成 25 年度第１回学級担任会配布資料） 
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資料７－２－①－２ 

久留米工業高等専門学校厚生補導委員会規則 

 
                         （平成１７年６月２日制定） 
 

（設置） 
第 1条  本校に学生の厚生補導に関する事項を審議するため、久留米工業高等専門学  

校厚生補導委員会（以下「委員会」という。）を置く。  
（組織）  

第２条  委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 
(1)  学生主事 
(2)  学生主事補 
(3)  教務主事補から１名 
(4)  寮務主事補から１名 
(5)  専攻科主事補から１名 
(6) 専門学科教員の中から学科毎に１名  
(7) 一般科目教員の中から２名（文科系１名・理科系１名）  
(8) 学生課長  
（委員長） 

第３条  委員会の委員長は、学生主事とする。  
２  委員長に事故があるときは、学生主事補が、その職務を代行する。  

（運営）  
第４条  委員長は、委員会を招集しその議長となる。  

（委員以外の者の出席）  
第５条  委員長が必要と認めた場合は、委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。 

（審議事項）  
第６条  委員会は、校長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。  

(1) 規律の保持及び賞罰に関する事項  
(2) 課外活動教育に関する事項  
(3) 個人及び集団指導に関する事項  
(4) 集会（始業式、終業式）、催物及び出版掲示に関する事項  
(5) 奨学資金に関する事項  
(6) 厚生環境に関する事項  
(7) 入学料、授業料及び寄宿料の免除に関する事項  
(8) 入学料及び授業料の徴収猶予に関する事項  
(9) 健康管理に関する事項  
(10) 特別講演及び報告会に関する事項  
(11) その他学生の厚生補導に関する事項  
（事務）  

第７条  委員会の事務は、学生課学生生活支援係で処理する。  
附 則 

１  この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 
２  久留米工業高等専門学校厚生補導委員会規則（昭和３９年４月１日制定）は、この規則制定の日か

ら廃止する。 
附 則 

１ この規則は、平成１７年６月２日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 
２ 久留米工業高等専門学校学生厚生補導委員会規則（平成１３年４月１日施行）は、この規則制定の

日から廃止する。 
３ 久留米工業高等専門学校文化・体育促進委員会規則（平成１３年４月１日施行）はこの規則制定の

日から廃止する。 
４ 久留米高等専門学校学生賞罰委員会規則（平成１３年４月１日施行）はこの規則制定の日から廃止

する。 
   附 則 
  この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
  この規則は、平成１９年６月２８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則 
  この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 
 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－①－３（１／２） 

平成２４年度奨学生数一覧 

名称 
人

数 

内訳 

1年 2年 3年 4年 5年 

専攻

科 

1 年 

専攻

科 

2 年 

日本学生支援機構 135 16 14 26 25 26 11 17 

福岡県教育文化奨学財団 39 6 9 9 8 7     

吉田学術教育振興会 2     1 1       

古岡奨学会 1   1           

柳川ロータリークラブ 3 1   1   1     

久留米市特別奨学金 1 1             

大野城市奨学資金 2 1   1         

八女市奨学金 1 1             

八女市大坪奨学基金 2 1 1           

小郡市奨学金 1 1             

糸島市奨学金 1 1             

太宰府顕彰会 1   1           

あしなが育英会 2     1 1       

福岡市教育振興会 1       1       

倉掛奨学会 1         1     

総数 193 29 26 39 36 35 11 17 

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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資料７－２－①－３（２／２） 

平成 22、23、24 年度奨学生数一覧 

名称 22 年度 23 年度 24 年度 

日本学生支援機構 152 137 135 

福岡県教育文化奨学財団 42 40 39 

吉田学術教育振興会 1 4 2 

古岡奨学会 0 1 1 

柳川ロータリークラブ 3 3 3 

久留米市特別奨学金 3 5 7 

大野城市奨学資金 1 1 2 

八女市奨学金 0 0 1 

八女市大坪奨学基金 2 1 2 

小郡市奨学金 0 0 1 

糸島市奨学金 0 0 1 

太宰府顕彰会 0 1 1 

あしなが育英会 1 2 2 

福岡市教育振興会 2 6 1 

倉掛奨学会 1 1 1 

天野工業技術研究所 2 2 1 

交通遺児育英会 0 1 0 

緒方記念科学振興財団奨学金 0 0 0 

久留米市高等学校等就学奨励金 1 1 0 

母子福祉資金貸付金 1 1 0 

二又教育文化振興会 1 1 0 

佐賀県育英学生 2 0 0 

小城市育英資金 1 0 0 

日田市奨学金 1 0 0 

久留米市母子就学資金 1 0 0 

関育英奨学会 1 0 0 

総数 219 202 199 

各年度末時点（＝3/31 退学者含む）    

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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資料７－２－①－４ 

平成 24 年度授業料免除実施状況 

 

  申請者

数 

全額免除

許可 

半額免除

許可 

一部免除 不許可者 備考 

２４年前期 39 人 23 人 6 人   10 人   

２４年後期 39 人 26 人 5 人   8 人   

計 78 人 49 人 11 人   18 人   

        

参考）上記以外の債権額変更を伴う免除 

  申請者

数 

全額免除

許可 

半額免除

許可 

一部免除 不許可者 備考 

前期特別措置 1 人 1 人       36 月を以上超える在学 

前期卓越免除 実施せ

ず 

実施せず 実施せず   実施せず   

後期特別措置 1 人 1 人       36 月を以上超える在学 

後期卓越免除 8 人   4 人   4 人   

就学支援金関係 

特別免除 

      3 人   就学支援金基準変更に 

伴う特例 

 

（出典：学生生活支援係資料） 
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資料７－２－①－５ 

久留米工業高等専門学校学生相談室規則 

                              （平成１２年 ４月 １日） 

（設置） 

第１条  本校に、学生相談室（以下「相談室」という。）を置く。 

（目的） 

第２条  相談室は、学生の就学に伴う一身上の諸問題について相談に応じ、適切な助言、援助を行い、
学生の健全な学園生活に資することを目的とする。 

（業務） 

第３条  相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1)  学生個人の諸問題に係る相談、助言及び援助に関すること 

(2)  前号の規定に必要な各種の検査及び調査報告に関すること 

(3)  学生相談について本校教職員の理解を深めるための研修会及び講演会に関すること 

(4)  その他前条の目的達成に必要な事項 

（組織） 

第４条  相談室に、次の職員を置く。 

(1)  室長 

(2)  カウンセラー 

(3)  相談員 

(4)  相談補助員 

（室長） 

第５条  室長は、本校教員のうちから、校長が任命する。 

２  室長は、校長の命を受け、相談室を総括する。 

３  室長の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、室長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の
残任期間とする。 

（カウンセラー） 

第６条  カウンセラーは、学生の相談に関する専門の知識及び経験を有する者から、校長が委嘱する。 

２  カウンセラーの任期は、１年とし再任を妨げない。 

３  カウンセラーは、相談室の業務に従事する。 

（相談員） 

第７条  相談員は、学生相談に関する専門知識及び経験を有する者から、校長が任命する。 

２  相談員の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

３  相談員は、相談室の業務に従事する。 

（相談補助員） 

第８条  相談補助員は、本校の看護師をもって充てる。 

２  相談補助員は、カウンセラーを補佐するとともに、相談室の補助的業務を処理する。 

（相談室職員等の責務） 

第９条  相談室職員及び相談業務に関わった教職員は、職務上知り得た個人的な秘密を他に漏らしては
ならない。 
（事務） 

第 10 条  相談室の事務は、学生課学生生活支援係において処理する。 
（雑則） 

第 11 条  この規則に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
附則 

この規則は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 
附則 

この規則は、平成１７年１２月２２日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 
附則 

この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 
 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－①－７ 

           ２５年度学生相談室名簿及びスケジュール  

   

学内相談員  

学生相談室長  笈木 宏和  生物応用化学教員  

学生相談員   櫻木  功  機械工学科教員  

        菰田 智惠子 一般理科教員 

        山口  崇  電気電子工学教員  

        久保 甚一郎 材料工学科教員 

インテーカー  野田 美恵  看護師  

   

学外相談員                    スケジュール  

精神科医    １名 久留米大学精神科医   隔週火曜日 ４時間  

臨床心理士   １名             毎週月曜日 ８時間   

   

（出典：学生相談室資料） 

資料７－２－①－６ 

学生相談室カウンセリング受診件数 

  4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 合計 

平成 20 年度 4 7 13 6 0 6 7 3 4 6 10 5 71 

平成 21 年度 14 19 17 5 0 1 1 1 0 1 15 2 76 

平成 22 年度 11 6 8 6 0 6 4 7 3 1 2   54 

平成 23 年度 7 7 9 4 0 1 21 17 16 16 11 5 114 

平成 24 年度 5 13 11 12 0 6 11 3 2 4 4 9 80 

        
(カウンセリング数は延べ人数) 

（出典：学生相談室資料） 
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資料７－２－①－８（１／２） 

久留米工業高等専門学校キャンパス・ハラスメントの防止に関する規則 

                       （平成１８年 ４月 ６日制定） 
 （目的） 
第１条 この規則は、キャンパス・ハラスメントが、教育の条件である個人としての基本的人権を

侵害する行為であることに鑑み、久留米工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけるキ
ャンパス・ハラスメントを現在及び将来にわたって防止し、もって、本校のすべての学生及び教
職員が両性の本質的平等に基づく個人として尊重され、かつその就学、就労、教育及び研究のた
めの快適で良好なふさわしい環境を維持することを目的とする。   
（キャンパス・ハラスメントの定義） 

第２条 「キャンパス・ハラスメント」とは、セクシュアル・ハラスメント及びその他のハラスメ
ントをいう。 
(1)  セクシュアル・ハラスメント 他人に不快を感じさせる性的な言動 
(2)  その他のハラスメント セクシュアル・ハラスメントには当たらないが、他人の意   に

反し、かつ繰り返される不適切な言動 
（キャンパス・ハラスメントの禁止）                        

第３条 本校の学生及び教職員は、その就学、就労、教育及び研究に関連してキャンパス・ハラス
メントを行ってはならない。 
（不利益取扱いの禁止） 

第４条 本校の学生及び教職員は、キャンパス・ハラスメントを拒否し、又はこれに対して抗議し
たこと、キャンパス・ハラスメントに関する苦情相談を行いまた当該苦情相談に係る調査への協
力をしたこと等キャンパス・ハラスメントに関して正当な対応をしたことによりいかなる不利益
も受けない。 
（校長の責務） 

第５条 校長は、本校におけるキャンパス・ハラスメントを防止するため、次に掲げる事項を行わ
なければならない。 
(1)  学生及び教職員が認識すべき事項に関する指針を作成し、これを学生及び教職員に周知さ

せること。              
(2)  学生及び教職員を指導して本校におけるキャンパス・ハラスメントを未然に防止し、かつ、

キャンパス・ハラスメントに起因する問題の迅速な処理にあたること。 
(3)  学生及び教職員に対して必要な研修を実施すること。 

(4)  新たに教職員となった者及び新たに教職員を監督する地位にある者（以下「監督者」という。）
となった教職員に対して必要な研修を実施すること。 

(監督者の責務)                                 
第６条 監督者は、監督すべき教職員の快適で良好な労働環境を維持するため、キャンパス・ハラ

スメントを未然に防止し、かつ、キャンパス・ハラスメントに起因する問題の迅速な処理に努め
なければならない。 

２ 教員の監督者は教務主事、学生主事、寮務主事とし、職員の監督者は事務部長、各課長とする。 
（苦情相談） 
第７条 本校の学生及び教職員で、その就学、就労、教育及び研究に関連して、他の学生及び教

職員（以下「加害者」という。）によってキャンパス・ハラスメントを受けた者（以下「被害者」
という。）は、第８条に定める相談員に対し、苦情相談をすることができる。 

（相談員）            
第８条 本校の学生及び教職員によるキャンパス・ハラスメントに関する苦情相談を受ける者とし

て、相談員を置く。                
２ 相談員は、校長が任命し、その名簿を作成して周知させるものとする。 
３ 相談員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
４ 相談員の中に、相談員の互選による総括相談員を一人置く。 

（相談員の責務）  

第９条 相談員は、キャンパス・ハラスメントに関する苦情相談があった場合には、その苦情相談を真
摯に聴き取り、当該問題を被害者の意向にそって適切かつ迅速に解決するよう努めなければならな
い。                    

２ 相談員は、苦情相談への対応にあたっては、原則として被害者と同性の相談員を含む２名以上であ
たり、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、苦情相談の過程で知り得た秘
密を他に漏らしてはならない。 

３ 相談員は、被害者の承諾を得た上で、相談の内容を書面に記録しなければならない。 
４ 相談員は、被害者が第 10 条の調査委員会への申立てを希望する場合は、すみやかに総括相談員を
介して校長へ報告しなければならない。 
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資料７－２－①－８（２／２） 

 

（調査委員会の役割）                  
第１０条 校長は、前条 4 項による総括相談員による申立てがあった場合には、委員を任 

命して調査委員会を発足させ、当該問題の迅速な解決にあたらなければならない。 
２ 調査委員会は次に掲げる委員をもって組織する。 

(1)  教務主事（委員長を兼務する。） 
(2)  学生主事 
(3)  寮務主事 
(4)  学科長 1 名 
(5)  事務部長 
(6） 庶務課長 
(7)  学生課長 

３ 調査委員会は、事実関係の正確な把握に努め、申立ての意向にそって、和解・調停・警告・懲罰に
よるそれぞれの解決策を可及的すみやかに校長に報告しなければならない。 

４ 調査委員会は、被害者からの事情聴取を行う場合には、相談員を１名付き添わせるとともに、被害
者がいかなる不利益も受ける事のないよう特に配慮しなければならない。  

５ 調査委員会は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、調査の過程で知り
得た秘密を他に漏らしてはならない。 

６ 調査委員会は、調査した内容を書面に記録して校長に報告するとともに、校長はこれを保管し、必
要である場合を除いては何人もこれを閲覧できないものとする。    （事後措置等）    

第１１条 校長は、調査委員会の報告に基づき、和解・調停・警告・懲罰によるそれぞれの必要な措置
を、調査委員会を介して講じなければならない。 

２ 「和解・調停」が不調に終わった場合には、校長は被害者の意向を確認して調査委員会に対して他
の解決策を諮問するものとする。 

３ 申立てが加害者への処置を望まない場合でも、事案に鑑みて校長は加害者に対して被害者の名を開
示せずに「警告」を発することができる。 

４ 「懲罰」が適当と認められる場合には、校長は、加害者が学生の場合は厚生補導委員会に諮問して
答申を受け、加害者が教職員の場合は調査委員会の報告を受け、処置するものとする。 

５ 被害者及び加害者は、校長の措置に対して異議申立てをすることができる。 
（事務） 

第１２条 キャンパス・ハラスメントに関する事務は、総務課人事・労務係が処理する。 
（雑則）     

第１３条 この規則に定めるもののほか、キャンパス・ハラスメントの防止に関し必要な事項は、別に
校長が定める。 

   附 則  
 この規則は、平成１８年 ４月 ６日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 
   附 則  
 この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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観点７－２－②： 特別な支援が必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状

況にあるか。また、必用に応じて生活支援等が行われているか。 

（観点に係る状況） 本校では外国人留学生委員会を設置し、毎年留学生を受け入れている（資料

７－２－②－１）。留学生は全員学生寮に入居し、寮宿日直教員が相談に応じる体制をとっているほ

か、留学生指導教員を各留学生に配置し、留学生と同じ学級の日本人学生１名をチューターに指名

し、生活支援を行っている（資料７－２－②－２、７－２－②－３）。また、補食室、シャワー室、

祈祷室（留学生共用室を使用）を設置し宗教面を、学習室を設置することにより学習面を支援して

いる（資料７－２－②－４）。さらに日本事情に関する集中講義を開講し、研修旅行を実施している

（資料７－２－②－５）。 

障害を持つ学生に対しては、スロープ・エレベーター等を整備している（資料７－２－②－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 留学生に対しては、外国人留学生委員会が担当し、担当教員及び学

生のチューターを配置し、各部署が留学生の学習･生活面に配慮し、有効に機能している。また、障

害のある学生に対しては建物の各所でバリアフリー化が整備されている。 

 

 

 

 

 

資料７－２－②－１ 

久留米工業高等専門学校外国人留学生委員会規則 

                           （昭和５８年９月１６日制定） 
第１条 久留米工業高等専門学校に外国人留学生委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
第２条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。なお、委員の兼任は可とする。 

(1)  教務主事 
(2)  教務主事補から１名 
(3)  学生主事補から１名 
(4)  寮務主事補から１名 
(5)  留学生指導教員 
(6)  学生課長 
(7)  その他校長が必要と認めた者 

第３条 委員会の委員長は、教務主事とする。 
２ 委員長に事故があるときは、教務主事補がその職務を代行する。 
第４条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる 
第５条  委員会は、校長の諮問に応じ、外国人留学生のことに関し審議する。 
第６条  委員会において必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞く 

ことができる。 
第７条 委員会の事務は、寮生活支援係で処理する。 

  附 則 
この規則は、昭和５８年 ９月１６日から施行する。 
  附 則 
この規則は、平成 ５年 ５月２１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１７年１１月 １日から施行する。  

附 則 
この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。  

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－②－２ 

久留米工業高等専門学校外国人留学生特例規則 
                           （昭和５９年 ４月 １日） 

  （目的） 
第１条  この規則は、久留米工業高等専門学校学則第４３条の規定に基づき、久留米工業高等専門学 

校学校外国人留学生（以下「留学生」という。）に関する特例を定めることを目的とする。 
  （入学） 
第２条  留学生は、定員外とすることができる。 
  （教育課程） 
第３条  留学生の教育課程は、特別に編成することができる。 
  （授業料等） 
第４条  国費留学生については、授業料、入学料及び検定料は徴収しない。 
  （留学生指導教員） 
第５条  留学生に対し、学習及び生活上必要な指導、助言を与えるため、留学生指導教員を置く。 
２  留学生指導教員は、当該学科長の推薦に基づき、校長が委嘱する。 
  （留学生相談員） 
第６条  留学生の学習上の援助及び日常生活上の助言等を行うため、留学生相談員を置く。 
２  留学生相談員は、原則として留学生が所属する学年、学科の学生のうちから当該学科長の推薦に基

づき、校長が委嘱する。 
３  留学生相談員は、必要に応じて留学生指導教員に連絡し、その指示を受けるものとする。 
  （住居） 
第７条 留学生は、原則として学生寮に居住するものとする。この場合には、前条の留学生相談員は原

則として寮生から選出するものとする。 
  （雑則） 
第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、外国人留学生委員会の議を経て 
  校長が決定する。 

附  則 
  この規則は、昭和５９年 ４月 １日から施行する。 

附  則 
  この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

附  則 
  この規則は、平成１９年 ５月１６日から施行し、平成１９年 ４月 １日から適用する。 

附  則 
  この規則は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

  

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－②―３ 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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資料７－２－②―４ 

留学生に対する生活支援 
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資料７－２－②―５ 

                      

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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資料７－２－②－６ 

バリアフリー整備箇所 

（出典：学生便覧地図） 
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観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には、学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

（観点に係る状況） 本校の学生寮は、男子寮の筑水寮と女子寮のつつじ寮である（資料７－２－

③－１）。食堂、学習室、多目的スペース等の共用施設が設置され、学習や寮生会の打ち合わせなど

に利用されている。寮生は学生寮規則等（資料７－２－③－２、資料７－２－③－３）に基づき、

日課表（資料７－２－③－４）に従った生活を送るが、寮務主事室（資料７－２－③－５）が適宜

生活指導を行っている。寮内の行事（資料７－２－③－６）は対面式に始まり、寮祭や各種の講習

会などが種々開催されるが、その多くは寮生で組織された寮生会（資料７－２－③－７、資料７－

２－③－８)による自主運営である。なお、寮生に違反行為があれば処分基準表（資料７－２－③－

９）により処分され、必要に応じ寮務委員会（資料７－２－③－１０、資料７－２－③－１１）に

て審議される。 

 

（分析結果とその根拠理由） 学生寮には施設と備品が適切に設置され、学習・生活環境が整えら

れている。寮生の生活面での指導など実務は寮務主事室・寮務係員及び宿日直教員が担当し、一方、

運営管理面は寮務委員会で審議されており、学生の生活及び勉学を支援する体制が整えられ、機能

している。 
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資料７－２－③―１ 寮見取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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資料７－２－③―２（１／２） 

久留米工業高等専門学校学生寮規則  

（昭和４２年  ４月  １日制定）  

 

第１条  この規則は、本校学則第３９条第２項の規程に基づき、学生寮の管理運営に

ついて必要な事項を定めることを目的とする。  

第２条  学生寮は、自治の精神に基づいて、規律ある共同生活を通じ、寮生相互の信

頼と友愛によって、明るい共同生活を営むところである。  

第３条  学生寮における学生の厚生補導に関することは、寮務主事が、校長の命を受

けこれを掌理する。  

第４条  学生寮における学生の厚生補導に関することを審議するため、寮務委員会を

置く。  

２  寮務委員会については、別に定める。  

第５条  学生寮における学生の厚生補導については、寮務委員が直接これにあたるも

のとする。  

第６条  寮生生活を自律的、かつ、円滑に行わせるため、寮生会を置くことができる。  

２  寮生会については別に定める。  

第７条  学生寮に入寮できる者は、本校学生に限る。ただし、校長が特に認めた場合

は、この限りでない。  

第８条  学生寮に入寮を希望する者は、入寮願（別紙第１号様式）を校長に提出しな

ければならない。ただし、在寮生を除く在校生にあっては学級担任の承認を得て、

入寮願（別紙第１号様式）を校長に提出しなければならない。  

２  入寮者の選考は、寮務委員会で行い、校長が許可する。  

３ 入寮を許可された者は、入寮時に入寮誓約書（別紙第２号様式）及び転入後の住民票を提出し、入

寮費を納めなければならない。 

第９条  学生寮を退寮しようとする者は、学級担任の承認を得て、退寮願（別紙第３

号様式）を校長に提出しなければならない。  

第１０条  校長は、学内諸規則に違反した者、又は集団生活に適正を欠くと認められ

た者に退寮を命ずることがある。  

第１１条  寮生は、独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用

に関する規則（平成１６年４月１日独立法人国立高等専門学校機構規則３５号）に

定める額の寄宿料を、入寮日の属する月から退寮する日の月まで毎月その月の分を

納付するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前の月末までに納付す

るものとする。  

２  学生の申し出又は承諾があったときは、前期（４月～９月）、後期（１０月～３

月）の半期毎に分けてそれぞれ４月末、１０月末までに徴収するものとする。  

３  前項の規定にかかわらず、学生の申し出又は承諾があったときは、当該年度内に

徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申し出又は承諾に係る額を、その際徴

収することができるものとする。  
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資料７－２－③―２（２／２） 

 

第１２条  前条第２項及び第３項の規定により納付した寄宿料は、年度の途中に特別

の事情により退寮した場合、既に納付した額から退寮した月までの寄宿料を差し引

いた額を返還するものとする。  

第１３条  寮生は、寄宿料のほかに食費（給食のための材料費、光熱水料、人件費を

含む。）及び諸経費（電気料、水道料、燃料費、その他寮生活に必要な経費）を、寮

費として負担しなければならない。  

２  寮費の取扱いについては、別に定める。  

第１４条  寮生が外泊しようとする時は、所定の用紙に必要事項を記入し、寮務主事、

宿日直教員又は寮生活支援係の検印を受けなければならない。  

第１５条  本校学則第５条に定める休業日の内、春季休業、夏季休業、冬季休業、学

年末休業の期間中は、原則として閉寮とする。  

第１６条  寮生の寮生活については寮生心得による。  

 

（出典：平成２５年度学生便覧）  
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資料７－２－③―３（１／２） 

(3)久留米工業高等専門学校寮生心得 
 

この心得は，本校学生寮規則第 16 条に基づき，第２条の目的を達成するため，第６条の

見地から寮生が寮生活において，守らなければならない事項を定める｡ 

 ⑴ 日 課  

  イ 寮生は規則正しい共同生活を行うため，別表の日課表によって行動しなければな

らない｡  

  ロ 健康上その他の理由で日課表の行動ができない者は，寮務主事に申し出て指示を

受けるものとする｡  

  ハ 授業に出席できない場合も寮務主事に申し出るものとする｡  

 ⑵ 外出，帰省，外泊  

  イ 外出中は本校学生として，ふさわしい行動をしなければならない｡  

ロ 外出者は，点呼時までには帰寮しなければならない｡ 

  ハ 帰省又は外泊する場合は，届出用紙に所用事項を記載し，寮務主事の 

   許可を受けるものとする｡入院加療を必要とする者は寮務主事に届け出な 

   ければならない｡  

 ⑶ 秩序，風紀  

  イ 学習に励み，礼節を尊び自律の精神を重んじ，他人の迷惑をさけ友愛 

互助を心がけなければならない｡  

  ロ 質素を旨とし，清潔，整頓を心がけ快適な生活を行うよう努めなけれ 

ばならない｡  

  ハ 寮生は寮務主事の許可なくしては，外来者はもちろん通学生といえど 

も寮内に入れてはならない｡  

  ニ 飲酒，喫煙，麻雀，賭事は禁止する｡したがってこれらに関係のある物 

品は所持できない｡  

 ⑷ 車両の使用  

  イ 寮生の自動車，自動二輪車及び原動機付自転車の入構許可は，原則と 

して認めない｡  

  ロ 自転車を使用する場合は，校長の許可を得なければならない｡  

 ⑸ 災害防止   

イ 災害の防止に努め，出火の危険のある行為は慎まなければならない｡ 

  ロ 防災についての行事には参加，協力しなければならない｡  

 ⑹ 設備，備品の保全  

  イ 建物及び設備，備品の保全に留意し，常に大切に取り扱わなければならない｡                      

  ロ 万一破損又は故障，紛失等を生じた場合は直ちに寮務主事又は寮生活支援係に届け出る

ものとする｡なお，寮生の責任による場合は弁償するものとする｡  

 ⑺ 集会・掲示・配布等  

   寮内における集会や印刷物の掲示又は，配布については学生準則第８章，第 

９章及び第 10 章の定めるところに準じ，寮務主事を経て所定の手続きをした後， 
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資料７－２－③―３（２／２） 

 

行うものとする｡  

 ⑻ 保健・衛生  

  イ 健康に留意し，衛生には特に気をつける｡  

  ロ 病気の場合は，本人又は同室者・友人等がすみやかに寮務主事か宿日直者又は寮生活支

援係へ届け出て指示を受ける｡  

 ⑼ 当番割振  

   寮内清掃・風呂掃除等の当番割振については，別に定める｡  

 ⑽ 再入寮  

   一旦退寮した者については，退寮した日から半年間以内は，原則として再入寮を認めない｡  

 ⑾ 寮費の滞納  

   寮費又は給食費を３ヶ月以上滞納した者は，滞納した寮費を支払った後，退寮を命ずるこ

とがある｡  

 ⑿ その他の事項  

上記以外のことについては，『寮生活上の留意事項』を参照し，不明な点は， 

寮生活支援係に問い合わせること。 

 

（出典：平成２５年度学生便覧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－③―４ 

 

日 課 表 

 

  点 呼   7 時 45 分（休校日 8 時 15 分）                                           

朝 食   7 時 50 分 〜  8 時 30 分（休校日は〜9 時 00 分） 

  昼 食  11 時 45 分 〜 12 時 45 分  

  夕 食  18 時 00 分 〜 19 時 30 分（休校日は〜19 時 00 分）  

  入 浴  18 時 30 分 〜 21 時 55 分  

       （シャワーのみ 7 時 00 分～18 時 30 分使用可） 

  点 呼  22 時 00 分   

  清 掃    22 時 05 分 〜 22 時 30 分 

学 習  21 時 00 分 〜 23 時 00 分  

  消 灯  23 時 00 分  

 

 ※休校日とは、全学生が出席を要する日以外の日をいう｡  

 

（出典：平成２５年度学生便覧） 
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資料７－２－③―５ 

 

平成２５年度 寮務主事室構成 

  

寮務主事 泉本 英次 

寮務主事補 米永 正敏 

寮務主事補 中尾 哲也 

寮務主事補 谷 太郎 

寮務主事補 松本 光広 

学生課長 磯田 信一 

寮務係長 栗原 宏明 

寮務係 平河 良二 

寮務係 萩野 清和 

 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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資料７－２－③―６ 

 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 

4 月 7 日 (日) 10:00 開　寮

4 月 8 日 (月) 新入寮生保護者説明会

4 月 9 日 (火) 17:30～ 対面式・寮生総会

4 月 17 日 (水) 16:00 避難訓練

4 月 17 日 (水) 21:00 ゴミ分別講習会

4 月 14 日 (日) ～21日（日） 第1回体験入寮

4 月 20 日 (土) 寮祭

5 月 9 日 (木) 11:30～14:00 第1回ヘルスチェックキャンペーン

5 月 9 日 (木) 16:00 第1回食堂＆寮生会懇談会

6 月 13 日 (木) 16:40 第2回食堂＆寮生会懇談会

6 月 16 日 (日) テーブルマナー講習会

6 月 17 日 (月) ～7月18日（木） 夕食時間延長(高専体育大会参加クラブ)

7 月 7 日 (日) ～7月14日（日） 第2回体験入寮

7 月 17 日 (水) 16:00～17:00 大掃除

7 月 27 日 (土) 14:00 閉寮（工作実習に参加する１A,2A及び

２M以外は、7月23日（火）14:00閉寮）

9 月 1 日 (日) 10:00 開寮

10 月 6 日 (日) ～13日（日） 第3回体験入寮

10 月 9 日 (水) 16:00 第3回食堂＆寮生会懇談会

10 月 13 日 (日) 和食作法講習会

10 月 15 日 (火) ～11月15日（金） 夕食時間延長(高専体育大会参加クラブ)

10 月 16 日 (水) 昼食時 非常食シミュレーション

10 月 16 日 (水) 16:00～17:00 防災訓練

12 月 2 日 （月）～12月21日（土） 夕食時間延長(高専体育大会参加クラブ)

12 月 5 日 (木) 11:30～14:00 第2回ヘルスチェックキャンペーン

12 月 5 日 (木) 16:00 第4回食堂＆寮生会懇談会

12 月 8 日 (日) ～15日（日） 第4回体験入寮

12 月 14 日 (土) 寮祭

12 月 18 日 (水) 16:00～17:00 大掃除

12 月 21 日 (土) 14:00 閉寮

1 月 6 日 (月) 10:00 開寮

1 月 8 日 (水) 17:45 成人式・寮生総会

2 月 21 日 (金) ビジネスマナー講習会

3 月 3 日 (月) 14:00 閉寮（当月退寮者）

3 月 10 日 (月) 14:00 閉寮

平成２５年度　寮の主な年間行事

　上記の他、　「寮務委員会」、「寮生会班長会議」、「寮生会役員会議」、「外部
寮視察」、「資源回収」、「ＴＡ」、「地域との交流行事」等を適宜開催します。
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資料７－２－③―７（１／２） 

 

(4) 久留米工業高等専門学校学生寮寮生会規約 
 

 （趣旨） 

第１条 学生寮規則第６条に基づき，寮生会（以下「本会」という。）を置く。本会の組織及び

その活動は，寮生相互の個人生活をおかすことなく，かつ，学則，学生準則及び学生寮規則に

違反しないものとする。 

 （構成） 

第２条 本会は，久留米工業高等専門学校寮生全員をもって構成する。 

 （役員） 

第３条 本会に寮生役員会を置き、役員の人数、任期、選出及び任務は、次のとおりとする。 

 （1）役員 

    寮長        １名（４・５年） 

    副寮長       ２名（男子学生１名，女子学生１名） 

    美化委員長     １名 

    文化委員長     １名 

    会計委員長     １名 

    ＬＡＮ責任者    １名 

    男子消防隊長    １名 

女子消防隊長    １名 

 （2）役員の任期 

    役員の任期は，原則として１年とし，再任を妨げない。役員に欠員ができた場合は，随

時補充するものとする｡ 

 （3）役員の選出 

    役員の選出は，寮生総会で承認を得なければならない。 

 （4）役員の任務 

   ア 寮長は，寮生会の最高責任者として，寮務主事の指導助言のもとに寮生の中心となっ

て寮生活の向上に務め，各役員を指揮し日課業務，諸行事，その他必要と認めた事項を

行い，寮生総会，班長会議，役員会議を主宰する。 

   イ 副寮長は，寮長を補佐し，寮長に事故あるときはその業務を代行する。 

   ウ 美化委員長は，寮生の環境と健康のため必要と思われる業務を行う。 

   工 文化委員長は，寮生の文化の向上のために必要と思われることを行う。 

   オ 会計委員長は，本会の会計事務を処理する。 

   カ 消防隊長は，防災に関する業務を行う。 

２ 寮生役員会の下に班長会議（以下「本会議」という。）を置き、次の任務を行う。 

 （1）本会議は，寮生役員と班長とで構成され，寮生役員会が必要と認めた場合又は班長の要

請があった場合に寮長がこれを召集する。 

 （2）本会議は，寮生役員会と寮生の結びつきを密にし，達示事項を徹底させ，寮生の意見，

希望等を反映させる。 

 （3）班長は，他の役員と連絡を密にし，班員の相談に応じたり，秩序の維持，環境の美化を

計る。 

（寮生総会） 

第４条 寮生総会は，全寮生をもって構成し，次の事項を審議し決議する。 

 （1）防災及び警備 

 （2）寮長及び寮生役員の承認 

 （3）その他 
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２ 寮生総会は，全寮生の３分の２以上の出席をもって成立し，出席者の過半数をもって決議す 

る。 

３ 決議事項は，寮務主事の承認を得て執行する。 

４ 寮生総会は，定例総会と臨時総会の二種とする。 

 （1）定例総会は，毎学期始めに寮長が召集する。 

 （2）臨時総会は，寮長が必要と認めたとき又は全寮生の３分の１以上の連署で議案を附 

して要求のあったとき召集する。 

 （選挙） 

第５条 選挙管理には，寮長が選挙管理委員を任命し，これに当たらせる。 

２ 選挙は，告示後二週間以内に行うものとする。 

（リコール権） 

第６条 寮生総会は，各寮生役員のリコール権を有し，所定の手続きを経て，出席寮生の３分の

２以上の賛成をもって議決する。 

 

 (附則は一部省略) 

附 則 

 この規約は，平成２４年４月１日から施行する。 

 

（出典：平成２５年度学生便覧） 
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資料７－２－③―８ 

平成２５年度 寮生会役員（学生氏名は省略） 

役員名 氏名 （科・学年） 号室 

寮  長  （電気電子工学科 ４年） ３１１ 

男 子 副 寮 長  （機械工学科 ４年） ３２８ 

女 子 副 寮 長  （材料工学科 ４年） ２５１ 

美化委員長  （制御情報工学科 ３年） ４１０ 

文化委員長  （機械工学科 ４年） ２３０ 

会計委員長  （生物応用化学科 ４年） ３３４ 

寮内ＬＡＮ責任者  （制御情報工学科 ４年） ２３７ 

男子消防隊長  （機械工学科 ４年） ３２６ 

女子消防隊長  （材料工学科 ３年） ３５２ 

美化委員 （４名） 

 （生物応用化学科 ３年） ２０６ 

 （機械工学科 ３年） ２０８ 

 （制御情報工学科 ２年） ４２３ 

 （制御情報工学科 ２年） ２１５ 

文化委員 

 （機械工学科 ３年） ４３０ 

 （生物応用化学科 ２年） ４０９ 

 （材料工学科 ３年） ３５２ 

ＬＡＮ管理委員  （制御情報工学科 ３年） ２０８ 

消防福隊長  （機械工学科 ３年） ２２７ 

班長（各階１０名） 

 
 

 

男
子
寮 

 （材料工学科 ５年） １２６ 

 （制御情報工学科 ３年） ２０６ 

 （機械工学科 ３年） ２１３ 

 （電気電子工学科 ３年） ３２１ 

 （材料工学科 ３年） ３３０ 

 （材料工学科 ３年） ４０４ 

 （機械工学科 ２年） ４３０ 

女
子
寮 

 （機械工学科 ３年） １５２ 

 （材料工学科 ３年） ２５８ 

 （制御情報工学科 ２年） ３５４ 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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資料７－２－③―９ 

寮生処分基準表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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資料７－２－③－１０（１／２） 

 

久留米工業高等専門学校寮務委員会規則 

                          （昭和４９年４月１１日制定） 

   

第１条  久留米工業高等専門学校学生寮規則第 4 条の規定に基づき、寮務委員会(以下「委 

員会」という。)の組織その他必要な事項は、この規則の定めるところによる。 

第２条 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。ただし、次の学号の委員は兼任する 

 ことができる          

(1) 寮務主事 

(2) 寮務主事補 

(3) 教務主事補から１名 

(4) 学生主事補から１名 

(5) 専攻科主事補から１名 

(6) 専門学科の中から学科毎に 1 名 

(7) 一般科目の中から２名（文科系１名、理科系１名） 

(8) 学生課長 

(9) 寮生活支援係長 

(10) その他校長が必要と認めた者 

２  委員会において必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができ

る。   

第３条 前条第１項第６号、第７号、第８号及び第１１号の委員の任期は１年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４条 委員会の委員長は、寮務主事とする。 

２ 委員長に事故があるときは、寮務主事補がその職務を代行する。 

第５条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

第６条 委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 学生の入退寮に関する事項 

(2) 寮生の日課及び行事に関する事項 

(3) 寮生の個人及び集団指導に関する事項 

(4) 寮生の学生寮内における集会、催物、出版及び掲示に関する事項 

(5) 学生寮内における規律の保持及び賞罰に関する事項 

(6) 寮生の保健衛生に関する事項 

(7)  寮生の災害予防に関する事項 

(8) 教員の管理当直に関する事項 

(9) その他学生寮に関する事項 

第７条 委員会の事務は、寮生活支援係で処理する。 
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資料７－２－③－１０（２／２） 

 

 

附  則 

１ この規則は、昭和４９年４月１１日から施行する。 

２ 久留米工業高等専門学校寮務委員会規程(昭和４２年４月１日制定)は、この規則制定の日から廃

止する。 

附  則 

この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成３年１０月１日から施行する。 

附  則  

 この規則は、平成１７年１２月２２日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附  則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



久留米工業高等専門学校 基準７ 

- 251 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－③―１１ 

平成２５年度寮務委員会名簿 

役職・学科 氏    名 （電話番号） 

寮 務 主 事（ 委 員 長 ） 泉 本 英 次 （９４０２） 

寮 務 主 事 補  中 尾 哲 也  （９３６８） 

寮 務 主 事 補  谷 太郎 （９３４４） 

寮 務 主 事 補  米 永 正 敏  （９３３９） 

教 務 主 事 補  松 本 光 広 （９３８３） 

学 生 主 事 補  龍 頭 信 二 （９３２７） 

専 攻 科 主 事 補  田中 大 （９３５９） 

電 気 電 子 工 学 科  加 藤 直 孝 （９３８０） 

制 御 情 報 工 学 科  中野 明 （９３５３） 

生 物 応 用 化 学 科  松山 清 （９４１６） 

材 料 工 学 科  岩 田 憲 幸 （９４１７） 

一 般 文 科  岡 本 和 也 （９３７８） 

学 生 課 長  磯 田 信 一  （９３１４） 

 

（出典：学生課寮生活支援係資料） 
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観点７－２－④： 就職や進学等の進路指導を行う体制が整備され、機能しているか。 

（観点に係る状況） 進路指導に関しては、５月の保護者と学級担任による面談（資料７－２－④

－１）のほか、適宜実施される卒業生進路状況の説明・工場見学旅行により対応している。４年次

には担任が進路希望調査、進路指導を行っている。各学科には就職主任が配置され（資料７－２－

④－２）、担任と連携し就職希望学生に適切な就職先選定を助言し、職希望会社との間の連絡、調整

を行っている。求人票などは学生課学生生活支援係が管理し、求人情報が掲示板・ホームページに

掲示される（資料７－２－④－３）。また、就職担当委員会を設置し（資料７－２－④－４）、学科

間の調整を行っている。就職試験対策として、11月頃にＳＰＩ試験を実施し（資料７－２－④－５）、

各学科の就職主任と学級担任が就職ガイダンス及び就職試験における面接指導を行っている（資料

７－２－④－６）。また、就職主任は企業訪問を行い、本校の説明や、社員に要求される能力の聞き

取り調査をし、求人先を開拓している。この旅費は久留米高専後援会より援助されている（資料７

－２－④－７）。 

進学を希望する学生に対しては、学級担任が学生（保護者）との面談を実施し進路決定を支援し

ている（資料７－２－④－８）。学生課教務係が入試要項・入学案内などの書類を管理し、教務主事

室及び学生課教務係が様々な大学からの説明会の場を設けている(資料７－２－④－９)。 

 

（分析結果とその根拠理由） 学生の進路指導に関しては、まず学級担任と就職主任が学生あるい

は保護者との面談などを実施し、指導を行っている。就職や進学の希望に応じて５年生の学級担任、

就職主任及び学科長で適切に指導する体制が整っている。事務的な手続きなどに関しては学生課が

対応しており、学級担任や就職主任と連携を取り、円滑な運営がなされている。 
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資料７－２－④―１ 

保護者面談スケジュール 

                                     平成２５年 ４月２３日 

保 護 者 各 位 

久留米工業高等専門学校 

校長 上  田   孝（公印省略）  

保護者懇談会の開催について(お知らせ) 

 

拝啓  新緑の候ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

  さて、後援会定期総会終了後に、保護者の皆様と学級担任との懇談会を下記により開催しますので、ご出席下

さるようご案内申し上げます。 

 なお、個人面談ご希望の場合の順番は、後援会定期総会の受付け時に取って頂くことになりますので、ご了承

下さい。 

また、受付終了後に総会会場に来校された場合は、学生課教務係へお越し頂きますようお願い申し上げます。                             

敬具 

記 

開催日時   平成２５年５月２５日（土）１３：３０～ 

懇談場所   久留米工業高等専門学校 HR 教室等・・・別紙のとおり 

        (教室配置図を同封しております。) 

※ 懇談場所及び控室案内図は、当日学生課横に掲示致します。 

クラス 担任 全体懇談会場 棟番号 階 保護者控室 棟番号 階 個別懇談会場 棟番号 階

１・機械 菰田 ２０１ 2 2 菰田教員室 １ 3

１・電気 江島 ２０２ 2 2 江島教員室 １ 3

１・制御 小宮 １０１ 2 1

１・生化 伊藤(公) １０３ 2 1

１・材料 金城 １０２ 2 1

２・機械 松田康 ２０４ 一般
共通棟 2 ２０４ 一般

共通棟 2
コモンスペース

(２０４隣)
一般

共通棟 2

２・電気 赤塚 ３０１ 2 3

２・制御 山﨑 ３０２ 2 3 一般物理実験室
（PJ） １ 2 山﨑教員室 １ 2

２・生化 河合 ３０３ 2 3 ３０３ 2 3 ３０３ 2 3

２・材料 篠島 ２０３ 2 2 ２０３ 2 2

３・機械 青野 CAD/CAE演習室 3 2 青野教員室 3 2

３・電気 加藤 ES４ 7 1 加藤教員室 7 3

３・制御 松島 ES１ 7 1 映像ﾒﾃﾞｨｱ実験室 10 1

３・生化 萩原 AM1 3 1 C２
(5Cと同室)

8 2 萩原教員室 8 2

３・材料 矢野 ES2 7 1 学生面談室 3 3 矢野教員室 3 3

４・機械 松永 産業デザイン演習室 12 3 松永教員室 12 3

４・電気 山本(哲) 電子通信実験室 7 4 電子通信実験室 7 4 山本(哲)教員室 7 3

４・制御 中野 Ｓ２ 9 2 制御情報実験室 7 2 S2 9 2

４・生化 松山 Ｃ２ 8 2 Ｃ３ 8 １ 松山教員室 8 １

４・材料 川上 Ｓ１ 9 2 材料評価実験室
(5Mと同室) 3 3 川上教員室 3 3

５・機械 川原 機械要素設計実験室 3 2 機械要素設計実験室 3 2 川原教員室 3 2

５・電気 山口 総合実験室 7 3 総合実験室 7 3 総合実験室 7 3

５・制御 小田 Ｄ３ 4-1 - 電気電子・制御情報工学科棟
学生面談室 7 2

５・生化 中嶌 Ｃ１ 8 1 C２
(3Cと同室)

8 2 生化会議室 8 2

５・材料 山本(郁) 材料評価実験室 3 3 同左
(4Mと同室)

3 3 山本(郁)教員室 3 3

大講義室 12 2 ―専攻科 ―

同左

同左

同左

同左 同左

同左

―

同左

同左 同左

同左

平成２５年度　保護者懇談会場等一覧

同左

同左

同左 ―

同左

 

（出典：学生課教務係資料） 
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資料７－２－④－２ 
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資料７－２－④－３ 

求人企業一覧（学科別一例） 

        受付番号（募集学科）   

会社名  Ａ  Ｅ  Ｓ  Ｃ  Ｍ 機電 物質 

ANA（株） グループ会社 1 1 1     1   

（株）富士通九州システムズ 1 1 1     1   

（株）NTT ぷらら 1 1 1 1 1 1 1 

日本システム通信（株） 1 1 1     1   

セキスイハイム中四国（株） 1 1 1 1 1 1 1 

片山工業（株） 1 1 1     1   

（株）タクマ 1 1 1 1 1 1 1 

山九（株） 1 1 1   1 1 1 

ムラテックＣＣＳ（株） 1 1 1     1   

（株）リベルワークス 1 1 1 1 1 1 1 

中国電力（株） ※書類受付期間変更 3/2 訂正済み 1 1 1 1 1 1 1 

（株）ナスカ 1 1 1 1 1 1 1 

オムロンリレーアンドデバイス（株） 1 1 1 1 1 1 1 

（株）前川製作所 1 1 1 1 1 1 1 

（株）アイティーシステムズ 1 1 1 1 1 1 1 

サンメイクジャパン（株）   既卒可 1 1 1     1   

ANA（株） グループ会社 1 1       1   

（株）富士通九州システムズ 1 1 1 1 1 1 1 

（株）NTT ぷらら 1 1 1 1       

日本システム通信（株） 1 1 1   1 1   

（出典：ホームページ上に掲載される求人企業一覧の一部） 
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資料７－２－④－４ 

久留米工業高等専門学校就職担当委員会規則 
                           （平成１３年４月１日制定） 

（設置） 
第１条  本校に、学生の就職に関する重要事項を審議するため、久留米工業高等専門学校就職担当委

員会（以下「委員会」という。）を置く。 
 (組織) 

第２条  委員会は、次に掲げる者をもって組織する。 
 (1) 就職統括主任 
 (2) 各学科就職主任 

（委員長） 
第３条  委員会の委員長は、就職統括主任とする。 
２  委員長に事故があるときは、各学科就職主任のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職

務を代行する。   
第４条  委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
（構成員以外の者の出席） 

第５条  委員長が必要と認めた場合は、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 
  （審議事項） 
第６条  委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。 
 (1) 就職指導に関すること。 
 (2) 就職に関する学科間の連絡調整。 
 (3) その他学生の就職に関すること。 

（事務） 
第７条  委員会の事務は、学生課学生生活支援係において処理する。 

附 則 
  この規則は、平成１３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 
  この規則は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

（出典：久留米工業高等専門学校規則集） 
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資料７－２－④―５ 

  平平成成２２４４年年１１００月月１１６６日日  

  

  

  就就  職職  担担  当当  教教  員員  

４４ 年年 生生 担担 任任    各各位位  

専専攻攻科科１１年年  担担  任任  

  

  

                                                      就就職職統統括括主主任任  

    

  

ＳＳＰＰＩＩ対対策策模模擬擬試試験験のの実実施施ににつついいてて  

  

  

  ここののここととににつついいてて、、下下記記ののととおおりり実実施施ししまますすののでで、、周周知知方方よよろろししくくおお願願いい

いいたたししまますす。。  

  つついいててはは、、ククララススのの受受験験希希望望者者をを取取りりままととめめてていいたただだきき、、平平成成２２４４年年１１１１

月月１１５５日日((木木))ままででにに受受講講料料((１１名名にに付付きき１１，，００００００円円))をを添添ええてて学学生生生生活活支支援援

係係ままでで申申しし込込みみくくだだささいいまますすよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

  

  

  

記記  

  

  

日日    時時  平平成成２２４４年年１１１１月月２２１１日日（（水水））1166::0000～～1188::0000  

  

            場場    所所  ＤＤ４４講講義義室室            

   

（出典：学生課学生生活支援係資料） 
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資料７－２－④－６ 

平成 24 年 12 月 21 日 

制御情報工学科 4年 

就職希望学生各位 

就職主任 （綾部 隆） 

 

平成 24 年度冬季  制御情報工学科就職ガイダンス 

 

１。主なスケジュール 

   12 月中旬 就職資料の入れ替え作業 

12 月 21日（金）4 時限目授業終了後 就職ガイダンス（冬季） 

翌年１月初旬  学校ＨＰの学内専用にある就職情報(求人情報)の 25年度分のアップ開始 

翌年１月 7 日(月)  面談（学生、担任、就職主任）。担任教員室前にスケジュール掲示 

Web 上でのエントリー入力開始 （自由応募で受付開始が早い企業は１２月頃開始） 

2 月 20日（水）  就職ガイダンス（春季） （定期試験終了後） 

3 月 1日（金）以降 面談（希望学生、担任、就職主任）。担任がスケジュール調整 

3 月 5日（火） 終業式 

3 月 8日(金) 卒業査定。九工大情報工学部(飯塚キャンパス)、高専生を対象とした合同会社説明会 

3 月１１日（月）以降 （推薦応募の場合、希望会社を就職資料室のエントリー掲示板に記入） 

3 月１9日（火） 及落査定 

３月中旬までに第１希望、第２希望、（第 3 希望）の企業を考えておく。３月中に必要書類を作成。学生課 

学生生活支援係に書類が殺到する時期(４月上～中旬)は書類の発送に時間がかかるので、１週間程度は

余裕をもって書類を仕上げる。 

 

２。就職活動に必要なこと 

（以下省略） 

 

（出展：平成 24 年度制御情報工学科就職ガイダンス資料） 
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資料７－２－④－７ 

平成２４年度 後援会 一般会計 決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出展：平成 25 年度後援会定期総会資料） 

資料７－２－④－８ 

平成 24 年度 学生の進学先大学の一覧 

 
（出典：学生課学生係資料） 
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資料７－２－④―９ 

２４年度

期日 大学名 事項 時間 会場 対象

1 4月13日 金 豊橋技術科学大学
編入学・大学院入学説明
会

16：40～
18：00

Ｄ３
４年、５年、専攻科
１年ほか

2 11月8日 木 長岡技術科学大学
編入学・大学院入学説明
会

16:40～
17:40

Ｄ３
４年、５年、専攻科
１年ほか

3 11月13日 火
東工大総合理工学研究
科

大学院進学説明会
16：40～
18：00

Ｄ３
専攻科１年、本科
４年、５年

4 11月15日 木
東京工業大学バイオ研究基
盤支援総合センター

生命理工学部編入学説
明会

16：40～
18：00

Ｃ１ ４年ほか

5 11月28日 水
北陸先端科学技術大学院
大学

大学院進学説明会 16：40～
専攻科大
講義室

専攻科１年

6 12月12日 水

九州大学大学院システム情
報科学府・システム生命科
学府

大学院進学説明会
16：40～
18：00

専攻科大
講義室

専攻科1年、希望
者

7 12月14日 金
九州工業大学大学院
生命体工学研究科

大学院説明会 16：40～
専攻科大
講義室

専攻科１年

8 12月20日 木 熊本大学工学部 編入学説明会
16：40～
17：40

Ｄ３ ４年ほか

9
3月13日

水
九州工業大学
情報工学部

大学（編入学）説明会
14：00～
15：00

Ｄ３
４年、専攻科１年
ほか

２５年度

期日 大学名 事項 時間 会場 対象

1 4月16日 火
九州工業大学情報工学
部

該当学科の教員に対す
る進路説明

11：00～
12:00

管理棟
応接室

４年、５年

2 4月17日 水 豊橋技術科学大学

＜終了後、教員との面談
希望あり＞
大学編入学・大学院進学
説明会

16：00～
18：00

Ｄ３
４年生、専攻科１
年生

大学･大学院の説明会スケジュール

（出典：学生課教務係資料） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 教育理念に基づき学生の自立の精神を尊重し、学級担任を含めた学生主事室を中心

とした組織によって、学生自身の生活面や課外活動面の活動を支援している点は優れている。本支

援体制は、学生の自立心と責任感を育成し、外部からの卒業生の評価は高い。また、本支援体制の

成果は、以前のＮＨＫロボットコンテストの成績や近年のプログラミングコンテストの成績からも

把握できる。 

 

（改善を要する点） 該当なし。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

本校では、入学当初のガイダンス並びに毎週開催されるホームルームを通して、学生が学習を進め

るために必要な情報の伝達及び相談・指導する体制が整備されている。また、学生が学習及び生活す

る上での校内環境も十分に整備されている。 

学生の生活面での要望に対する学校側としての支援体制は、学生主事室を中心に学級担任によって

整えられ、学生会中央執行委員会役員との懇談などを通して校内環境の改善に努めている。また、授

業に対する学生の意見は、授業評価アンケート及び学生支援アンケートを授業改善専門部会及び企画

主事室にて実施し、その集計・分析結果が授業改善と学習支援に役立てられている。学生の資格試験

などに関わる支援は、資格試験などに関する案内を学生課から掲示板などで公表するとともに、担任

会を通じて学級担任からも積極的に案内している。 

留学生、編入生及び転入生に対しては、履修科目の違いによる本校学生との格差を早い時期に解消

するために個別の科目を設けており、留学生や編入生、転入生が学習上で不利益を生じないよう配慮

している。特に、留学生は外国人留学生委員会が担当し、担当教員及び学生のチューターが留学生の

学習･生活面を支援している。 

学生の課外活動は、学生会の自主的運営に対する学生主事室の助言・指導、体育系及び文化系クラ

ブへの複数名顧問配置により支援している。 

学生への経済的支援は、公的・私的な奨学金制度の斡旋や授業料免除などを案内し、各学級担任が

相談・指導することにより行っている。また、怪我などの応急処置や健康相談ばかりでなく、学生を

生活面やメンタル面でサポートするために、学生相談室、学級担任、看護師、精神科医及びカウンセ

ラーを配置している。さらに、障害のある学生に対しては建物の各所でバリアフリー化により対応し

ている。 

学生寮における生活面の指導や相談などの実務は、寮務主事室が中心となって宿直教員とともに行

っており、学生寮の運営管理は定期的に開催される寮務委員会で対応し、学生の生活及び勉学を支援

する体制が整えられている。 

学生の進路指導に関しては、５年生の学級担任が学科の就職主任と連携しながら学生あるいは保護

者と面談などを実施して、きめ細かな相談・助言を行い、就職や進学の希望に応じて５年生の学級担

任、就職主任及び学科長が適切に指導する体制が整っている。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい

施設・設備が整備され、適切な安全管理の下に有効に活用されているか。また、

施設・設備のバリアフリー化や環境面への配慮がなされているか。 

（観点に係る状況） 校地には、二つの体育館、運動場、テニスコート、野球場、武道場、プール

などの運動施設をはじめ、一般教室棟、一般文科・理科棟、各専門学科棟、専攻科棟などの校舎が

あり、それぞれに教室や実験室が整備されている（資料８－１－①－１）。具体的には、一般教室棟

に１年生及び２年生用の固定教室が１０教室あり（資料８－１－①－２～資料８－１－①－４）、１

年生及び２年生の授業は、原則的にこれらの教室で行われている。一般文科・理科棟には物理関連

実験室、化学関連実験室、一般文科・理科の教員室があり（資料８－１－①－５～資料８－１－①

－６）、物理や化学の実験が行われている。機械・材料工学科棟には、機械工学科関連実験室、演習

室や材料工学科関連実験室と機械工学科、材料工学科の教員室があり（資料８－１－①－７～資料

８－１－①－８）、機械工学科と材料工学科の演習、実験及び授業が行われている。電気電子・制御

情報工学科棟には、電気電子工学科教員室及び関連の実験室並びに制御情報工学科教員室及び関連

の実験室があり（資料８－１－①－９～資料８－１－①－１０）、電気電子工学科及び制御情報工学

科の学生実験などが行われている。専門教室棟には、４講義室及び１階に生物応用化学科の実験室

があり（資料８－１－①－１１）、制御情報工学科やその他の学科の授業及び生物応用化学科の実験

が行われている。生物応用化学科棟には、生物応用化学科教員室、実験室及び２講義室があり（資

料８－１－①－１２～資料８－１－①－１３）、生物応用化学科の授業や実験が行われている。制御

情報工学科棟には、制御情報工学科の教員室と関連実験室があり（資料８－１－①－１４）、授業と

実験に使用されている。 

その他、各学科実験実習棟（資料８－１－①－１５～資料８－１－①－２１）では、学生実験や

卒業研究、専攻科の研究などが行われている。また、機械工作工場（資料８－１－①－２２）では、

他に類を見ない旋盤、ＮＣ旋盤などの工作機械・装置が配置されており、これまで歯車の研究にお

いて卓越した成果を上げてきた。これを背景に機械工学科ばかりでなく他学科の機械工作実習が行

われている。 

各学科実験実習棟は、本年度改修が行われ、最新の設備を備えたものづくりセンターとして使用さ

れる予定である（資料８－１－①－２３～資料８－１－①－２４）。専攻科棟には、３講義室、演習

室、ゼミ室、実験室などがあり（資料８－１－①－２５）、専攻科の授業、演習、研究に使用されて

いる。図書館の１階は、閲覧室、AVルーム及びホールを備えた図書館となっており、２階には第１・

第２IT演習室、マルチメディア教室、PC学習室及び多目的室などがある。図書館の東側部分は、書

庫となっており、多数の書籍・学術雑誌を所蔵している（資料８－１－①－２６）。定員２４０名の

学生寮は校内にあり、希望する学生が入寮することができる（資料８－１－①－２７～資料８－１

－①－３１）。一般教室棟の全教室、機械・材料工学科棟、電気電子・制御情報工学科棟、生物応用

化学科棟、専門教室棟、専攻科棟及び図書館等の各教室（資料８－１－①－１～資料８－１－①－

３、資料８－１－①－７～資料８－１－①－１３、資料８－１－①－２５、資料８－１－①－２６、

資料８－１－①－３２～資料８－１－①－３４）には、液晶プロジェクターが整備され、ビデオや

パソコンを使った授業などに活用されている。 

以上の教室の面積及び収容者数を、資料８－１－①－３５に示す。また、建物以外の主要設備は、
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資料に示すとおりである（資料８－１－①－３６）。 

以上のように、教育課程を実現するのに十分な施設・設備が整備されており、各施設・設備とも

授業や実習に有効に活用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 高等専門学校として必要な施設は全部整っており、現在教育の目的

を達成するために欠けているものはない。また、各教室、実験室、体育館、運動場、図書館、学生

寮など、どの施設についても有効に活用されている。 

 

観点８－１－②： 教育内容、方法や学生のニーズを満たすＩＣＴ環境が十分なセキュリティ管理

の下に適切に整備され、有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 校内ＬＡＮの情報コンセントが、一般教室棟、一般文科・理科棟、各専門学

科棟、専攻科棟などのほとんどの部屋及び図書館、学生寮などの施設にも設置されており、パソコ

ンがあれば、校内の多くの場所において、校内ＬＡＮ及びインターネットにアクセスできる情報ネ

ットワークが構築されている（資料８－１－②－１）。また、メールウィルスチェックとファイアウ

ォールにより、セキュリティを確保するシステムとなっており（資料８－１－②－１）、その運用は

総合情報センターで行っている。 

この情報ネットワークを利用して、学生は、久留米高専通信、シラバス、時間割、就職・進学情

報など、ホームページからの閲覧やレポート提出、教員への質問を行える環境となっている（資料

８－１－②－２）。一方教員は、この情報ネットワークを用いて、授業や卒業研究などでＣＡＤ・Ｃ

ＡＥなどのアプリケーションソフトを学生とともに使用したり（資料８－１－②－３）、学生にレポ

ート課題を出したり、質問に対する回答、連絡などをメールで行っている。また、文献検索システ

ムもこの情報ネットワークを利用して教員室、実験室などから容易に行うことができ、卒業研究な

どに大いに利用されている（資料８－１－②－４）。さらに、情報ネットワークの使用に必要な情報

倫理教育は、全学科で行われている（資料８－１－②－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 校内の多くの場所に情報コンセントが設置されているので、パソコ

ンがあれば簡単に校内情報ネットワークやインターネットにアクセスができる環境にあり、教員、

学生とも多岐にわたり、有効に活用されている。また、情報ネットワークは、十分なセキュリティ

管理のもとに適切に運用されている。 

 

観点８－２－①： 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、

整理されており、有効に活用されているか。 

（観点に係る状況） 本校の歴史は長く、図書館には、学生の学習用図書から教員の研究用雑誌ま

で、７万冊以上の蔵書（資料８－２－①－１）と１，１００点を超える視聴覚資料を有しており、

書庫には学術文献も多数所蔵している。平日は９時から２０時まで、土曜日は９時から１７時まで

利用できるので（資料８－２－①－２）、学生や教員が活発に利用している（資料８－２－①－３）。

図書の検索は電子化され、容易に検索できるシステムとなっている（資料８－２－①－４）。さらに、

外国語文献を含む広範囲な文献を対象とした文献検索及び複写サービスが完備しているので、文献

も容易に入手することができる（資料８－１－②－４）。 

購入する書籍については、各学科の教員からの推薦図書・雑誌、学生からの希望図書などを対象
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に、図書館長、図書館長補、図書主幹、各学科から選出された教員、教務・学生・専攻科主事補及

び学生課長から構成される図書委員会において審議される（資料８－２－①－５）。また、学生図書

委員との懇談会、図書館入り口へのリクエストボックスの設置及びブックハンティング（１０名程

度の学生を募って書店に行き、その場で学生に書籍を選定させる。）などを実施して、学生の要望を

直接汲み上げる配慮をしている（資料８－２－①－６）。図書の購入実績を資料８－２－①－７に示

す。さらに、現代の科学技術の急速な進展に対応するため、長岡技術科学大学と高専図書館とのコ

ンソーシアムに積極的に参加して、各種の電子的資料の入手が可能な手段を導入している（資料８

－２－①－８）。なお、本校の図書館は平成２４年度に全館改修を実施し、より利用しやすい環境を

整えた。 

以上のように、本校の図書館は、必要な図書・学術雑誌及びシステムが十分に整っており、また

運営面でも様々な工夫がなされている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 蔵書などは、十分整っている。図書などの購入は教員からの推薦、

学生からの希望に基づき、図書委員会で審議し、決定している。また、現代の科学技術の急速な進

展に対応するため、図書館コンソーシアムなどの電子ネットワークの活用を進めている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 本校は、７０年余りの長い歴史を有しており、施設・設備は全般的に整っている。

特に本校の特筆すべき研究分野である機械加工技術に関連する機械工作実習工場は、全国的に見て

も優れた施設である。また、図書館の蔵書・文献なども高等専門学校としては充実している。さら

に、早くから導入した情報ネットワークも十分な機能を有しており、有効に活用されている。 

 

（改善を要する点） 該当なし。 

 

（３）基準８の自己評価の概要 

一般教室棟、一般文科・理科棟、各専門学科棟、専攻科棟、実習工場、図書館、学生寮などの施設

が設置されおり、教育課程を実現するのに必要十分な施設・設備が整備されている。特に、学生が十

分に旋盤などの機械加工実習ができる機械工作実習工場は、全国の高等教育機関においても、ここま

で充実した施設は尐なく、特に優れた施設である。さらに、校内ＬＡＮの情報コンセントが、一般文

科・理科棟、各専門学科棟、専攻科棟などの教室ばかりでなく、図書館や学生寮などにも設置されて

おり、学生は各自のパソコンを使用して、必要な情報収集が行える環境を整えている。教員も情報コ

ンセントやプロジェクターを利用し、講義・実験などの授業において学生の理解を助ける目的で利用

している。 

図書館には、学生の学習用図書から教員の研究用雑誌まで、７万冊以上の蔵書と１，１００点を超

える視聴覚資料を有している。さらに、図書館コンソーシアムに積極的に参加し、外国語文献を含む

広範囲な文献を対象とした文献検索及び複写サービスを完備している。図書の購入に当たっては、教

員からの推薦及び学生からの希望を審議した上で購入しており、学生からのニーズにも十分対応でき

る体制を整えている。 

 

 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 265 - 

 

 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 266 - 

 

 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 267 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 268 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 269 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 270 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 271 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 272 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 273 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 274 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 275 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 276 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 277 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 278 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 279 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 280 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 281 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 282 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 283 - 

 

  



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 284 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 285 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 286 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 287 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 288 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 289 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 290 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 291 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 292 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 293 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 294 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 295 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 296 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 297 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 298 - 

 

 
 



久留米工業高等専門学校 基準８ 

- 299 - 

 

 

棟名称 面積（㎡） 収容者数（人）

１０１： １０１教室 88 42

１０２： １０２教室 88 41

１０３： １０３教室 88 41

２０１： ２０１教室 88 42

２０２： ２０２教室 88 41

２０３： ２０３教室 88 41

３０１： ３０１教室 88 44

３０２： ３０２教室 88 43

３０３： ３０３教室 88 45

一般共通棟 ２０４： ２０４教室 93 47

機械・材料工学科棟 ＡＭ１： ＡＭ１教室 103 54

ＥＳ１： ＥＳ１教室 103 46

ＥＳ２： ＥＳ２教室 75 41

ＥＳ３： ＥＳ３教室 75 43

ＥＳ４： ＥＳ４教室 103 46

Ｓ１　： 専門教室棟２階東側教室 81 47

Ｓ２　： 専門教室棟２階西側教室 81 48

Ｓ３　： 専門教室棟３階東側教室 81 48

Ｓ４　： 専門教室棟３階西側教室 81 51

Ｃ１　： 生化講義室Ｃ１ 77 41

Ｃ２　： 生化講義室Ｃ２ 77 41

Ｃ３　： 生化講義室Ｃ３ 51 29

Ｃ４　： 生化講義室Ｃ４ 42 25

Ａ１　： 専攻科講義室Ａ 50 25

Ａ２　： 専攻科講義室Ｂ 38 16

Ａ３　： 専攻科大講義室 93 42

Ａ４　：　 産業デザイン演習室 93 28

Ｌ１　： 第１ＩＴ演習室 95 51

Ｌ２　： 第２ＩＴ演習室 95 51

Ｌ３　： 多目的室 98 50

ＬＬ　： マルチメディア教室 117 56

Ｄ１　： Ｄ１講義室 144 126

Ｄ２　： Ｄ２講義室 144 126

Ｄ３　： Ｄ３講義室 108 52

Ｄ４　： Ｄ４講義室 262 198

産学民連携テクノセン
ター

Ｔ２　： 産学民連携テクノセンター２階 152 48

材料・生化実験室

機械・電気合併教室

教室名

教室面積及び収容者数

一般教室棟

生物応用化学科棟

専門教室棟

電気電子・制御情報工学
科棟

専攻科棟

図書館

資料８－１－①－３５ 
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資料８－１－①－３６（１／２）

建物主要設備

棟番号
一棟扱

い番号
棟名称 建築面積 建築年 構造

地上

階

地下

階
建物面積計 棟計

1 1 機械・材料工学科棟 718 1963 R 4 0 2,623 2,691

1 1 機械・材料工学科棟 0 1966 R 1 0 49

1 1 機械・材料工学科棟 0 2003 R 1 0 19

2 2 機械・材料工学科棟 288 1963 R 1 0 108 288

2 2 機械・材料工学科棟(Ｄ１・Ｄ２講義室) 0 1964 R 1 0 144

2 2 機械・材料工学科棟(Ｄ１・Ｄ２講義室) 0 1963 R 1 0 36

3 3 機械・材料工学科棟(Ｄ３・Ｄ４講義室) 370 1963 R 1 0 122 370

3 3 機械・材料工学科棟(Ｄ３・Ｄ４講義室) 0 1965 R 1 0 162

3 3 機械・材料工学科棟(Ｄ３・Ｄ４講義室) 0 2003 R 1 0 86

4 4 電気電子・制御情報工学科棟 704 1964 R 1 0 40 2,720

4 4 電気電子・制御情報工学科棟 0 1964 R 4 0 1,232

4 4 電気電子・制御情報工学科棟 0 1965 R 4 0 1,391

4 5 電気電子・制御情報工学科棟 0 2001 S 4 0 57

5 6 守衛室 20 1964 S 1 0 20 20

6 7 車庫 122 1965 R 1 0 99 122

6 7 車庫 0 1980 R 1 0 23

7 8 学生部室 612 1962 S 1 0 417 612

7 8 学生部室 0 1965 S 1 0 195

8 9 筑水寮（学生寄宿舎） 1122 1967 R 4 0 2,992 3,002

8 9 筑水寮（学生寄宿舎） 0 1973 S 1 0 10

10 10 一般教室棟 476 1968 R 3 0 1,437 1,437

11 11 文科・理科棟 548 1968 R 1 0 32 1,559

11 11 文科・理科棟 0 1968 R 3 0 1,484

11 12 文科・理科棟 0 2001 S 3 0 43

12 13 一般共通棟 249 1968 R 2 0 233 419

12 13 一般共通棟 0 1968 R 2 0 186

13 14 中央ボイラー室 151 1968 R 1 0 151 151

14 15 管理棟 584 1969 R 2 0 167 1,156

14 15 管理棟 0 1969 R 2 0 989

15 16 第１体育館 1121 1983 S 1 0 108 1,121

15 16 第１体育館 0 1970 S 1 0 1,013

16 17 武道場 150 1970 R 2 0 300 450

16 17 武道場 0 1970 R 2 0 150

17 18 ウェーブホール（学生食堂） 541 1970 S 1 0 182 519

17 18 ウェーブホール（学生食堂） 0 2001 S 1 0 337

19 19 図書館 845 1970 R 2 0 1,702 1,702

20 20 物品庫 32 1970 B 1 0 32 32

21 21 機械電気実験実習棟 825 1971 R 2 0 970 1,062

21 21 機械電気実験実習棟 0 1971 S 1 0 60

21 21 機械電気実験実習棟 0 1972 S 1 0 32

出典：平成２５年度国立大学法人等施設実態報告提出資料
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資料８－１－①－３６（２／２）

建物主要設備

棟番号
一棟扱

い番号
棟名称 建築面積 建築年 構造

地上

階

地下

階
建物面積計 棟計

22 22 機械工作工場 739 1971 R 1 0 730 739

22 22 機械工作工場 0 1975 R 1 0 9

23 23 生物応用化学北別館 138 1971 R 1 0 138 138

24 24 練心館（合宿研修所） 115 1971 R 2 0 223 223

26 25 熱・材力実験棟 361 1972 R 2 0 601 601

27 26 燃料庫 20 1972 B 1 0 20 20

28 27 電気室 38 1972 R 1 0 32 38

28 27 電気室 0 2003 R 1 0 6

29 28 情報処理センター 300 1973 R 1 0 300 300

30 29 変電室 79 1973 R 1 0 79 79

32 30 高電圧実験室 149 1973 R 1 0 119 149

32 30 高電圧実験室 0 1975 R 1 0 30

33 31 流体実験室 175 1974 R 2 0 264 264

34 32 総合試作技術教育センター 438 1976 R 1 0 198 438

34 32 総合試作技術教育センター 0 1979 R 1 0 240

35 33 材料実習棟 270 1978 R 2 0 405 405

36 34 弓道場 168 1980 S 1 0 168 168

37 35 専門教室棟 221 1980 R 3 0 663 663

38 36 事務部倉庫 54 1982 R 1 0 54 54

39 37 第２体育館 880 1982 S 1 0 880 880

40 38 記念館 252 1983 R 1 0 252 252

41 39 体育器具庫 180 1984 S 1 0 180 180

42 40 筑水寮（学生寄宿舎２号館） 195 1986 R 4 0 781 781

43 41 制御情報工学科棟 278 1993 R 3 0 793 793

44 42 専攻科棟 405 1994 R 3 0 1,167 1,202

44 42 専攻科棟 0 1994 R 3 0 35

45 43 生物応用化学科棟 414 2000 R 4 0 1,605 1,605

46 43 生物応用化学科渡り廊下 140 2003 S 4 0 521 521

47 44 産学民連携テクノセンター棟 210 2009 R 2 0 413 413

48 45 つつじ寮（学生寄宿舎） 237 2012 R 3 0 548 578

48 45 つつじ寮（学生寄宿舎） 0 2012 R 3 0 30

1 1 宿舎（三）５号 110 1943 W 2 0 148 148

2 2 宿舎（三）６号 103 1943 W 2 0 141 141

3 3 宿舎（三）１３号 52 1962 W 1 0 52 52

4 4 宿舎（三）１４号 52 1962 W 1 0 52 52

5 5 宿舎（三）９号 62 1959 W 1 0 62 62

7 6 宿舎（三）７号 62 1959 W 1 0 62 62

8 7 宿舎（三）８号 62 1959 W 1 0 64 64

出典：平成２５年度国立大学法人等施設実態報告提出資料
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資料８－１－②－１ 

校内ＬＡＮ構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：情報処理センター資料 
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資料８－１－②－２ 

本校ホームページの「在学生・教職員用」メニュー 
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出典：久留米工業高等専門学校 ホームページ 
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資料８－１－②－３ 

学内ＬＡＮを利用するアプリケーションとその目的 

 

資料８－１－②－４ 

文献検索システム画面 

出典：図書館ホームページ 
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 資料８－１－②－５ 

情 報 倫 理 教 育 の 実 施 状 況 

 

学  科 科目名（対象学年、実施時期） 

機械工学科 情報処理基礎（２年生後期：第１週） 

電気電子工学科 プログラミングⅠ（１年生後期：第１４週） 

工業倫理（４年生後期、第１週） 

制御情報工学科 情報処理基礎（１年生：第５週） 

生物応用化学科 情報化学Ⅰ（２年生：第１６週） 

情報化学Ⅱ（３年生：第７週、第１７週） 

情報処理演習（４年生：第１７週） 

材料工学科 情報処理Ⅰ（１年生：第１週、２年生：第１週～第２週） 

情報処理Ⅱ（２年生：第１週、４年生前期：第１週） 

情報処理Ⅲ（４年生前期：第１週） 

 

資料８－２－①－１ 

図書館蔵書数冊数 

 

出典：図書館資料 
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資料８－２－①－２           図書館利用案内 

出典：図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 
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資料８－２－①－３ 

入館者数及び貸出数 

１．入館者数 

 

 

２．貸出数 

 

出典：図書館資料 
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資料８－２－①－４ 

 

図書検索システム画面 

 

出典：図書館ホームページ 
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資料８－２－①－５ 

図書委員会規則 

 

 

［昭和４５年４月１日制定］ 

第１条 久留米工業高等専門学校の図書の運用を円滑に行うため、図書委員会（以下「 委員会」という。）

を置く。 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 図書館長 

(2) 図書館長補 

(3) 図書主幹 

(4) 各学科等から各１名 

(5) 教務・学生・専攻科主事補から各１名 

(6) 学生課長 

(7) その他校長が必要と認めた者 

第３条 前条第４号、第５号及び第６号の委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

第４条 委員会の委員長は、図書館長とする。 

２ 委員長に事故があるときは、図書館長補がその職務を代行する。 

第５条 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。 

第６条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 図書業務の運営に関する事項 

(2) 学生用図書の予算に関する事項 

(3) 学生用図書の選択に関する事項 

(4) 学生の読書指導に関する事項 

(5) その他委員長が必要と認めた事項 

第７条 委員会の事務は、学生課図書係で処理する。 

附 則 

１ この規則は、昭和４５年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行により、昭和４３年４月１日付、久留米工業高等専門学校図書委員会規程は、これを廃止

する。 

附 則 
この規則は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、昭和５１年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成５年５月２１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

         出典：久留米工業高等専門学校 規則集 
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資料８－２－①－６(1/4) 
平成２４年度第 1 回図書委員会議事録 

 
１．日 時 平成２４年５月２２日(火)１６時４０分から１８時００分 
２．場 所 大会議室 
３．出席者 津田(図書館長)、中野(図書館長補・図書主幹)、栫(教務主事補)、山本哲也(学生主事補)、 

石井(専攻科主事補)、田中大(機械)、堺(制御)、笈木(生物)、周(材料)、藤木(文科)、磯田(学生課長) 
欠席者 宮地（理科）、原(電気) 
 

４．議題等 
（１） 委員紹介（資料-1） 

   議事に先立ち委員長から新任の図書委員の紹介後、堺先生より自己紹介があった。 
（２） 行事予定表について（資料-2） 

   委員長から、資料「平成２４年度図書館行事予定表」について説明があった。 
（３） 学生図書購入配分(案)について（資料-3） 

   委員長から、資料を基に今年度の図書予算配分額は決定していないが、後援会学生図書費について予算の逼迫、図
書館改修の理由で 300,000 円減額の予定であるため、２学科持ち回りで重点配分を行っていた図書購入費 200,000
円を今年度は休止とし、また年２回行っていたブックハンティング 100,000 円を１回にし、合計 300,000 円を減額し
たところで配分案を作成したので審議願いたいとの発言があった。 
 これについて審議の結果、原案のとおり承認された。 

（４） 前期学生図書購入の選択について （資料-4） 
     委員長から、配分案を参考の上、前期学生用図書の選定について各学科内で検討していただき、図書係へ６月８日

(金)までに提出願いたいとの依頼があった。購入リストの様式については、図書係から各委員へ電子メールで配付す
ることになった。 

（５） ブックハンティングについて 
中野図書主幹から、年２回夏休み、冬休み前に行っていたブックハンティングを１回にすることについて説明が

あり、審議の結果承認された。 
（６） 図書館だより第８０号の発行について（資料-6） 
     中野図書主幹から、図書館だより第８０号の編集について審議依頼があり、編集委員長に中野図書主幹、編集委員

に藤木委員を再選した。次いで、中野図書主幹から下記の項目について依頼があった。 
「巻頭エッセイ」は一般科目理科系教員に宮地委員から、「読書のすすめ」は新任教員の大津先生、松野先生、

堺先生、萩原先生、伊藤公毅先生へ当該学科委員から、「リレー連載」は材料工学科教員に周委員から、「私の一冊」
は各学科と専攻科の学生６名に当該学科の図書委員から原稿を依頼していただきたい。 

原稿締切りは６月１８日（月）、発行予定は７月９日（月）、担任会での配付依頼日は７月１０日（火）、学生へ
の配付日は７月１１日（水）のホームルームを予定している。 

       なお、「巻頭エッセイ」、「読書のすすめ」、「リレー連載」の様式 1、「私の一冊」の様式２については、図書係から各
委員へ電子メールで配付することになった。 

（７） 電子ジャーナル・データベースコンソーシアム等の平成２５年度継続について（資料-7） 
委員長から、長岡技術科学大学図書館と高専図書館間で行われているデータベース・電子ジャーナルコンソーシ

アムと国立情報学研究所提供のデータベースCiNii（サイニィ）、平成２３年度に追加された「サイエンス」「理科
年表」について説明があり、平成２５年度も引き続き継続したいとの提案があり、審議の結果、継続することで承
認された。 

（８） 製本雑誌・図書の廃棄等について（資料-8） 
      委員長から図書等の廃棄について、閉架書庫の図書の中には保存状態がひどいものがあり、移転に伴う経費もかさ

むため閉架書庫の廃棄する図書の選定を行うことについて提案があり、審議の結果下記のとおり行うことで承認され
た。 

   資料８の分類表の和書、洋書の番号ごとに決定した担当学科（者）で、６月２２日（金）までに廃棄する図書の背
表紙に学科ごとに色分けしたシール等を貼付する。 

廃棄、保存については各分野の先生の判断 
廃棄、保存が重複した場合は保存優先 
000 総記（津田、中野 開架書庫も含む。）100 哲学～300 社会科学（一般文科）、400 自然科学（一般理科、笈木）

500 工学工業（制御）510 土木工学～530（機械工学）、540 電気工学（コンピュータ）（電気）、550 海事工学（機械）、
560 採鉱冶金学（材料）、570 化学エ業～580 繊維、その他の工業（生化）、600 産業（生化）、700 芸術～900 文学（一
般文科）。 

保存雑誌の廃棄についても再確認する（閉架書庫の廃棄する図書の選定を行う際に現場で保存の必要性を確認す
る。例えば、保存希望の中に紐で縛ったまま山積みになっているものもある）。 

（９） 仮図書館に配架する一般科目（理科・文科系）の図書について 
   中野図書主幹から、仮図書館（専攻科棟創造工学実験室）に配架する図書について、分類表 400 自然科学～500 工

業工学、000 総記（情報処理）の図書、英文多読、ブックハンティングで購入した過去２年分を配架する予定である
が、一般科目（理科・文科系）の図書については配架の予定がないため、仮図書館に配架を希望する図書の選定につ
いて依頼があり、審議の結果下記のとおり行うことで承認された。 

   ７月９日（月）～７月１３日（金）まで、配架希望図書 1,400 冊の背表紙にシールを貼付 
（10） その他 

１） 参考資料の配付について（資料-10-1） 
  参考資料として平成２３年度図書館各種統計、図書受入状況及び平成２４年度購入雑誌一覧を配付した。 

   ２）予算要求の経過について 
委員長から、３月に予算要求をした「化学・生命科学研究情報検索システム SciFinder（全学利用可能）」、

「化学書資料館」について、６月の予算委員会で審議される予定であることが報告された。 
３）図書館ロビーへの情報コンセントおよび電源の設置について 

  委員長から、図書館ロビーへの情報コンセント、電源の設置について説明があり、審議の結果下記の理由で設
置を要望することで承認された。 

  図書館改修時に行わないと改修後では設置が困難なため。 

 

出典：平成２４年度 第１回図書委員会議事録 
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平成２４年度第２回図書委員会議事録 

 

１．日 時 平成２４年６月２９日(金)１６時４０分から１７時００分 

２．場 所 小会議室 

３．出席者 津田(図書館長)、中野(図書館長補・図書主幹)、栫(教務主事補)、石井(専攻科主事補)、 

田中大(機械)、笈木(生物)、藤木(文科)、宮地（理科）、井手(学生課長の代理) 

欠席者 山本哲也(学生主事補)、原(電気)、堺(制御)、周(材料) 

 

４．議題等 

（１）学生用図書前期分の購入選定について（資料－１） 

    委員長から、各学科より前期分学生用図書購入リストが提出されたので、購入の可否について審議願い

たいとの発言があり、リストのとおり購入することが承認された。また、保護者懇談会等で要望があった

レポート作成時の専門書等について、この購入リストに加えていただく様依頼があった。 

（２）図書館だより第８０号の編集について（資料－２） 

    中野図書主幹から、図書館だより第８０号の原稿提出のお礼、編集作業の進捗状況についての報告があ

った。 

（３）図書の廃棄について  

  図書係から、廃棄図書の選定状況について説明後、図書の廃棄処理が引越し開始までに終わらせること

ができないため、入札の仕様書を変更し、専攻科等へ移転後も引き続き図書の廃棄処理を行うことを報告

した。また、委員長から、廃棄図書選定についてのお礼があった。 

（４）その他 

    委員長より、次のことについて実施及び提出する旨の報告があった。 

     １．学生図書委員との懇談会 

    日 時：平成２４年７月１１日（水）１３時２０分から５０分まで 

    場 所：図書館２階ＬＬ教室 

    内 容：①図書館に対する意見や要望について 

（各学生図書委員から意見を出してもらう。） 

②希望図書購入申込書を配付するので、クラス毎にまとめたものを、学生図書委

員から７月１８日（水）までに提出してもらう。 

   ２．九州沖縄地区国立高等専門学校図書館長協議会 

    日  時：平成２４年９月１３日（木）～１４日（金） 

    場  所：沖縄高専 

         内  容：①協 議 題：電子ジャーナル・データベースの活用について 

               ②   〃  ：カビの生えた図書について 

③承合事項：無線ＬＡＮの設置について 

             ３．仮図書館について 

      仮図書館：専攻科棟 1 階 創造工学実験室 

設置期間：9/3(月)～3 月上旪（予定） 

             ・月曜日～金曜日は、9 時～20 時まで開館 

       ・土曜日は、9 時～17 時まで開館 

・日曜、祝日は休館 

       ４．特別（長期）貸出について 

          貸出期間：7/9（月）～7/19（木） 

          返却期日：9/7 日（金） 

貸出冊数：5 冊以内 

※一般利用者及び教職員は通常貸出 

       ５．仮図書館に配架を希望する一般科目（文科・理科）の図書の選定について 

          実施期間：7/9（月）～7/13（金） 

配架希望図書（各科 700 冊以内）の背表紙にシールを貼付 

 

 

 

 

 

 

    出典：平成２４年度 第２回図書委員会議事録 
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平成２４年度第３回図書委員会議事録 

 

 

１．日 時 平成２４年１０月１２日(金)１６時４０分から１７時３０分 

２．場 所 小会議室 

３．出席者 津田(図書館長)、中野(図書館長補・図書主幹)、栫(教務主事補)、山本哲也(学生主事補)、 

堺(制御)、笈木(生物)、周(材料)、藤木(文科)、宮地（理科）、磯田(学生課長) 

欠席者 田中大(機械)、原(電気)、 石井(専攻科主事補) 

 

４．議題等 

（１）学生用図書後期分の購入選定について（資料１） 

委員長から、各学科より後期分学生用図書購入リストが提出されたので、購入の可否について審議願い

たいとの発言があり、リストのとおり購入することが承認された。また、約５万円の配分額残額が残って

いる電気電子工学科については、再度購入図書を検討してもらうこととなった。 

（２）図書館だより第８１号の編集について（資料２） 

委員長から、「図書館だより第８１号の編集について審議願いたい。」との発言があり、中野編集委員長

から、①「表紙」は編集委員長が担当、②「巻頭エッセイ」は、各科輪番のため、今回は制御情報工学科

教員へ、③「読書のすすめ」は、第８０号で依頼をしていない新任教員の残り５名、川原先生、松山先生、

川上先生、篠島先生、川嶋先生へ、④「私の一冊」は、５学科と専攻科の学生６名へ当該学科の図書委員

から、⑤「リレー連載」は、各科輪番のため、今回は、電気電子工学科教員へ依頼する。⑥「各種統計資

料」は図書係担当、⑦「図書館からの案内」と⑧「編集後記」は図書係と編集委員長で担当。「図書館だ

より原稿作成について」、「様式１」及び「様式２」の電子ファイルについては、図書係より各委員へ電子

メールで送付。学生へ原稿依頼をする際には、文字数制限、誤字、脱字等に注意するよう、また、提出は

図書委員の先生を経由して提出するよう指導を、スケジュールについては、原稿締切りが１１月２６日、

発行予定が１２月１７日、担任会での配付依頼日が１２月１８日、学生への配付日が１２月１９日のホー

ムルールを予定しているので、よろしくお願いしたいとの説明があった。 

続いて、委員長から各科輪番で原稿を依頼している「巻頭エッセイ」等の順番の決め方について説明が

あった。また、リレー連載「古典への誘い」について、原稿執筆者が「古典」という言葉に戸惑うことや、

原稿執筆者の選任に苦慮している図書委員がいることから、輪番が四巡目となる第８３号から、項目を「私

の愛読書」、「読書への誘い」等への変更、映画、音楽等メディア紹介でも可能としてはどうかとの提案が

あり、この件については各学科へ持ち帰り意見徴収後、次回の図書委員会で引き続き検討することとなっ

た。 

（３）その他 

１ 電子ジャーナルの購読希望調査について 

     委員長から、機構本部から照会があり、一般科目（文科系）よりトライアルの希望があった電子ジ

ャーナル（シュプリンガージャパン）の購読について、今年度の購読については執行予算が確定して

いるので「希望無」で回答をしたとの報告があった。また、今年度の本校の電子ジャーナル契約状況

の説明があり、電子ジャーナル（シュプリンガージャパン）については来年度に再検討することとな

った。 

２ ブックハンティングの実施について 

  委員長から、前期中止していた第１回ブックハンティングを次のとおり実施するとの報告があり、

これを了承した。 

    日 時：１２月２５日（火）１０時から１２時まで 

    場 所：ジュンク堂書店福岡店（メディアモール天神１～４F）現地集合・解散 

            参加者：学生図書委員の希望者１０名、定員に満たない場合は、一般学生に参加募集する。 

３ 学生図書委員との懇談会の報告について 

  委員長から、７月１１日（水）１３時２２分から４５分まで実施した、学生図書委員との懇談会

について報告があった。 

 

 

出典：平成２４年度 第３回図書委員会議事録 
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平成２４年度第４回図書委員会議事録 

 

 

１．日 時 平成２５年３月６日(水) 

２．場 所 メール会議 

３．出席者 津田(図書館長)、中野(図書館長補・図書主幹)、栫(教務主事補)、山本哲也(学生主事補)、 

石井(専攻科主事補)、田中大(機械)、堺(制御)、笈木(生物)、周(材料)、 

藤木(文科)、宮地（理科）、磯田(学生課長) 

休職者 原(電気) 

４．議題等 

（１）平成２５年度学生用雑誌の選定について（資料） 

今回の議題は「平成２５年度学生用雑誌の選定について」１件のみであるため、委員長名のメールで図

書委員各位の賛否を確認することで、図書委員会の審議に代えた。 

購入を否とする意見がなかったため、全員の了承を得たものとした。 

 

 

出典：平成２４年度 第４回図書委員会議事録 
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出典：図書館資料 
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図書等の購入実績（平成２４年度） 
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資料８－２－①－８ 

高専コンソーシアム参加状況 

 

出典：長岡技術科学大学附属図書館ホームページ 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について、教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され、評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況）  

教育活動の実態を示すデータや資料を収集・蓄積する各種委員会等を資料９－１－①－１に示す。 

教務委員会及び専攻科委員会は、準学士課程及び専攻科課程のシラバス、学生成績表、答案等を通

じて、教育状況の収集・蓄積・評価を行っている。各授業担当教員は回収された答案をシラバスに基

づいて成績評価を行い、成績表を教務係に提出する。提出された成績表は集計され、各査定会議資料

が作成される。平成24年度に教務Webシステムが導入され、各授業担当教員はシラバス作成及び成績

集計をウェブ上で行えるように改善された（資料９－１－①－２）。全教員が参加する及落査定会議の

「準学士課程の及落査定資料」、卒業査定会議の「準学士課程の卒業査定資料」、専攻科修了査定会議

の「専攻科修了査定資料」を通じて、教育状況の収集・蓄積・評価を行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育活動の実態を示すデータや資料は適切に収集・蓄積・評価される体制が整備され、実施されて

いる。 
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資料９－１－①－１ 

 

（出典：総務課より提供） 
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資料９－１－①－２ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 
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観点９－１－②： 学校の構成員及び学外関係者の意見の聴取が行われており、それらの結果をも

とに教育の状況に関する自己点検・評価が、学校として策定した基準に基づいて、

適切に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

学生を対象とする意見聴取は、「授業評価アンケート」（資料９－１－②－１、１－②－２）、専攻科

課程の学生に実施する「専攻科学生へのアンケート」（前掲資料６－１－④－５）、及び準学士課程の

卒業生と専攻科課程の修了生に対して実施する「卒業生・修了生に対する教育目標の達成度に関する

自己評価と学生支援に関するアンケート」（資料９－１－②－３、１－②－４）がある。さらに学生会

からの学習環境を含む学校に対する希望・要望（資料９－１－②－５）は、学生大会で決議され、学

生主事に提出される。 

学生による授業評価アンケートは、評価結果を集計し、各授業担当教員に返却される。それを受け、

各授業担当教員は、各自の自己評価アンケート（資料９－１－②－６）を作成し、提出する。それら

は、ウェブ上で各教員に公開され改善に役立てている（資料９－１－②－７、別添資料９－１－②－

８）。 

教員に対しては、前述の自己評価アンケートの他、全教員が参加する教員会議やFD会議、校長・教

務主事面談（資料９－１－②－９）を通じて意見聴取が行われる。 

保護者からの意見聴取は、公開授業期間の授業参観の際に行われる「公開授業アンケート」（資料９

－１－②－10）並びに保護者懇談会、後援会総会、後援会役員会を通じて意見を聴取し、教員にフィ

ードバックしている。また、本校入学を目指す中学生及びその保護者に対しても学校説明会、体験入

学、公開講座（資料９－１－②－11、１－②－12、１－②－13）の際にアンケート調査を行い、意見

を聴取している。 

学外関係者による自己点検・評価は、外部評価委員会（資料９－１－②－14）、及びJABEEによる

評価、認定（資料９－１－②－15）により行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学生、教員、保護者、入学希望者とその保護者及び学外関係者からの意見聴取が、各種アンケート、

委員会や懇談会の形で実施されており、学校として策定した基準に基づいて教育の状況に関する自己

点検評価が適切に行われている。 
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資料９－１－②－２ 

学生による授業評価アンケート回収率（平成 24 年度） 

回答科目率＝回答科目数／実施科目数 

 

（出典：学生課教務係より提供） 

資料９－１－②－１ 

 

（出典：学生による授業評価アンケート） 
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資料９－１－②－３ 

 

（出典：教育目的の達成度に関する自己評価アンケート） 
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資料９－１－②－４ 

2006/06/17 12:00:00 

学生支援に関するアンケート 

該当する回答を丸で囲んで下さい。 

1. 質問に行って教えてもらう、演習やテストで間違ったところを再度説明してもらう、勉強

のしかたをアドバイスしてもらう、などの学習支援を受けることができましたか？ 

◎ 十分に受けることができた    ○ ある程度受けることができた 

△ あまり受けることができなかった × 全く受けることができなかった 

2. 実験，実習，卒業研究で適切な指導を受けましたか？ 

◎ 適切な指導を受けた       ○ ある程度適切な指導を受けた 

△ 指導が十分ではなかった     × 全く受けることができなかった 

3. 進学または就職に関するガイダンス，進路指導を受けることができましたか？ 

◎ 十分受けることができた     ○ ある程度受けることができた 

△ 不十分だった          × ほとんどなかった 

4. 自習を行う学習環境 (教室，図書室、研究室などの施設や設備) に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

5. 図書館においてある本，参考書，雑誌に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

6. クラブ活動や学生会活動などの課外活動での学校側の支援や助言に満足しましたか？ 

◎ 十分満足できた         ○ ある程度満足できた 

△ あまり満足できなかった     × 全く満足できなかった 

7. 困った事や悩み事があるときに相談できる教職員はいましたか？ いた場合には教職員の

役職名を記入して下さい(先生の個人名ではなく、担任，学生相談室教員、寮務事務員な

どの役職名を記入) 

○ 相談できる教職員がいた(          )    × いなかった 

 

■ 具体的な要望や意見がある場合に記入して下さい(裏にも記入可)。 

 

（出典：学生支援に関するアンケート） 
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資料９－１－②－５ 

 

（出典：平成24年度学生会との打合せ資料） 
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資料９－１－②－６ 

 

（出典：教員の自己評価アンケート） 
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資料９－１－②－７ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブページ） 
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資料９－１－②－９ 

 

（出典：教員個別面談についての案内） 
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資料９－１－②－10 

 

 

（出典：公開授業アンケート集計結果より抜粋） 
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資料９－１－②－12 

 

（出典：一日体験入学アンケート集計結果より抜粋） 

資料９－１－②－11 

問８．又は１１． 今日の学校説明会について、感想をお書きください。（何でも結構です） 

 

（出典：学校説明会アンケート集計結果より抜粋） 
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資料９－１－②－13(1) 

 

（出典：公開講座アンケート集計結果より抜粋） 
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資料９－１－②－13(2) 

 

（出典：公開講座アンケート集計結果より抜粋） 
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資料９－１－②－15 

 

（出典：JABEE認定証） 

資料９－１－②－14 

 

（出典：外部評価委員会開催要項） 
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観点９－１－③： 各種の評価の結果を教育の質の向上、改善に結び付けられるような組織として

のシステムが整備され、教育課程の見直し等の具体的かつ継続的な方策が講じら

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校では、企画委員会（資料９－１－③－１）及び自己評価検討委員会（資料９－１－③－２）

を組織し、独立行政法人国立高等専門学校機構の中期計画・中期目標に基づく学校全体の年度計画

を策定し、継続的な教育・研究の改善を進めている。これらの改善を実施する本校のPDCAシステム

を資料９－１－③－３に示す。企画委員会において学校全体の年度計画を策定し、その内容を各実

行部署の担当がわかる形（資料９－１－③－４）で伝達している。それを受け、各実行部署ではそ

れぞれの年度計画を追加し、PDCAサイクルを回している。これらの内容は、自己評価検討委員会で

集約し、独立行政法人国立高等専門学校機構に報告している。さらに、これらの内容は外部評価委

員会やJABEEにより点検を受け、評価結果をウェブ上（資料９－１－③－５）で公開している。 

 教育課程の改善に関しては、平成24年４月に教育課程表等の改善検討専門部会（資料９－１－③

－６）を設置し、具体的な改正の検討を進めている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 学校全体のPDCAサイクル、各実行部署のPDCAサイクルが構築されている。また、長期的な教育計

画や授業改善についても各学科や学生の意見、要望を分析して改善する検討部会が設置されている。 

 

 

資料９－１－③－１ 

 

（出典 企画委員会規則より抜粋） 



久留米工業高等専門学校 基準９ 

- 334 - 

 

 

 

資料９－１－③－３ 

 

（出典：平成25年度第2回学科長委員会資料） 

資料９－１－③－２ 

 

（出典 自己評価検討委員会規則より抜粋） 
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資料９－１－③－５ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 

資料９－１－③－４ 

 

（出典：平成25年度第2回学科長委員会資料より抜粋） 
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資料９－１－③－６ 

 

（出典：平成23年度第5回教務委員会資料） 



久留米工業高等専門学校 基準９ 

- 337 - 

 

観点９－１－④： 個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、授

業内容、教材、教授技術等の継続的改善を行っているか。また、個々の教員の改

善活動状況を、学校として把握しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 授業改善専門部会が中心となって、年２回の学生による授業評価アンケート（前掲資料９－１－

②－１）を実施し、各授業担当教員は成績評価とこのアンケート結果に基づいて自己評価アンケー

ト（前掲資料９－１－②－６）を記載し提出すると共に、担当科目のシラバス作成、教材、進度、

教授技術の改善に役立てている（資料９－１－④－１、１－④－２）。自己評価アンケート結果は「学

生による授業評価アンケートおよび授業改善に関する教員アンケート結果報告」（前掲別添資料９－

１－②－７）としてウェブ上で公開され、全教員にフィードバックされる。以上のことを継続的に

行うことによって、授業内容、教材、教授技術などが改善され、また、結果報告書の公表によって

個々の教員の授業改善状況が把握されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 学生による授業評価アンケートが年２回実施され、それらの結果をもとにシラバス作成や授業改

善を行うとともに、その状況把握ができるシステムが確立されている。 

 

 

資料９－１－④－１ 

 

（出典：平成25年度第1回学科長委員会照会・依頼事項） 
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資料９－１－④－２ 

 

（出典：平成23年度学生による授業評価アンケートおよび授業改善に関する教員アンケート結果

報告より抜粋） 



久留米工業高等専門学校 基準９ 

- 339 - 

 

観点９－１－⑤： 研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教員の多くは、専門分野の関係学協会への参加、講演発表や論文発表などの研究活動を通して最

新の研究動向の把握を行っている（資料９－１－⑤－１）。また、地域の企業を中心とした共同研究

を積極的に行う（資料９－１－⑤－２）ことによっても、最新の技術動向の把握に努力している。

これら研究活動を通して得られた情報は、「卒業研究」や「専攻科研究論文」のみならず、学生実験

のテーマとしての導入や適宜講義の中にトピックスとして情報提供されており（資料９－１－⑤－

３）、教員個人の学術的研究に偏ることなく教育の質的向上に反映させている。また、専攻科課程の

学生の多くは研究成果を学協会の講演大会で発表し、それらの中には学協会から表彰を受ける学生

（資料９－１－⑤－４）もいるなど、教育の質的向上に寄与している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教員の研究活動は十分行われており、学生の研究活動も活発に行われている。さらに、共同研究

も精力的に行われており、研究活動が教育の質的向上に十分寄与している。 

 

 

 

資料９－１－⑤－１ 

研究成果発表件数一覧 

学    科 
平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

論文・著書 講演 論文・著書 講演 論文・著書 講演 

機械工学科 8 24 21  26  22  24  

電気電子工学科 5 9 4  15  5 10  

制御情報工学科 5 26 10  3  15  25  

生物応用化学科 10 23 9  30  18  40  

材料工学科 21 65 16 43 14  38  

一般理科 2 3 21 22 6  1  

一般文科 8 4 3 0 3  2  

合    計 59 154 84 139 83  140  

（出典：久留米工業高等専門学校紀要） 

資料９－１－⑤－２ 

共同研究件数一覧 

   学　　　　科
平成

２０年度
平成

２１年度
平成

２２年度
平成

２３年度
平成

２４年度

機械工学科 5 5 4 6 4

電気電子工学科 1 1 1 1 2

制御情報工学科 1 0 0 1 1

生物応用化学科 8 7 5 7 4

材料工学科 3 7 5 4 4

教育研究支援室 0 0 0 0 1

合　　　　計 18 20 15 18 16

　１）２学科（生物応用化学科、材料工学科）で対応した共同研究（１件）があるため
　　　合計と一致しない。

1）

1）

1）

 

（出典：産学民連携推進センター資料） 
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資料９－１－⑤－３ 

 

（出典：平成25年度第1回学科長委員会照会・依頼事項） 
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資料９－１－⑤－４ 

 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが、適切な方法で実施され、組織として教

育の質の向上や授業の改善に結び付いているか。 

 

（観点に係る状況） 

 全教員参加のもと、ＦＤ会議が年３回開催され、教員の教育内容及び方法について資質の向上を

図っている（資料９－２－①－１）。また、高専機構が主催する研修会ばかりでなく、他の機関で実

施する研修会へも教職員を積極的に派遣しており（資料９－２－①－２、２－①－３）、その一部を

ＦＤ会議で報告し、全教員で情報の共有を図っている。 

例えば、平成17年度のFD会議での数学の学力低下問題についての討議を受け、平成18年度以降の

入学者に対して数学学力診断テストを導入した。この結果を受け、数学の授業や関連する専門科目

の授業担当などの見直しを行っている（資料９－２－①－４）。また、英語教育に関しても、FD会議

での討議を受け、平成22年度から1～3年の低学年を対象とした英語能力判定テストを導入している

（資料９－２－①－５）。さらに、工業英語を学習単位化し、複数教員による指導の下、少人数によ

る英語教育を実施するようになった学科もある（資料９－２－①－６）。 

一方で、平成22年度から、保護者に対する本科の公開授業参観を実施し（前掲資料９－１－②－

10）、平成24年度から、教員の相互授業参観制度（資料９－２－①－７）を構築し、教育の質の向上

を図っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 組織的にＦＤ会議が実施され、外部研修会の情報や教育上の問題点の認識が共有されている。ま

た、ＦＤ会議の討議内容をもとに、改善策を検討・実施し、教育の質の向上や授業の改善に積極的

に取組んでいる。 
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資料９－２－①－１(1/2) 

 

（出典：授業改善専門部会より提供） 



久留米工業高等専門学校 基準９ 

- 344 - 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料９－２－①－１(2/2) 

  

（出典：授業改善専門部会より提供） 
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資料９－２－①－３ 

平成２４年度校外研修参加件数 

学    科 件   数 

機械工学科 9  

電気電子工学科 3  

制御情報工学科 6  

生物応用化学科 6 

材料工学科 4  

一般理科 5  

一般文科 1  

技術室 13 

合    計 47  

（出典：総務課人事・労務係資料） 

資料９－２－①－２ 

 

（出典：総務課人事労務係より提供） 
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資料９－２－①－４ 

 

 

（出典：平成17年度第11回教務委員会資料より抜粋） 
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資料９－２－①－５ 

 

（出典：平成22年度第1回教員会議資料より抜粋） 
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資料９－２－①－７ 

 

（出典：授業参観報告書の例） 

資料９－２－①－６ 

 

（出典：平成25年度第1回学科長委員会照会・依頼事項） 
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観点９－２－②： 教育支援者等に対して、研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に行

われているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校では、教育・研究の技術に関する専門的業務等を支援するために教育研究支援室が組織・運

営されている（資料９－２－②－１）。支援室職員は教育支援活動を行うに当たり、その必要な能力

及び資質の向上を図るために、学内外の各種研修会に積極的に参加し（資料９－２－②－２）、報告

を行っている（別添資料９－２－②－３）。また、事務職員も教育研究における事務的業務を通して

教育支援者としての役割を担っており、各種研修会に積極的に参加して、その資質向上を図る取り

組みを行っている（資料９－２－②－４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

教育研究支援室職員および事務職員は各種研修会に積極的に参加し、その資質向上のための取り

組みを適切に行っている。 

 

 

資料９－２－②－１ 

 

（出典：教育研究支援室規則） 
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資料９－２－②－２ 

 

（出典：教育研究支援室より提供） 

資料９－２－②－４ 

 

（出典：総務課人事労務係より提供） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 本校における自己点検・評価は、平成４年から継続して実施してきており、授業評価アンケート

など各種評価の結果を、教育の質の向上、改善に反映させるシステムが学校全体で整備されている。

個々の教職員においても、ＦＤ会議、外部研修会及び教員の研究活動などを通して、個々の質的向

上を恒常的に図り、授業内容、教材、教授技術などの継続的な改善を行っている。 

 

（改善を要する点） 

 該当なし。 

 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

本校における教育に関する自己点検評価は、教務委員会、専攻科委員会、卒業・修了査定会議、及

落査定会議及び授業改善専門部会を中心として、教育活動の実態を示すデータや資料が収集・蓄積さ

れ、評価を適切に実施できる体制が整備されている。学生からの意見聴取としては、授業改善専門部

会が実施する授業評価アンケート、教育目的の達成度評価に関する自己評価アンケート、及び学生会

からの要望の聴取が行われている。これらの結果は関連部署で集計・分析された後、教職員に公表さ

れ教育の改善に反映されている。また、外部有識者の意見を、教育の状況に関する自己点検・評価に

適切な形で反映させるための外部評価委員会は、平成4年から継続して実施している。それ以外にも、

平成16年よりJABEEによる評価・認定を受けており、これらの各種評価結果を、教育の質の向上、改善

に反映させるシステムも学校全体で整備されている。 

個々の教員は、学生からの授業評価などの評価結果に基づいて、全教員参加のＦＤ会議、外部研修、

及び教員の研究活動などを通して、個々の教員の質的向上を図り、授業内容、教材、教授技術などの

継続的改善を行っている。また、個々の教員の改善活動状況は自己評価報告書等の公表によって学校

として把握している。さらに、教育の質的向上を図るために、全教員が把握すべき内容に関しては、

ＦＤ会議等で情報の共有化を図り、組織的に教育の内容及び方法の改善を行っている。 
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基準10 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点10－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。

また，債務が過大ではないか。   

（観点に係る状況） 

１)資産 

本校の保有資産は、平成２４年度末で約６５億８,８００万円となっている。これらの資産は、

独立行政法人国立高等専門学校機構(以下、「機構」という。)に移行した際、国から承継した土地

や建物等に加え、法人化後に国の補助金や運営費交付金・授業料収入等により、施設や設備等を

取得したものである(資料１０－１－①－１、資料１０－１－①－２)。 

 

２)債務 

   本校の運営資金は、機構本部から配分される運営費交付金及び授業料等の収入並びに外部資金 

である。平成２０年度から平成２４年度の債務状況は、資料の貸借対照表のとおりであり、各事

業年度とも配分された運営費交付金等の範囲内で運用しており、過大な債務はない(別添資料１０

－１－①－３～別添資料１０－１－①－７)。 

  

（分析結果とその根拠理由） 

 本校では、国から承継した土地・建物・設備等を有し、法人化後も、本校の教育理念に沿っ 

た教育研究活動が安定して遂行できるよう、必要な資産を計画的に取得する等、十分な資産を 

有している。また、予算配分の裏付けがない債務は有しておらず、過大な債務を負うことはな 

い。 

 

  

資料１０－１－①－１ 

資産保有状況一覧      （平成２４年度期末帳簿価格） 

資   産 種    類 数  量 単 位 金    額 

有形固定資産 

土地 107,215 ㎡ ４，１１９，６００，０００円 

建物 30,917 ㎡ ２，０３０，８０７，４６３円 

構築物 1 式 １６５，２０３，２３８円 

車両運搬具 1 式 ２円 

工具器具備品 1 式 ２６６，２０５，９８８円 

美術品・収蔵品 1 式 ３，５００，０００円 

無形固定資産 

特許権 1 式 １，４０７，１９９円 

ソフトウェア 1 式 ７４０，２５０円 

電話加入権 1 式 ５４，０００円 

特許権仮勘定 1 式 ４２５，２３５円 

その他の資産 その他の資産 1 式 ４２，６６１円 

合   計    ６，５８７，９８６，０３６円 

 
主な固定資産の取得状況一覧（平成20年度～24年度） 

平成20年度 
資   産   名   称 数  量 金    額 

学生寄宿舎耐震化施設 １式 ６３，７５３，３６２円 

校内教室空気調和設備 １式 ４８，９５９，４２４円 
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機械・材料工学科専門棟エレベータ設備 １式 ２３，０５１，０７９円 

小型汎用精密旋盤(10台)及び工具研削盤(1台) １式 ３６，１４６，２５０円 

走査型共焦点レーザ顕微鏡 １台 ８，４００，０００円 

 
平成21年度 

資   産   名   称 数  量 金    額 

産学民連携テクノセンター棟 １棟 ７９，４４３，９３９円 

走査型電子顕微鏡 １台 ４９，９８０，０００円 

立フライス盤 １台 １０，７１０，０００円 

イオンビームリング装置 １台 ９，８９９，４００円 

実験用冷間圧延機 １台 ７，２９７，５００円 

 
平成22年度 

資   産   名   称 数  量 金    額 

武道場耐震化施設 １式 １１，１９８，４３０円 

疲労試験機 １台 １４，３８５，０００円 

CNC旋盤 １台 １０，７１０，０００円 

高電圧実習装置 １台 ９，９２２，５００円 

ワイヤ放電加工機 １台 ９，８４９，０００円 

 
平成23年度 

資   産   名   称 数  量 金    額 

女子寮 １棟 １４５，１２０，１８３円 

男子寮給湯設備 １式 １８，５４１，７０９円 

マシニングセンター １台 ２０，２１２，５００円 

学務（入試・教務）情報システム １式 ３，１５０，０００円 

特許権（ｺﾞﾑの分解剤および分解方法） １式 １，４５６，８０３円 

 
平成24年度 

資   産   名   称 数  量 金    額 

図書館（全面改修） １棟 １８３，６４１，８７７円 

図書館書架等什器 １式 １１，１８５，６５０円 

語学演習装置設備 １式 １１，０００，０００円 

教育用電子計算機システム（リース資産） １式 ２８，８７５，０００円 

校内ＬＡＮシステム（リース資産） １式 ２７，０２６，２７５円 

 
出典：財務会計システムより抜粋 

 
 
 
資料１０－１－①－２ 

国からの承継資産一覧      （平成１６年度期首帳簿価格） 

資   産 種    類 数  量 単 位 金    額 

有形固定資産 

土地 107,215 ㎡ ４，１１９，６００，０００円 

建物 29,973 ㎡ ２，５７３，４２０，１８０円 

構築物 1 式 ４４６，７３５，５５１円 

車両運搬具 1 式 ４，２５６，８５２円 

工具器具備品 1 式 １８１，７７９，９１８円 

美術品・収蔵品 1 式 ３，５００，０００円 

無形固定資産 

特許権 1 式 ０円 

ソフトウェア 1 式 ０円 

電話加入権 1 式 １６２，０００円 

特許権仮勘定 1 式 ９１１，０３２円 

その他の資産 その他の資産 1 式 ０円 

合   計    ７，３３０，３６５，５３３円 
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出典：財務会計システムより抜粋 

 

 

観点10－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継 

続的に確保されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校の教育研究活動を遂行するため、次のような経常的収入を確保（獲得）している。 

１)運営費交付金 

本校の基礎的な運営資金は、機構本部から配分される運営費交付金及び授業料等収入である。 

平成２３年度からは、常勤教職員人件費が機構本部において一括管理となり、本校へは人件費 

を除いた物件費が配分されている。平成２０年度から平成２４年度の運営費交付金配分実績額を

示す（資料１０－１－②－１、別添資料１０－１－②－２～別添資料１０－１－②－６）。 

２)授業料等の収入 

運営費交付金に次ぐ経常的収入は、授業料、入学料及び入学検定料がある。これらの単価は、

機構本部が定めた基準額を適用している。平成２０年度から平成２４年度における授業料等の収

入総額は、約１４億６,６１３万円であり、毎年度、ほぼ同程度で推移している。（資料１０－１

－②－７）。 

本校では、学生定員を充足するため、学校説明会等を効果的に行い、毎年度安定した定員の確

保に努めており、経常的収入の安定確保にも繋がっている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校では、常勤教職員の人件費が機構本部の一括管理により確保されているため、人件費を

除いた運営費交付金が配分されている。さらに学生定員を充足する取組が、授業料や入学料等

収入の継続確保へと繋がっている。このことから、本校の目的に沿った教育研究活動を安定し

て遂行するための、経常的収入が継続的に確保されている。 

 

資料１０－１－②－１ 

運営費交付金                                （千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

運営費交付金 1,221,057 998,211 1,153,567 268,994 64,085 

 計 3,705,914 

資料１０－１－②－７ 

授業料等                                  （千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

授  業  料 253,152 259,659 270,591 272,074 263,064 

入学料・検定料 30,072 30,010 30,684 28,771 28,052 

 計 1,466,129 

 

出典：平成２０年度～２４年度決算調書より抜粋  
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観点10－1－③：学校の目的を達成するために、外部の財務資源の活用策を策定し、実行しているか 

（観点に係る状況） 

１）地域連携に係る収入 

国立高専には、従来の教育及び研究に加え、教職員の研究成果や知的財産等を活用して地域

と連携するなどの社会貢献が求められている。これらの活動を通じて得られる収入に、受託研

究料等がある。本校では、産学民連携テクノセンタ－を拠点に民間企業等との共同研究や受託

研究を推進し、平成２０年度から平成２４年度に約８１，７７０千円の収入を得ている（資料

１０－１－③－１、別添資料１０－１－③－２、別添資料１０－１－③－３）。 

さらに平成２４年度には、本校と地域産業界等との連携・交流を深め、本校の教育研究の振 

興を図ることを目的に、「テクノネット久留米」が設立された。今後、地域産業界等との結びつ 

きが拡がり、共同研究等の増加が期待される(別添資料１０－１－③－４)。 

２）科学研究費助成事業(競争的資金)の獲得 

平成２０年度から平成２４年度における採択実績額は、約４０,０００千円である。特に平成

２４年度の受入れ件数は１２件であり、前年度の３倍となっている(資料１０－１－③－５)。 

 また、平成２４年度は、科学研究費申請者へのインセンティブとして、不採択となった教員 

に対して、校長裁量経費から５８０千円を配分した（別添資料１０－１－③－６）。 

３）奨学寄附金の受入 

   後援会や企業等の外部団体から、本校への教育研究助成を目的に寄附を受け入れている。平 

成２０年度から平成２４年度において、約９３,９００千円の寄附金を受け入れた(資料１０－ 

１－③－７)。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 地域連携の経費及び科学研究費助成事業等の受入は、本校の教育研究活動を推進するために重 

要な収入であり、これらの外部資金は、毎月の学科長委員会で報告され、その取扱について基本 

方針を定めるとともに適正な受入を実行している。 

また、科学研究費補助金の説明会を毎年開催するとともに科学研究費申請者のインセンティブ 

のため、校長裁量経費を活用している。 

さらに「テクノネット久留米」の設立により、共同研究等の増加が大いに期待される。 

 

 

 

資料１０－１－③－１ 

地域連携に係る収入 

1)共同研究                                  （千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

受入件数 18 20 15 18 16 

受入金額 7,340 6,545 4,225 5,857 4,476 

 小計 28,443 
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2)受託研究（H24 年度受託事業含む）                      （千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

受入件数 6 5 2 4 3 

受入金額 14,218 26,469 6,015 5,558 1,067 

 小計 53,327 

1)+2) 計 81,770 

 

資料１０－１－③－５ 

科学研究費補助金（間接経費含む）                      （千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

受入件数 6 2 5 4 12 

受入金額 8,680 1,930 8,100 4,420 17,030 

 計 40,160 

資料１０－１－③－７ 

奨学寄附金                                 （千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

受入件数 25 21 32 16 23 

受入金額 22,590 17,650 19,975 9,846 23,821 

 計 93,882 

 

出典：平成２０年度～２４年度決算調書より抜粋  

 

観点10－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計 

画等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では、予算配分の基本方針に関すること、教育研究費及び教育研究旅費の予算配分案に関す

ること、その他予算に関することを予算委員会で検討し、さらに学科長委員会で審議、決定された

上で各学科の学科会議を通じて全教員に周知されている。 

予算委員会は、主事、学科長、事務部長、総務課長で構成され、機構本部から示達された予算

配分に対し、教育研究経費、管理経費等の各項目について、所要見込額、実績額、必要事項等を

調査・検討の上、学内配分案を策定している(別添資料１０－２－①－１)。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校は、機構本部から示達された予算配分に基づき、支出に係る所要額等を調査・検討の上、 

予算配分計画を策定、予算委員会で検討された予算配分案は、学科長委員会での審議を経た上で 

決定し、教職員に明示している。 
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観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況） 

  本校においては、予算委員会及び学科長委員会で審議、決定された予算配分計画に基づいて、

予算を執行している。また、執行状況は、機構共通の財務会計システムを用い、毎月確認してい

る。合わせて機構本部においても期中・期末の決算を通じ執行状況を照査することにより各高専

と機構本部との牽制体制が図られ、収支は適切に管理されるため過大な支出超過はない(別添資料

１０－２－②－１～別添資料１０－２－②－５、再掲別添資料１０－１－②－２～別添資料１０

－１－②－６)。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校の収支状況については、機構共通の財務会計システムにおいて配分予算と執行状況の推移 

を確認しつつ機構本部と連携を図り、毎月適切に管理されるため、過大な支出超過はない。 

 

観点10－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む） 

に対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況） 

 本校の資源配分の全体計画は、機構本部から示された予算配分に対し、教育研究経費、管理経 

費等の各項目について、所要見込額、実績額、必要事項等を調査・検討の上、策定している。教 

育研究経費は、教育研究経費と基盤経費に大分類し、教育研究経費は、特別教育経費（産学民連 

携推進費、ＪＡＢＥＥ受審経費、メディア教育充実費等）や教育・研究経費等に、一方基盤経費 

は、入試経費、印刷製本費、通信費、光熱水料、学生相談室経費、校内環境整備費等に分類し配 

分する。平成２４年度の配分実績額を示す（別添資料１０－２－③－１）。  

各項目の内容は、各主事やセンター長等へ照会し、全校的なものや重点的なものを取込んでい 

る。 

また、教育研究に直接必要な経費は、実績額及び配分基準等で算定し、効果的な活用を図るた

め、教員毎ではなく学科毎等に配分している。平成２４年度の配分実績額を示す（別添資料１０

－２－③－２）。 

校長裁量経費は、校長のリ－ダ－シップの下、本校の中期計画・年度計画等を実現するために 

必要な取組を学内に公募する等、戦略的かつ計画的な資源配分を行っている（別添資料１０－２

－③－３、別添資料１０－２－③－４）。 

施設整備に係る大型整備事業は、本校のキャンパスマスタ－プランを基に学科長委員会で審 

議・了承された後、機構本部へ予算要求を行っている。平成２３年度は、図書館の改修工事が予 

算化され、平成２５年２月末に完成した。また、陳腐化した設備更新を目的として設備整備マス 

タ－プランを策定し計画的な予算要求に努める等、教育・研究環境の改善に繋げている。 

平成２４年度は、大型整備事業として機械工作工場等の改修と設備整備について機構本部へ予 

算要求を行い、平成２４年度補正予算で採択され、現在調達手続きを進めている（別添資料１０

－２－③－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校では、教育研究経費、管理経費などの各項目について、予算委員会及び学科長委員会の審 
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議を経て学校の教育目的を達成するための必要経費を確保しており、規定に沿って適切な資源配 

分がなされている。 

また、校長のリーダ－シップの下、校長裁量経費を活用し、中期計画等を意識した教育研究活 

動の活性化や重点課題への取組を推進するため、競争的環境を採り入れ、教育研究等への質の向 

上やバランスに配慮した配分を行っている。 

実験・実習設備の更新や高度化に向けた設備の充実については、機構本部から毎年一定割合の 

削減があっていることから、予算確保のためには、大学改革推進等補助金や科学研究費補助金等 

の外部資金を積極的に獲得する取組等が必要である。 

 

観点10－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況） 

 法人全体の財務諸表などの公表については、独立行政法人通則法第３８条の規定に基づき、機

構本部において、ホームページ等で公表している。また、本校の決算については、平成２４年度

決算分から学校要覧に概要を掲載した（別添資料１０－３－①－１）。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 財務諸表などは、独立行政法人国立高等専門学校機構として各年度の予算・収支計画・資金

計画を法人のウェブペ－ジで公表している。併せて本校の決算報告は、平成２４年度決算分か

ら学校要覧で概要が公表している。 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況） 

 本校では、財務監査として、機構内部監査規則に基づく内部監査及び高専間の相互監査がある 

（別添資料１０－３－②－１、別添資料１０－３－②－２）。また、学内規則等に基づき、毎年、 

本校職員による物品の定時検査や臨時検査及び科学研究費補助金の帳簿調査を実施している。 

平成２４年度は、高専間の相互監査で佐世保高専による監査を受検した際、校内常駐警備業務 

における「給付の完了確認」の在り方について指摘があり、対応を改めることとした。なお、財 

務面からの指摘・改善事項はない（別添資料１０－３－②－３）。合わせて、日頃より財務処理 

等で疑義がある場合は、機構会計監査法人の指導を受けながら対応を行っている。 

なお、監事監査の報告は、独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱により、毎年度、 

機構理事長へ報告されることとなっている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校が受検する財務に関する会計監査には、機構内部監査と高専間の相互監査、さらに監事監 

査がある。加えて学内の規則等に基づく物品検査、科学研究費補助金の執行状況調査を実施して 

いる。機構本部による内部監査及び監事監査以外は、毎会計年度実施されている。 

また、本校を含む法人全体への財務に関する監査法人の監査も行われていることからも、本校 

では、財務に対して適正な会計監査等が行われていると判断する。 

 



久留米工業高等専門学校 基準１０ 

- 359 - 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 何れの観点においても、本校の教育目標を達成するための財源の確保並びに予算の 

執行に関して適正な予算配分、管理等が、正確かつ効率的に実施されている。 

 

（改善を要する点） 運営費交付金については、今後も一定の削減を受けることが予想されること 

から、予算執行にあたっては、引続き契約面等からの工夫や改善等を図っていく必要がある。 

また、教育研究費を確保する上で、共同研究、寄附金、科学研究費補助金等の外部資金のさら 

  なる獲得に向けた取組みを推進することが、喫緊の課題である。 

 

（３）基準10の自己評価の概要 

  本校は、教育研究活動を将来にわたり円滑に遂行するために必要な土地、建物等の資産を有し、 

適切に管理・運用を行っている。また、授業料、入学料、検定料などの自己収入に加え、機構本 

部から配分される運営費交付金等の経常的収入が確保されている。また、寄附金、共同研究、 

受託研究、科学研究費補助金等の外部資金の確保にも積極的に取組んでいる。学内の予算配分も

適切に行われ、その執行についても機構本部と連携し計画的に適正な経理が行われている。 

予算については、引続き機構本部からの一定率の削減が予想されており、一層の効率化の推進 

や大学改革推進等経費等、競争的資金の獲得に向けて積極的な取組が必要である。 

会計監査等については、機構の内部監査、高専間の相互監査及び学内規則等に基づく内部監査 

   により、監査機能が保たれている。 
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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

（観点に係る状況） 

 内部組織規程（資料11－１―①－１）に規定しているように、本校では教務、学生、寮務、専攻

科及び企画主事の５主事を置き、校長の命を受け、主な校務を掌理している。それ以外の主要な校

務担当として、総合情報処理センター長、図書館長、産学民連携センター長も配置している。これ

ら５主事および各長のもとには、それぞれ複数の主事補が配置され、運営を補佐している。また、

各学科を代表し、総括・処理する学科長も配置している。さらに、クラス運営をサポートする学級

担任も配置している（資料11－１―①－２）。 

 一方で、校長、教員、職員で構成する委員会・会議を設置し、規則に明記されたそれぞれの所掌

について、校長の諮問に基づき審議・答申・実行を行っている。これらの委員会・会議は、校長が

長となるものと、前述の５主事・各長・事務部長・その他校長が指名するものが長となるものに大

別できる。校長以外が長となる委員会・会議で審議・実行されたものは、校長、５主事、各学科長

に加え、事務部長をはじめとする事務系の管理職が構成員である学科長委員会（資料11－１－①－

３）で、報告・審議（資料11－１－①－４）され、それを受けて、最終的に校長が決裁するととも

に、全教職員に周知される。 

また、特に重要な決定事項や審議事項については、教員会議などの校長が長である委員会・会議

に諮られ、校長が決定する。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 本校では、教務主事、学生主事及び寮務主事の他に、専攻科主事及び企画主事が置かれている。

それぞれの主事のもとには、数名の主事補が配置され、それぞれの校務を所掌している。また、各

種委員会・会議が設置され、それらの審議・実行内容は、校長が委員長である学科長委員会等で報

告・審議が行われ、最終的に校長が決裁する態勢となっている。 
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資料 11－１－①－１ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校学則） 
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資料 11－１－①－２ 

 

（出典：総務課資料） 
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資料 11－１－①－３ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校学則） 
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資料 11－１－①－４ 

 

（出典：平成 25 年度学科長委員会資料） 
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観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また、危機管理に係る体制が整備されているか。 

（観点に係る状況） 

 管理運営の諸規定としては久留米高専学則、各種委員会の規則及び内部組織規程があり、それに

従って管理運営を適切に行っている（別添資料11－１－②－１）。また、校長をリーダーとした教員

及び職員の組織（資料11－１－②－２）も体系化されており、それぞれの所掌も久留米高専事務組

織及び事務分掌規則（別添資料11－１－②－３）に明記している。 

 危機管理に関しては、平成17年にリスク管理室を設け、平成23年５月に危機管理規定を制定し、

本校で起こることが予想される様々な事象に伴う危機に、組織的に迅速かつ的確に対処するために

必要な事項を定めている（別添資料11－１－②－４）。また、教職員に関する緊急事態が発生した場

合の連絡網（別添資料11－１－②－５）及び学生に関する緊急事態が発生した場合の連絡網（別添

資料11－１－②－６）を毎年更新し、緊急事態に備えている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 管理運営に関する諸規程が整備され、それぞれの所掌が明記され、適切に役割が分担され、効果

的に活動している。また、危機管理に関する規定も定められており、事象に伴う危機に組織的に迅

速かつ的確に対処する体制が整っている。 
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資料 11－１－②－２ 

 

（出典：平成 25 年度 学校要覧） 
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観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総 

        合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

（観点に係る状況） 

 学校全体と各実行部署のＰＤＣＡサイクルを資料11－２－①－１に示す。学校全体としては、４

月に年度計画（別添資料11－２－①－２）を策定（10月に修正）し、企画委員会で、項目ごとに担

当部署を明示したもの（別添資料11－２－①－３）を配布している。それに基づき、各部署は各々

の年度計画を追加し、随時ＰＤＣＡサイクルを回している。さらに、９月と２月の自己評価検討委

員会で各部署の自己点検結果（別添資料11－２－①－４）が提示され、それに基づき対策を検討す

る。このように学校全体で年２回のＰＤＣＡサイクルを回すことにより改善を図っている。 

これらの年度計画はウェブページで公開している（資料11－２－①－５）。また、自己評価検討委

員会で取りまとめられた本校の自己点検・評価結果は、10月と4月に高専機構に提出している。さら

に、高専機構は、全国高専から提出された自己点検・評価結果を取りまとめ、機構のウェブページ

に事業報告書として公開している（資料11－２－①－６）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 学校全体と部署毎のＰＤＣＡサイクルを運用するシステムが構築されている。また、その内容は、

ウェブページに公表されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 11－２－①－１ 

 
（出典：平成 25 年度学科長委員会資料） 
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資料11－２－①－５ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 

資料11－２－①－６ 

 

（出典：高専機構ウェブサイト） 
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観点11－２－②： 自己点検・評価の結果に基づいて、外部有識者等による検証が実施されている

か。 

（観点に係る状況） 

外部評価委員会が中心となり、隔年で外部有識者（資料11－２－②－１）による外部評価委員会

を開催している（資料11－２－②－２、２－②－３）。その他にも、前掲資料11―２－①－１に示す

ようにＪＡＢＥＥによる審査・認定（資料11－２－②－４）、教育実施状況審査も受審している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

外部有識者の意見を聴取する外部評価委員会、ＪＡＢＥＥによる受審・認定、教育実施状況審査

を定期的に実施している。 

 

 

 

 

資料 11－２－②－１ 

 

（出典：平成 23 年度外部評価委員会報告書） 
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資料 11－２－②－２ 

 

（出典：平成 23 年度外部評価委員会報告書） 
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資料 11－２－②－３ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 

資料 11－２－②－４ 

 

（出典：JABEE認定証） 
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観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的のための改善に結び付け

られるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

（観点に係る状況） 

 前掲資料11―２－①－１の久留米高専ＰＤＣＡシステムに基づき、実施された各部署の内容は、自

己評価検討委員会に提出され、その審議を受けて、次年度計画を策定している。例として、平成24年

度に寮務主事の自己点検評価結果（資料11―２－③－１）に基づき自己評価検討委員会で審議が行わ

れ、平成25年に策定された寮務主事の年度目標（資料11―２－③－２）を示す。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 自己評価検討委員会で各部署の自己評価結果を共有し、フィードバックするシステムが整備されて

いる。 
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資料 11－２－③－１ 

 

（出典：平成 24 年度自己評価検討委員会資料抜粋） 
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資料 11－２－③－２ 

 

（出典：平成 25 年度学科長委員会資料） 
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観点11－３－①：  外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

（観点に係る状況） 

 平成２３年度に実施した外部評価委員会における指摘に対して改善した例として、地域貢献に関

する指摘（資料11-３－①－１）に対して、テクノネット久留米を設立した例（資料11－３―①－３）、

メンタルケア―の充実に関する指摘（資料11-３－①－１）に対して、学生相談室アドバイザーを採

用した例（資料11-３－①－４）、及び地域連携専任のコーディネータ採用に関する指摘（資料11-

３－①－２）に対して、産学民連携コーディネータを採用した例がある。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 外部有識者の意見を反映し、学校運営に生かしている例がある。 

 

 

 

 

資料 11－３－①－１ 

 

（出典：平成 23 年度外部評価委員会報告書） 

資料 11－３－①－２ 

 

（出典：平成 23 年度外部評価委員会報告書） 
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資料 11－３－①－３ 

 
（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 
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資料 11－３－①－４ 

 

（出典：平成 25 年度学科長委員会資料） 
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観点11－３－②： 学校の目的を達成するために、外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

（観点に係る状況） 

高専・両技科大学間教員交流制度（資料11―３－②－１）を利用し、他高専に赴任する教員および

他高専から赴任してくる教員がおり（資料11―３－②－２）、高専・両技術科学大学の教育資源を活用

している。 

また、企業との共同教育の観点で、専攻科で行っている２か月～４か月の長期インターンシップ（資

料11―３－②－３）、準学士課程で行っている１週間～２週間の短期インターンシップ（資料11―３－

②－４）がある。 

さらに、｢九州沖縄地区９国立工業高等専門学校間における単位互換に関する協定｣（資料11－３－

②－５）や｢久留米市大学等単位互換に関する協定書｣（資料11－３－②－６）により、他高等教育機

関での単位取得が可能となっている。また、産学民連携推進センターのフォーラム、近隣大学・研究

所などで開催される学術講演会や施設公開、放送大学特別講義などから工業・学問の最新情報を習得

してレポートを提出する｢先端工学特論｣も専攻科に開設されている（資料11－３－②－７）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

高専・両技術科学大学間の人事交流、企業との共同教育、他高等教育機関での単位互換制度及び専

攻科における放送大学や学外での講演会を利用する科目を開設するなど、外部の教育資源を積極的に

活用している。 
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資料 11－３－②－１(1/2) 

 

（出典：人事労務係提供） 
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資料 11－３－②－１(2/2) 

 
（出典：人事労務係提供） 
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資料 11－３－②－２ 

 

（出典：総務課人事労務係提供） 
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資料 11－３－②－３ 

 

（出典：専攻科提供資料） 
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資料 11－３－②－４ 

 
（出典：学生生活支援係提供資料） 
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資料 11－３－②－５ 

 

（出典：九州沖縄地区 9 高専間における単位互換に関する協定書） 
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資料 11－３－②－６ 

 

（出典：久留米市内大学等単位互換に関する協定書） 
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資料 11－３－②－７ 

 

（出典：平成 25 年度シラバス 専攻科 1年「先端工学特論」） 
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観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を 

広くわかりやすく社会に発信しているか。  

（観点に係る状況） 

本校トップページで、直近の教育研究活動の実施状況等を発信している（資料11―４－①－１）。ま

た、産学民連携テクノセンターのウェブページでは、教育研究活動等の状況や成果に関する情報をわ

かりやすく社会に発信している（資料11－４－①－２）。また、学校要覧を毎年更新し、教職員・在校

生・卒業生・修了生の状況、卒業生・修了生の進路（資料11－４－①－３、４－①－４）などの最新

情報を学内のみならず、中学生などにも広報している。さらに、年２回発行している紀要でも教育研

究活動に関する成果に関する情報を発信している（資料11－４－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

教育研究活動等の状況や成果に関する情報をホームページや冊子を活用して、広くわかりやすく社

会に発信している。 
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資料 11－４－①－１ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 
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資料 11－４－①－２ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校ウェブサイト） 
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資料 11－４－①－３ 

平成 24 年度就職先一覧 

 

平成 24 年度卒業生（本学科）の就職先企業    

機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 

(株)明治関西工場 

(株)牧野フライス製作所 

(株)三 松 

富士重工(株) 

ダイキン工業(株) 

(株)デザインネットワーク 

(株)アドバンテストﾞ 

メディック 

積水化学工業(株) 

山 九(株)ﾞ 

キャノン(株) 

シバタ精機(株) 

(株)九州フジパン 

山 九 (株) 

林テレンプ (株) 

住友化学(株) 

中部電力(株) 

三菱重工業(株) 

工作機械本部 

三菱重工業(株) 

高砂製作所 

IHI エアロスペース・エンジ

ニアリング 

日本精工(株) 

出光エンジニアリング(株) 

JFE スチール西日本 

 

関西電力(株) 

富士通(株) 

(株)フランソワ 

西部電機(株) 

(株)ジーサウスシステム 

東芝メディカルシステムズ

株) 

(株)ミニミニ九州 

(株)栄電舎 

麒麟麦酒(株)福岡工場 

出光興産(株 

(株)ジーエス・ユアサフィー

ルディングス 

中部電力(株)ﾞ 

第一精工(株) 

(株)フリーダム 

日本タングステン(株) 

西日本旅客鉄道(株) 

KCCS モバイルエンジニア

リング 

(株)ネクシス 

アイコム(株) 

NOK(株) 

富士重工業(株) 

  

(株)創世エンジニアリング 

セイコーエプソン(株) 

九州電力(株) 

富士ゼロックス福岡（株) 

(株)トヨタプロダクションエ

ンジニアリング 

(株)ムーンスター 

安川コントロール(株) 

(株)栄電舎 

(株)三井ハイテック 

(株)トヨタプロダクションエ

ンジニアリング 

日本放送協会 

富士重工業(株) 

メタウォーター(株) 

(株)ネクシス 

富士ゼロックス福岡(株) 

(株)システムニシツウ 

久留米ガス(株) 

大和製罐(株)九州工場 

九電テクノシステムズ(株) 

 

 

 

田口電機工業㈱ 

シオノギ分析センター(株) 

武田薬品工業(株) 

ニプロ㈱ 

大日精化工業(株) 

協和発酵バイオ(株) 

第一三共プロファーマ(株) 

出光興産(株) 

(株)大石膏盛堂 

(株)ムーンスター 

昭和化学工業(株) 

極東石油工業合同会社 

 

 

  

  

  

  

  

  

株)ネクシス 

第一精工(株) 

鳥栖シール工業(株) 

日清紡ブレーキ(株)館林

事業所 

日本ピストンリング㈱ 

東洋鋼鈑(株) 

宇部興産(株) 

東伸熱工(株) 

田口電機工業(株) 

(株)三 松 

(株)九州エルピー 

中部鋼鈑(株) 

(株)シマノ 

高周波熱錬(株) 

新日鉄住金(株) 

(株)フジコー 

TOWA(株) 

昭栄化学工業(株) 

DOWAサーモエンジニアリ

ング 

(株)アーレスティ 

ラサスティール(株) 

NOK グループ 

エンケイ(株) 

(株)東研サーモテック 

旭テック(株) 

旭化成ケミカルズ(株) 

 

  

  

  

  

  

  

平成 24 年度修了生（専攻科）の就職先企業    

機械・電気システム工学専攻 物質工学専攻 

トーマス(株)、(株)オーレック、富士電機(株)、冨士古河 E＆C(株)、
八光オートメーション(株)、(株)富士通アドバンストソリューショ
ンズ、リコーテクノシステムズ(株)、(株)資生堂、旭化成ケミカル
ズ(株)、九電テクノシステムズ(株)、(株)オートメイション・テク
ノロジー、トヨタテクニカルディベロップメント(株)、(株)ヒロエ
ンジニアリング、国立大学法人、第一精工(株)、日立 INS ソフトウ
ェア(株) 

森永乳業(株)、ヤマハ発動機(株)、(株)日本
生物製剤久留米工場、日本電産(株)、DIC(株)
千葉工場、東燃化学合同会社、アステラス製
薬(株)、ダイキン工業(株)、沢井製薬(株)、
旭化成(株)、日東電工(株)豊橋事業所 

日本精工(株)  

 

（出典：平成 25 年度 学校要覧） 
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資料 11－４－①－４ 

平成２４年度進学先一覧 

 
卒業生（本科）の編入学先大学  

機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 

九州大学工学部 
九州工業大学工学
部 
佐賀大学理工学部 
熊本大学工学部 
鹿児島大学工学部 
大阪大学工学部 
首都大学東京シス
テムデザイン学部 
九州造形短期大学
工業科 

九州大学工学部 
九州工業大学工学部 
東京大学工学部 
東京工業大学理学部 
筑波大学理工学群 
豊橋技術科学大学工
学部 
大阪大学工学部 
広島大学工学部 
 
 

九州大学工学部 
九州工業大学情報工
学部 
佐賀大学理工学部 
宮崎大学工学部 
琉球大学工学部 
東京大学工学部 
筑波大学情報学群 
室蘭工業大学情報電
子工学系学科 
 

九州大学工学部 
千葉大学工学部 
豊橋技術科学大学工
学部 
長岡技術科学大学工
学部 
広島大学生物生産学
部 
 

九州大学工学部 
九州工業大学工学部 
佐賀大学理工学部 
熊本大学工学部 
豊橋技術科学大学工
学部 
長岡技術科学大学工
学部 
茨城大学教育学部 

 
 
 
卒業生（本科）の本校専攻科入学者数 （３０名） 

機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 合 計 

４※ ７ ６※ ８ ５ ３０ 

  ※既卒者１名を含む。 
 
 
修了生（専攻科）の入学先大学院  

機械・電気システム工学専攻 物質工学専攻 

九州大学大学院 (総合理工学府) 
〃    (システム情報科学府) 

九州工業大学大学院（生体工学研究科） 
東京大学大学院（新領域創成科学研究科） 
東京工業大学大学院（総合理工学研究科） 
筑波大学大学院（システム情報工学研究科） 
京都大学大学院（情報学研究科） 
北海道大学大学院（情報科学研究科） 
 

九州大学大学院 (総合理工学府) 
 

 

 

（出典：平成 25 年度 学校要覧） 
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資料 11－４－①－５ 

 

（出典：久留米工業高等専門学校紀要第 28 巻第 2 号） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

 本校では校長をトップとした管理運営体制が整備されており、各種規定に基づき効率的に運営さ

れている。また、企画委員会・自己評価検討委員会を中心とした、学校全体および各部署のＰＤＣＡ

サイクル運用システムが確立されており、定常的に改善が図られている。また、外部有識者からの外

部評価、ＪＡＢＥＥによる審査・認定など、積極的な自己点検・評価を行って教育の改善に結びつけ

ている。さらに、高専・技術科学大学間の人事交流、企業との共同教育、他高等教育機関での単位互

換制度、放送大学や学外での講演会を利用するなど、外部の教育資源も積極的に活用している。 

 

（改善を要する点） 

 該当なし。 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校では、校長をトップとした効果的な意思決定を行うために教務主事、学生主事及び寮務主事の

ほかに、専攻科主事及び企画主事が置かれ、各主事のもとには、数名の主事補を配置し、効率的かつ

円滑に校務運営を行っている。また、最終的な審議委員会として、校長、５主事、各学科長に加え、

事務部長をはじめとする事務管理職が出席する学科長委員会があり、校長が最終的な意思決定を行う

ことができるシステムとなっている。さらに、管理運営面に関する意思決定プロセスにおいて、必要

に応じて外部有識者の意見を有効に反映させるために、平成４年度より外部評価を実施し、学校運営

に生かしている。その他にも、昨年度ＪＡＢＥＥによる中間審査を受審し、平成２６年度まで認定さ

れるなど、積極的な自己点検・評価を行って教育の改善に結びつけている。一方で、高専・技術科学

大学間の人事交流も毎年行っている。また、企業との共同教育、他高等教育機関での単位互換制度、

放送大学や学外での講演会を利用するなど、外部の教育資源も積極的に活用している。さらに、近隣

大学や高専間の単位互換制度等によって外部の教育資源も取り入れている。外部への情報発信の観点

でも、ウェブページや冊子によって教育研究活動の状況や成果を広く社会に発信し、積極的に広報活

動を行っている。 


